
７ 新旧対照表 

(1) 呉市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（議第３４号関係） 

現行 改正案 

目次 目次 

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略） 

第３章 訪問介護 第３章 訪問介護 

第１節～第４節 （略） 第１節～第４節 （略） 

（新設） 第４節の２ 共生型居宅サービスに関する  

基準（第４２条の２・第４２

条の３） 

第５節 （略） 第５節 （略） 

 第４章～第７章 （略） 第４章～第７章 （略） 

第８章 通所介護 第８章 通所介護 

第１節～第４節 （略） 第１節～第４節 （略） 

第５節 削除 第５節  共生型居宅サービスに関する基準

（第１１４条の２－第１３２条） 

第６節 （略） 第６節 （略） 

第９章 （略） 第９章 （略） 

第１０章 短期入所生活介護 第１０章 短期入所生活介護 

第１節～第５節 （略） 第１節～第５節 （略） 

（新設） 第５節の２ 共生型居宅サービスに関する  

基準（第１８２条の２・第１

８２条の３） 

第６節 （略） 第６節 （略） 

第１１章～第１５章 （略） 第１１章～第１５章 （略） 

付則 付則 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる

用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる

用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略） 

（新設） (7) 共生型居宅サービス  法第７２条の２第

１項の申請に係る法第４１条第１項本文の

指定を受けた者による指定居宅サービスを

いう。 

(7)  （略） (8)  （略） 

２ （略） ２ （略） 

（サービス提供困難時の対応） （サービス提供困難時の対応） 

第１１条  指定訪問介護事業者は，当該指定訪 第１１条  指定訪問介護事業者は，当該指定訪 



問介護事業所の通常の事業の実施地域（当該

事業所が通常時に当該サービスを提供する地

域をいう。以下同じ。）等を勘案し，利用申

込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供す

ることが困難であると認めた場合は，当該利

用申込者に係る居宅介護支援事業者          

                      

            への連絡，適当な

他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必

要な措置を速やかに講じなければならない。 

問介護事業所の通常の事業の実施地域（当該

事業所が通常時に当該サービスを提供する地

域をいう。以下同じ。）等を勘案し，利用申

込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供す

ることが困難であると認めた場合は，当該利

用申込者に係る居宅介護支援事業者（法第８

条第２４項に規定する居宅介護支援事業を行

う者をいう。以下同じ。）への連絡，適当な

他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必

要な措置を速やかに講じなければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） （居宅介護支援事業者等との連携） 

第１５条  指定訪問介護事業者は，指定訪問介

護を提供するに当たっては，居宅介護支援事

業者その他保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者               

       との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

第１５条  指定訪問介護事業者は，指定訪問介

護を提供するに当たっては，居宅介護支援事

業者その他保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者（以下「居宅介護支援事業者

等」という。）との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

２ （略） ２ （略） 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） （管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ サービス提供責任者は，第２５条に規定す

る業務のほか，次に掲げる業務を行うものと

する。 

３ サービス提供責任者は，第２５条に規定す

る業務のほか，次に掲げる業務を行うものと

する。 

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略） 

 （新設） (2の2)居宅介護支援事業者等に対し，指定訪

問介護の提供に当たり把握した利用者の服

薬状況，口腔
くう

機能その他の利用者の心身の

状態及び生活の状況に係る必要な情報の提

供を行うこと。 

(3) ～(8) （略） (3) ～(8) （略） 

  （不当な働き掛けの禁止） 

 （新設） 第３６条の２  指定訪問介護事業者は，居宅サ

ービス計画の作成又は変更に関し，指定居宅

介護支援事業所（指定居宅介護支援等基準第

２条第１項に規定する指定居宅介護支援事業

所 を い う 。 第 １ ６ ６ 条 第 ２ 項 に お い て 同

じ。）の介護支援専門員又は居宅要介護被保

険者（法第４１条第１項に規定する居宅要介

護被保険者をいう。）に対して，利用者に必



要のないサービスを位置付けるよう求めるこ

とその他の不当な働き掛けを行ってはならな

い。 

 （新設） 第４節の２ 共生型居宅サービスに関

する基準 

  （共生型訪問介護の基準） 

 （新設） 第４２条の２  訪問介護に係る共生型居宅サー

ビス（以下この条及び次条において「共生型

訪問介護」という。）の事業を行う指定居宅

介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令

第１７１号。以下「指定障害福祉サービス等

基準」という。）第５条第１項に規定する指

定居宅介護事業者をいう。）及び重度訪問介

護（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号。以下この条及び第１８２条の２にお

いて「障害者総合支援法」という。）第５条

第３項に規定する重度訪問介護をいう。第１

号において同じ。）に係る指定障害福祉サー

ビス（障害者総合支援法第２９条第１項に規

定する指定障害福祉サービスをいう。第１号

において同じ。）の事業を行う者が当該事業

に関して満たすべき基準は，次のとおりとす

る。 

 (1) 指定居宅介護事業所（指定障害福祉サー

ビス等基準第５条第１項に規定する指定居

宅介護事業所をいう。）又は重度訪問介護

に係る指定障害福祉サービスの事業を行う

者が当該事業を行う事業所（以下この号に

お い て 「 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 等 」 と い

う。）の従業者の員数が，当該指定居宅介

護事業所等が提供する指定居宅介護（指定

障害福祉サービス等基準第４条第１項に規

定する指定居宅介護をいう。）又は重度訪

問介護（以下この号において「指定居宅介

護等」という。）の利用者の数を指定居宅

介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用



者の数の合計数であるとした場合における

当該指定居宅介護事業所等として必要とさ

れる数以上であること。 

 (2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切な

サービスを提供するため，指定訪問介護事

業所その他の関係施設から必要な技術的支

援を受けていること。 

  （準用） 

（新設） 第４２条の３  第５条，第６条（第１項を除

く。）及び第７条並びに前節の規定は，共生

型訪問介護の事業について準用する。この場

合において，第６条第２項中「利用者（」と

あるのは「利用者（共生型訪問介護の利用者

及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指

定障害福祉サービスの利用者をいい，」と，

「指定訪問介護又は」とあるのは「共生型訪

問介護及び指定居宅介護若しくは重度訪問介

護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み

替えるものとする。 

（準用） （準用） 

第５９条  第９条から第２０条まで，第２２

条，第２７条及び第３２条          

     から第４１条までの規定は，指定

訪問入浴介護の事業について準用する。この

場合において，これらの規定中「訪問介護員

等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と，

第９条中「第３０条」とあるのは「第５７

条」と，第３３条中「設備及び備品等」とあ

るのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その

他の設備及び備品等」と読み替えるものとす

る。 

第５９条  第９条から第２０条まで，第２２

条，第２７条，第３２条から第３６条まで及

び第３７条から第４１条までの規定は，指定

訪問入浴介護の事業について準用する。この

場合において，これらの規定中「訪問介護員

等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と，

第９条中「第３０条」とあるのは「第５７

条」と，第３３条中「設備及び備品等」とあ

るのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その

他の設備及び備品等」と読み替えるものとす

る。 

（準用） （準用） 

第６３条  第９条から第１５条まで，第１７条

から第２０条まで，第２２条，第２７条，第

３２条から第３７条まで      ，第３８

条（第５項及び第６項を除く。），第３９条

から第４１条まで及び第４８条並びに第４節

（第５２条第１項及び第５９条を除く。）の

規定は，基準該当訪問入浴介護の事業につい

て準用する。この場合において，これらの規

第６３条  第９条から第１５条まで，第１７条

から第２０条まで，第２２条，第２７条，第

３２条から第３６条まで，第３７条，第３８

条（第５項及び第６項を除く。），第３９条

から第４１条まで及び第４８条並びに第４節

（第５２条第１項及び第５９条を除く。）の

規定は，基準該当訪問入浴介護の事業につい

て準用する。この場合において，これらの規



定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴

介護従業者」と，第９条中「第３０条」とあ

るのは「第５７条」と，第２０条中「内容，

当該指定訪問介護について法第４１条第６項

の規定により利用者に代わって支払を受ける

居宅介護サービス費の額」とあるのは「内

容」と，第２２条中「法定代理受領サービス

に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基

準該当訪問入浴介護」と，第３３条中「設備

及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴

介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」

と，第５２条第２項中「法定代理受領サービ

スに該当しない指定訪問入浴介護」とあるの

は「基準該当訪問入浴介護」と，同条第３項

中「前２項」とあるのは「前項」と読み替え

るものとする。 

定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴

介護従業者」と，第９条中「第３０条」とあ

るのは「第５７条」と，第２０条中「内容，

当該指定訪問介護について法第４１条第６項

の規定により利用者に代わって支払を受ける

居宅介護サービス費の額」とあるのは「内

容」と，第２２条中「法定代理受領サービス

に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基

準該当訪問入浴介護」と，第３３条中「設備

及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴

介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」

と，第５２条第２項中「法定代理受領サービ

スに該当しない指定訪問入浴介護」とあるの

は「基準該当訪問入浴介護」と，同条第３項

中「前２項」とあるのは「前項」と読み替え

るものとする。 

（看護師等の員数） （看護師等の員数） 

第６５条 （略） 第６５条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス

事業者（指定地域密着型サービス基準第１７

１条第１０項に規定する指定複合型サービス

事業者をいう。）の指定を併せて受け，か

つ，指定訪問看護の事業と指定看護小規模多

機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基

準第１７０条に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護をいう。）の事業が同一の事業

所において一体的に運営されている場合に，

指定地域密着型サービス基準条例第１９３条

第４項に規定する人員に関する基準を満たす

とき（前項の規定により第１項第１号ア及び

第２号に規定する基準を満たしているものと

みなされているときを除く。）は，当該指定

訪問看護事業者は，第１項第１号ア及び第２

号に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

５ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス

事業者（指定地域密着型サービス基準第１７

１条第１４項に規定する指定複合型サービス

事業者をいう。）の指定を併せて受け，か

つ，指定訪問看護の事業と指定看護小規模多

機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基

準第１７０条に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護をいう。）の事業が同一の事業

所において一体的に運営されている場合に，

指定地域密着型サービス基準条例第１９３条

第４項に規定する人員に関する基準を満たす

とき（前項の規定により第１項第１号ア及び

第２号に規定する基準を満たしているものと

みなされているときを除く。）は，当該指定

訪問看護事業者は，第１項第１号ア及び第２

号に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

（居宅介護支援事業者等との連携） （居宅介護支援事業者等との連携） 

第６９条  指定訪問看護事業者は，指定訪問看

護を提供するに当たっては，居宅介護支援事

業者その他保健医療サービス又は福祉サービ

第６９条  指定訪問看護事業者は，指定訪問看

護を提供するに当たっては，居宅介護支援事

業者等                     



スを提供する者               

との密接な連携に努めなければならない。 

                     

との密接な連携に努めなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（準用） （準用） 

第７９条  第９条，第１０条，第１２条から第

１４条まで，第１６条から第２０条まで，第

２２条，第２７条，第３２条から第４１条           

            まで及び第５６条

の規定は，指定訪問看護の事業について準用

する。この場合において，これらの規定中

「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」

と，第９条中「第３０条」とあるのは「第７

７条」と，第１４条中「心身の状況」とある

のは「心身の状況，病歴」と読み替えるもの

とする。 

第７９条  第９条，第１０条，第１２条から第

１４条まで，第１６条から第２０条まで，第

２２条，第２７条，第３２条から第３６条ま

で，第３７条から第４１条まで及び第５６条

の規定は，指定訪問看護の事業について準用

する。この場合において，これらの規定中

「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」

と，第９条中「第３０条」とあるのは「第７

７条」と，第１４条中「心身の状況」とある

のは「心身の状況，病歴」と読み替えるもの

とする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第８１条  指定訪問リハビリテーションの事業

を行う者（以下「指定訪問リハビリテーショ

ン事業者」という。）は，当該事業を行う事

業所（以下「指定訪問リハビリテーション事

業所」という。）ごとに，指定訪問リハビリ

テーションの提供に当たる理学療法士，作業

療法士又は言語聴覚士（以下この章において

「理学療法士等」という。）を置かなければ

ならない。 

第８１条  指定訪問リハビリテーションの事業

を行う者（以下「指定訪問リハビリテーショ

ン事業者」という。）は，当該事業を行う事

業所（以下「指定訪問リハビリテーション事

業所」という。）ごとに置くべき従業者の員

数は，次のとおりとする。             

                         

                         

       

 （新設） (1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提

供に当たらせるために必要な１以上の数 

 （新設） (2) 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士  

 １以上 

 （新設） ２ 前項第１号の医師は，常勤でなければならな

い。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定

介護予防訪問リハビリテーション事業者（指

定介護予防サービス等基準第７９条第１項に

規定する指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け，かつ，指定訪問リハビリテーション

の事業と指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン（指定介護予防サービス等基準第７８条に

規定する指定介護予防訪問リハビリテーショ

３ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定

介護予防訪問リハビリテーション事業者（指

定介護予防サービス等基準第７９条第１項に

規定する指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せ

て受け，かつ，指定訪問リハビリテーション

の事業と指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン（指定介護予防サービス等基準第７８条に

規定する指定介護予防訪問リハビリテーショ



ンをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合に

ついては，指定介護予防サービス等基準条例

第６０条第１項に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって，前項 に規定する基

準を満たしているものとみなすことができ

る。 

ンをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合に

ついては，指定介護予防サービス等基準条例

第６０条第１項に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって，第１項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができ

る。 

（設備及び備品等の要件） （設備及び備品等   ） 

第８２条  指定訪問リハビリテーション事業所

は，病院，診療所又は介護老人保健施設    

     であって，事業の運営を行うため

に必要な広さを有する専用の区画を設けると

ともに，指定訪問リハビリテーションの提供

に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

第８２条  指定訪問リハビリテーション事業所

は，病院，診療所，  介護老人保健施設又は

介護医療院であって，事業の運営を行うため

に必要な広さを有する専用の区画を設けると

ともに，指定訪問リハビリテーションの提供

に必要な設備及び備品等を備えなければなら

ない。 

２ （略） ２ （略） 

第９０条  指定居宅サービスに該当する居宅療

養管理指導（以下「指定居宅療養管理指導」

という。）の事業は，要介護状態となった場

合においても，その利用者が可能な限りその

居宅において，その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう，医師，

歯科医師，薬剤師，看護職員（歯科衛生士が

行う居宅療養管理指導に相当するものを行う

保健師，看護師及び准看護師を除いた保健

師，看護師又は准看護師をいう。以下この章

において同じ。），歯科衛生士（歯科衛生士

が行う居宅療養管理指導に相当するものを行

う保健師，看護師及び准看護師を含む。以下

この章において同じ。）又は管理栄養士が，

通院が困難な利用者に対して，その居宅を訪

問して，その心身の状況，置かれている環境

等を把握し，それらを踏まえて療養上の管理

及び指導を行うことにより，その者の療養生

活の質の向上を図るものでなければならな

い。 

第９０条  指定居宅サービスに該当する居宅療

養管理指導（以下「指定居宅療養管理指導」

という。）の事業は，要介護状態となった場

合においても，その利用者が可能な限りその

居宅において，その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう，医師，

歯科医師，薬剤師                     

                        

                        

                        

        ，歯科衛生士（歯科衛生士

が行う居宅療養管理指導に相当するものを行

う保健師，看護師及び准看護師を含む。以下

この章において同じ。）又は管理栄養士が，

通院が困難な利用者に対して，その居宅を訪

問して，その心身の状況，置かれている環境

等を把握し，それらを踏まえて療養上の管理

及び指導を行うことにより，その者の療養生

活の質の向上を図るものでなければならな

い。 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第９１条  指定居宅療養管理指導の事業を行う

者（以下「指定居宅療養管理指導事業者」と

第９１条  指定居宅療養管理指導の事業を行う

者（以下「指定居宅療養管理指導事業者」と



いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定居宅療養管理指導事業所」という。）ごと

に置くべき従業者（以下この章において「居

宅療養管理指導従業者」という。）の員数

は，次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所

の種類の区分に応じ，次に定めるとおりとす

る。 

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指

定居宅療養管理指導事業所」という。）ごと

に置くべき従業者（以下この章において「居

宅療養管理指導従業者」という。）の員数

は，次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所

の種類の区分に応じ，次に定めるとおりとす

る。 

(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理

指導事業所 次に掲げる基準 

(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理

指導事業所 次に掲げる基準 

ア （略） ア （略） 

イ  薬剤師，看護職員，歯科衛生士又は管

理栄養士  その提供する指定居宅療養管

理指導の内容に応じた適当数 

イ  薬剤師      ，歯科衛生士又は管

理栄養士  その提供する指定居宅療養管

理指導の内容に応じた適当数 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 指定訪問看護ステーション等（指定訪問

看護ステーション及び指定介護予防訪問看

護ステーション（指定介護予防サービス等

基準第６３条第１項にいう指定介護予防訪

問看護ステーションをいう。）をいう。以

下この章において同じ。）である指定居宅

療養管理指導事業所 看護職員 

（削除） 

２ （略） ２ （略） 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第９２条  指定居宅療養管理指導事業所は，病

院，診療所，薬局又は指定訪問看護ステーシ

ョン等であって，指定居宅療養管理指導の事

業の運営に必要な広さを有しているほか，指

定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び

備品等を備えているものでなければならな

い。 

第９２条  指定居宅療養管理指導事業所は，病

院，診療所又は薬局             

   であって，指定居宅療養管理指導の事

業の運営に必要な広さを有しているほか，指

定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び

備品等を備えているものでなければならな

い。 

２ （略） ２ （略） 

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第９５条  医師又は歯科医師の行う指定居宅療

養管理指導の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。 

第９５条  医師又は歯科医師の行う指定居宅療

養管理指導の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。 

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たって

は，訪問診療等により常に利用者の病状及

び心身の状況を把握し，計画的かつ継続的

な医学的管理又は歯科医学的管理に基づい

て，居宅介護支援事業者等に対する居宅サ

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たって

は，訪問診療等により常に利用者の病状及

び心身の状況を把握し，計画的かつ継続的

な医学的管理又は歯科医学的管理に基づい

て，居宅介護支援事業者 に対する居宅サ



ービス計画の作成等に必要な情報提供並び

に利用者又はその家族に対し，居宅サービ

スの利用に関する留意事項，介護方法等に

ついての指導，助言等を行う。 

ービス計画の作成等に必要な情報提供並び

に利用者又はその家族に対し，居宅サービ

スの利用に関する留意事項，介護方法等に

ついての指導，助言等を行う。 

(2) ～(7) （略） (2) ～(7) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方

針は，次に掲げるところによるものとする。 

 （削除） 

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たって

は，居宅介護支援事業者等に対する居宅サ

ービス計画の作成等に必要な情報提供並び

に利用者に対する療養上の相談及び支援を

行うこと。 

 

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たって

は，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，療養上必要な事項に

ついて，理解しやすいように指導又は助言

を行うこと。 

 

(3) それぞれの利用者について，提供した指

定居宅療養管理指導の内容について，速や

かに記録を作成するとともに，医師又は居

宅介護支援事業者等に報告すること。 

 

（運営規程） （運営規程） 

第９６条  指定居宅療養管理指導事業者は，指

定居宅療養管理指導事業所ごとに，次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規

程（以下この章において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。 

第９６条  指定居宅療養管理指導事業者は，指

定居宅療養管理指導事業所ごとに，次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する規

程（以下この章において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。 

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略） 

（新設） (5) 通常の事業の実施地域 

(5) （略） (6) （略） 

（準用） （準用） 

第１１４条 第９条から第１８条まで，第２０

条，第２２条，第２７条，第２８条，第３４

条から             第３９条

まで，第４１条及び第５６条の規定は，指定

通所介護の事業について準用する。この場合

において，第９条中「第３０条」とあるのは

「第１０７条」と，「訪問介護員等」とある

のは「通所介護従業者」と，第３４条中「訪

第１１４条 第９条から第１８条まで，第２０

条，第２２条，第２７条，第２８条，第３４

条から第３６条まで，第３７条から第３９条

まで，第４１条及び第５６条の規定は，指定

通所介護の事業について準用する。この場合

において，第９条中「第３０条」とあるのは

「第１０７条」と，「訪問介護員等」とある

のは「通所介護従業者」と，第３４条中「訪



問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」

と読み替えるものとする。 

問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」

と読み替えるものとする。 

第５節 削除 第５節 共生型居宅サービスに関する 

基準 

 （共生型通所介護の基準） 

（新設） 第１１４条の２  通所介護に係る共生型居宅サ

ービス（以下この条及び次条において「共生

型通所介護」という。）の事業を行う指定生

活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準

第７８条第１項に規定する指定生活介護事業

者をいう。），指定自立訓練（機能訓練）事

業者（指定障害福祉サービス等基準第１５６

条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓

練）事業者をいう。），指定自立訓練（生活

訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準

第１６６条第１項に規定する指定自立訓練

（生活訓練）事業者をいう。），指定児童発

達支援事業者（児童福祉法に基づく指定通所

支援の事業等の人員，設備及び運営に関する

基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以

下この条において「指定通所支援基準」とい

う。）第５条第１項に規定する指定児童発達

支援事業者をいい，主として重症心身障害児

（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第７条第２項に規定する重症心身障害児をい

う。以下この条において同じ。）を通わせる

事業所において指定児童発達支援（指定通所

支援基準第４条に規定する指定児童発達支援

をいう。第１号において同じ。）を提供する

事業者を除く。）及び指定放課後等デイサー

ビス事業者（指定通所支援基準第６６条第１

項に規定する指定放課後等デイサービス事業

者をいい，主として重症心身障害児を通わせ

る事業所において指定放課後等デイサービス

（指定通所支援基準第６５条に規定する指定

放課後等デイサービスをいう。第１号におい

て同じ。）を提供する事業者を除く。）が当

該事業に関して満たすべき基準は，次のとお

りとする。 

 (1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サー



ビス等基準第７８条第１項に規定する指定

生活介護事業所をいう。），指定自立訓練

（機能訓練）事業所（指定障害福祉サービ

ス等基準第１５６条第１項に規定する指定

自立訓練（機能訓練）事業所をいう。），

指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障

害福祉サービス等基準第１６６条第１項に

規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所

をいう。），指定児童発達支援事業所（指

定通所支援基準第５条第１項に規定する指

定児童発達支援事業所をいう。）又は指定

放課後等デイサービス事業所（指定通所支

援基準第６６条第１項に規定する指定放課

後等デイサービス事業所をいう。）（以下

この号において「指定生活介護事業所等」

という。）の従業者の員数が，当該指定生

活介護事業所等が提供する指定生活介護

（指定障害福祉サービス等基準第７７条に

規定する指定生活介護をいう。），指定自

立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービ

ス等基準第１５５条に規定する指定自立支

援（機能訓練）をいう。），指定自立訓練

（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基

準第１６５条に規定する指定自立訓練（生

活訓練）をいう。），指定児童発達支援又

は指定放課後等デイサービス（以下この号

において「指定生活介護等」という。）の

利用者の数を指定生活介護等の利用者及び

共生型通所介護の利用者の数の合計数であ

るとした場合における当該指定生活介護事

業所等として必要とされる数以上であるこ

と。 

 (2) 共生型通所介護の利用者に対して適切な

サービスを提供するため，指定通所介護事

業所その他の関係施設から必要な技術的支

援を受けていること。 

  （準用） 

（新設） 第１１４条の３  第９条から第１８条まで，第

２０条，第２２条，第２７条，第２８条，第

３４条から第３６条まで，第３７条から第３



９条まで，第４１条，第５６条，第９９条，

第１０１条及び第１０２条第４項並びに前節

（第１１４条を除く。）の規定は，共生型通

所介護の事業について準用する。この場合に

おいて，第９条第１項中「第３０条に規定す

る運営規程」とあるのは「運営規程（第１０

７条に規定する運営規程をいう。第３４条に

おいて同じ。）」と，「訪問介護員等」とあ

るのは「共生型通所介護の提供に当たる従業

者 （ 以 下 「 共 生 型 通 所 介 護 従 業 者 」 と い

う。）」と，第２８条及び第３４条中「訪問

介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業

者」と，第１０２条第４項中「前項ただし書

の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げ

る設備を利用し，夜間及び深夜に指定通所介

護 以 外 の サ ー ビ ス を 提 供 す る 場 合 に 限

る。）」とあるのは「共生型通所介護事業者

が共生型通所介護事業所の設備を利用し，夜

間及び深夜に共生型通所介護以外のサービス

を提供する場合」と，第１０５条第２号，第

１０６条第５項及び第１０８条第３項中「通

所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護

従業者」と，第１１３条第２項第２号中「次

条において準用する第２０条第２項」とある

のは「第２０条第２項」と，同項第３号中

「次条において準用する第２７条」とあるの

は「第２７条」と，同項第４号中「次条にお

いて準用する第３８条第２項」とあるのは

「第３８条第２項」と読み替えるものとす

る。 

（準用） （準用） 

第１３６条 第９条から第１５条まで，第１７

条，第１８条，第２０条，第２２条，第２７

条，第２８条，第３４条から第３７条まで   

     ，第３８条（第５項及び第６項を除

く。），第３９条，第４１条，第５６条，第

９９条及び第４節（第１０３条第１項及び第

１１４条を除く。）の規定は，基準該当通所

介護の事業について準用する。この場合にお

いて，第９条中「第３０条」とあるのは「第 

第１３６条 第９条から第１５条まで，第１７

条，第１８条，第２０条，第２２条，第２７

条，第２８条，第３４条から第３６条まで，

第３７条，第３８条（第５項及び第６項を除

く。），第３９条，第４１条，第５６条，第

９９条及び第４節（第１０３条第１項及び第

１１４条を除く。）の規定は，基準該当通所

介護の事業について準用する。この場合にお

いて，第９条中「第３０条」とあるのは「第 



１０７条」と，「訪問介護員等」とあるのは

「通所介護従業者」と，第２０条中「内容，

当該指定訪問介護について法第４１条第６項

の規定により利用者に代わって支払を受ける

居宅介護サービス費の額」とあるのは「内

容」と，第２２条中「法定代理受領サービス

に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基

準該当通所介護」と，第３４条中「訪問介護

員等」とあるのは「通所介護従業者」と，第

１０３条第２項中「法定代理受領サービスに

該当しない指定通所介護」とあるのは「基準

該当通所介護」と，同条第３項中「前２項」

とあるのは「前項」と読み替えるものとす

る。 

１０７条」と，「訪問介護員等」とあるのは

「通所介護従業者」と，第２０条中「内容，

当該指定訪問介護について法第４１条第６項

の規定により利用者に代わって支払を受ける

居宅介護サービス費の額」とあるのは「内

容」と，第２２条中「法定代理受領サービス

に該当しない指定訪問介護」とあるのは「基

準該当通所介護」と，第３４条中「訪問介護

員等」とあるのは「通所介護従業者」と，第

１０３条第２項中「法定代理受領サービスに

該当しない指定通所介護」とあるのは「基準

該当通所介護」と，同条第３項中「前２項」

とあるのは「前項」と読み替えるものとす

る。 

第１３９条 指定通所リハビリテーション事業

所は，指定通所リハビリテーションを行うに

ふさわしい専用の部屋等であって，３平方メ

ートルに利用定員（当該指定通所リハビリテ

ーション事業所において同時に指定通所リハ

ビリテーションの提供を受けることができる

利用者の数の上限をいう。以下この節及び次

節において同じ。）を乗じた面積以上のもの

を有しなければならない。ただし，当該指定

通所リハビリテーション事業所が介護老人保

健施設        である場合にあって

は，当該専用の部屋等の面積に利用者用に確

保されている食堂（リハビリテーションに供

用されるものに限る。）の面積を加えるもの

とする。 

第１３９条 指定通所リハビリテーション事業

所は，指定通所リハビリテーションを行うに

ふさわしい専用の部屋等であって，３平方メ

ートルに利用定員（当該指定通所リハビリテ

ーション事業所において同時に指定通所リハ

ビリテーションの提供を受けることができる

利用者の数の上限をいう。以下この節及び次

節において同じ。）を乗じた面積以上のもの

を有しなければならない。ただし，当該指定

通所リハビリテーション事業所が介護老人保

健施設又は介護医療院である場合にあって

は，当該専用の部屋等の面積に利用者用に確

保されている食堂（リハビリテーションに供

用されるものに限る。）の面積を加えるもの

とする。 

２・３ （略）  ２・３ （略）  

（管理者等の責務） （管理者等の責務） 

第１４３条 指定通所リハビリテーション事業

所の管理者は，医師，理学療法士，作業療法

士          又は専ら指定通所リハ

ビリテーションの提供に当たる看護師のうち

から選任した者に，必要な管理の代行をさせ

ることができる。 

第１４３条 指定通所リハビリテーション事業

所の管理者は，医師，理学療法士，作業療法

士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハ

ビリテーションの提供に当たる看護師のうち

から選任した者に，必要な管理の代行をさせ

ることができる。 

２ （略） ２ （略） 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１４９条 （略） 第１４９条 （略） 



２・３ （略）  ２・３ （略）  

４ 特別養護老人ホーム，養護老人ホーム（老

人福祉法第２０条の４に規定する養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。），病院，診療所，

介護老人保健施設      ，特定施設入

居者生活介護，地域密着型特定施設入居者生

活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護

の指定を受けている施設（以下「特別養護老

人ホーム等」という。）に併設される指定短

期入所生活介護事業所であって，当該特別養

護老人ホーム等と一体的に運営が行われるも

の（以下「併設事業所」という。）について

は，老人福祉法，医療法（昭和２３年法律第

２０５号）又は法に規定する特別養護老人ホ

ーム等として必要とされる数の従業者に加え

て，第１項各号に掲げる短期入所生活介護従

業者を確保するものとする。 

４ 特別養護老人ホーム，養護老人ホーム（老

人福祉法第２０条の４に規定する養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。），病院，診療所，

介護老人保健施設，介護医療院，特定施設入

居者生活介護，地域密着型特定施設入居者生

活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護

の指定を受けている施設（以下「特別養護老

人ホーム等」という。）に併設される指定短

期入所生活介護事業所であって，当該特別養

護老人ホーム等と一体的に運営が行われるも

の（以下「併設事業所」という。）について

は，老人福祉法，医療法（昭和２３年法律第

２０５号）又は法に規定する特別養護老人ホ

ーム等として必要とされる数の従業者に加え

て，第１項各号に掲げる短期入所生活介護従

業者を確保するものとする。 

５～９ （略）  ５～９ （略）  

（指定短期入所生活介護の開始及び終了） （指定短期入所生活介護の開始及び終了） 

第１５４条 （略） 第１５４条 （略） 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，居宅介護

支援事業者その他保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携によ

り，指定短期入所生活介護の提供の開始前か

ら終了後に至るまで利用者が継続的に保健医

療サービス又は福祉サービスを利用できるよ

う必要な援助に努めなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，居宅介護

支援事業者等                     

          との密接な連携によ

り，指定短期入所生活介護の提供の開始前か

ら終了後に至るまで利用者が継続的に保健医

療サービス又は福祉サービスを利用できるよ

う必要な援助に努めなければならない。 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第１６６条 （略） 第１６６条 （略） 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情によ

り，指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護

支援等基準第２条第１項に規定する指定居宅

介護支援事業所をいう。）の介護支援専門員

が，緊急に指定短期入所生活介護を受けるこ

とが必要と認めた者に対し，居宅サービス計

画において位置付けられていない指定短期入

所生活介護を提供する場合であって，当該利

用者及び他の利用者の処遇に支障がないとき

は，前項の規定にかかわらず，同項各号に掲

げる利用者数を超えて，静養室において指定

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情によ

り，指定居宅介護支援事業所              

                         

           の介護支援専門員

が，緊急に指定短期入所生活介護を受けるこ

とが必要と認めた者に対し，居宅サービス計

画において位置付けられていない指定短期入

所生活介護を提供する場合であって，当該利

用者及び他の利用者の処遇に支障がないとき

は，前項の規定にかかわらず，同項各号に掲

げる利用者数を超えて，静養室において指定



短期入所生活介護を行うことができるものと

する。 

短期入所生活介護を行うことができるものと

する。 

（準用） （準用） 

第１６９条 第１０条から第１４条まで，第１

６条，第１７条，第２０条，第２２条，第２

７条，第３４条から             

  第４１条まで，第５６条，第１０８条，

第１１０条及び第１１１条は，指定短期入所

生活介護の事業について準用する。この場合

において，第３４条中「訪問介護員等」とあ

るのは「短期入所生活介護従業者」と，第１

０８条第３項中「通所介護従業者」とあるの

は「短期入所生活介護従業者」と読み替える

ものとする。 

第１６９条 第１０条から第１４条まで，第１

６条，第１７条，第２０条，第２２条，第２

７条，第３４条から第３６条まで，第３７条

から第４１条まで，第５６条，第１０８条，

第１１０条及び第１１１条は，指定短期入所

生活介護の事業について準用する。この場合

において，第３４条中「訪問介護員等」とあ

るのは「短期入所生活介護従業者」と，第１

０８条第３項中「通所介護従業者」とあるの

は「短期入所生活介護従業者」と読み替える

ものとする。 

（新設） 第５節の２ 共生型居宅サービスに関

する基準 

 （共生型短期入所生活介護の基準） 

（新設） 第１８２条の２  短期入所生活介護に係る共生

型居宅サービス（以下この条及び次条におい

て「共生型短期入所生活介護」という。）の

事業を行う指定短期入所事業者（指定障害福

祉サービス等基準第１１８条第１項に規定す

る指定短期入所事業者をいい，指定障害者支

援施設（障害者総合支援法第２９条第１項に

規定する指定障害者支援施設をいう。以下こ

の条において同じ。）が指定短期入所（指定

障害福祉サービス等基準第１１４条に規定す

る指定短期入所をいう。以下この条において

同じ。）の事業を行う事業所として当該施設

と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者

支援施設がその施設の全部又は一部が利用者

に利用されていない居室を利用して指定短期

入所の事業を行う場合において，当該事業を

行う事業所（以下この条において「指定短期

入所事業所」という。）において指定短期入

所を提供する事業者に限る。）が当該事業に

関して満たすべき基準は，次のとおりとす

る。 

 (1) 指定短期入所事業所の居室の面積を，指

定短期入所の利用者の数と共生型短期入所



生活介護の利用者の数の合計数で除して得

た面積が９．９平方メートル以上であるこ

と。 

 (2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が，

当該指定短期入所事業所が提供する指定短

期入所の利用者の数を指定短期入所の利用

者及び共生型短期入所生活介護の利用者の

数の合計数であるとした場合における当該

指定短期入所事業所として必要とされる数

以上であること。 

 (3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対し

て適切なサービスを提供するため，指定短

期入所生活介護事業所その他の関係施設か

ら必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

（新設） 第１８２条の３  第１０条から第１４条まで，

第１６条，第１７条，第２０条，第２２条，

第２７条，第３４条から第３６条まで，第３

７条から第４１条まで，第５６条，第１０８

条，第１１０条，第１１１条，第１４８条及

び第１５０条並びに第４節（第１６９条を除

く。）の規定は，共生型短期入所生活介護の

事業について準用する。この場合において，

第３４条中「運営規程」とあるのは「運営規

程（第１６５条に規定する運営規程をいう。

第１５３条第１項において同じ。）」と，

「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入

所生活介護の提供に当たる従業者（以下「共

生型短期入所生活介護従業者」という。）」

と，第１０８条第３項中「通所介護従業者」

とあるのは「共生型短期入所生活介護従業

者」と，第１５３条第１項中「第１６５条に

規定する運営規程」とあるのは「運営規程」

と，同項，第１５６条第３項，第１５７条第

１項及び第１６４条中「短期入所生活介護従

業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護

従業者」と，第１６８条第２項第２号中「次

条において準用する第２０条第２項」とある

のは「第２０条第２項」と，同項第４号中

「次条において準用する第２７条」とあるの



は「第２７条」と，同項第５号中「次条にお

いて準用する第３８条第２項」とあるのは

「第３８条第２項」と，同項第６号中「次条

において準用する第４０条第２項」とあるの

は「第４０条第２項」と読み替えるものとす

る。 

（準用） （準用） 

第１８９条 第１０条から第１４条まで，第１

７条，第２０条，第２２条，第２７条，第３

４条から第３７条まで      ，第３８条

（第５項及び第６項を除く。），第３９条か

ら第４１条まで，第５６条，第１０８条，第

１１０条，第１１１条，第１４８条並びに第

４節（第１５５条第１項及び第１６９条を除

く。）の規定は，基準該当短期入所生活介護

の事業について準用する。この場合におい

て，第２０条中「内容，当該指定訪問介護に

ついて法第４１条第６項の規定により利用者

に代わって支払を受ける居宅介護サービス費

の額」とあるのは「内容」と，第２２条中

「法定代理受領サービスに該当しない指定訪

問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活

介護」と，第３４条中「訪問介護員等」とあ

るのは「短期入所生活介護従業者」と，第１

０８条第３項中「通所介護従業者」とあるの

は「短期入所生活介護従業者」と，第１５５

条第２項中「法定代理受領サービスに該当し

ない指定短期入所生活介護」とあるのは「基

準該当短期入所生活介護」と，同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と，第１６１

条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護

職員」と，第１６６条第２項中「静養室」と

あるのは「静養室等」と                    

                        

                        

                        

                        

                        

                      

                      

第１８９条 第１０条から第１４条まで，第１

７条，第２０条，第２２条，第２７条，第３

４条から第３６条まで，第３７条，第３８条

（第５項及び第６項を除く。），第３９条か

ら第４１条まで，第５６条，第１０８条，第

１１０条，第１１１条，第１４８条並びに第

４節（第１５５条第１項及び第１６９条を除

く。）の規定は，基準該当短期入所生活介護

の事業について準用する。この場合におい

て，第２０条中「内容，当該指定訪問介護に

ついて法第４１条第６項の規定により利用者

に代わって支払を受ける居宅介護サービス費

の額」とあるのは「内容」と，第２２条中

「法定代理受領サービスに該当しない指定訪

問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活

介護」と，第３４条中「訪問介護員等」とあ

るのは「短期入所生活介護従業者」と，第１

０８条第３項中「通所介護従業者」とあるの

は「短期入所生活介護従業者」と，第１５５

条第２項中「法定代理受領サービスに該当し

ない指定短期入所生活介護」とあるのは「基

準該当短期入所生活介護」と，同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と，第１６１

条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護

職員」と，第１６６条第２項中「静養室」と

あるのは「静養室等」と，第１６８条第２項

第２号中「次条において準用する第２０条第

２項」とあるのは「第２０条第２項」と，同

項第４号中「次条において準用する第２７

条」とあるのは「第２７条」と，同項第５号

中「次条において準用する第３８条第２項」

とあるのは「第３８条第２項」と，同項第６

号中「次条において準用する第４０条第２



                 読み替

えるものとする。 

項」とあるのは「第４０条第２項」と読み替

えるものとする。 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１９１条 指定短期入所療養介護の事業を行

う者（以下「指定短期入所療養介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定短期入所療養介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供

に当たる従業者（以下「短期入所療養介護従

業者」という。）の員数は，次のとおりとす

る。 

第１９１条 指定短期入所療養介護の事業を行

う者（以下「指定短期入所療養介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下

「指定短期入所療養介護事業所」という。）

ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供

に当たる従業者（以下「短期入所療養介護従

業者」という。）の員数は，次のとおりとす

る。 

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略） 

 （新設）  (5) 介護医療院である指定短期入所療養介護

事業所にあっては，当該指定短期入所療養

介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護

職員，介護職員，理学療法士又は作業療法

士及び栄養士の員数は，それぞれ，利用者

を当該介護医療院の入所者とみなした場合

における法に規定する介護医療院として必

要とされる数が確保されるために必要な数

以上とする。 

２ （略） ２ （略） 

第３節 設備に関する基準 第３節 設備に関する基準 

第１９２条 指定短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は，次のとおりとする。 

第１９２条 指定短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は，次のとおりとする。 

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略） 

(4) 診 療 所 （ 療 養 病 床 を 有 す る も の を 除

く。）である指定短期入所療養介護事業所

にあっては，次に掲げる要件に適合するこ

と。 

(4) 診 療 所 （ 療 養 病 床 を 有 す る も の を 除

く。）である指定短期入所療養介護事業所

にあっては，次に掲げる要件に適合するこ

と。 

ア （略） ア （略） 

イ 食堂及び浴室を有すること。 イ     浴室を有すること。 

ウ （略） ウ （略） 

 （新規）  (5) 介護医療院である指定短期入所療養介護

事業所にあっては，法に規定する介護医療

院として必要とされる施設及び設備（ユニ

ット型介護医療院（介護医療院の人員，施

設及び設備並びに運営に関する基準（平成

３０年厚生労働省令第５号）第４３条に規

定するユニット型介護医療院をいう。第２



０８条及び第２１６条において同じ。）に

関するものを除く。）を有することとす

る。 

２・３ （略）  ２・３ （略）  

    第４節 運営に関する基準     第４節 運営に関する基準 

（対象者） （対象者） 

第１９３条 指定短期入所療養介護事業者は，

利用者の心身の状況若しくは病状により，若

しくはその家族の疾病，冠婚葬祭，出張等の

理由により，又は利用者の家族の身体的及び

精神的な負担の軽減等を図るために，一時的

に入所して看護，医学的管理の下における介

護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける

必要がある者を対象に，介護老人保健施設         

        の療養室，病院の療養病床

に係る病室，診療所の指定短期入所療養介護

を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患

療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法

律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関す

る政令（平成２３年政令第３７５号）第１条

の規定による改正前の介護保険法施行令（平

成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規

定する病床により構成される病棟をいう。以

下同じ。）において指定短期入所療養介護を

提供するものとする。 

第１９３条 指定短期入所療養介護事業者は，

利用者の心身の状況若しくは病状により，若

しくはその家族の疾病，冠婚葬祭，出張等の

理由により，又は利用者の家族の身体的及び

精神的な負担の軽減等を図るために，一時的

に入所して看護，医学的管理の下における介

護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける

必要がある者を対象に，介護老人保健施設若

しくは介護医療院の療養室，病院の療養病床

に係る病室，診療所の指定短期入所療養介護

を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患

療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法

律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関す

る政令（平成２３年政令第３７５号）第１条

の規定による改正前の介護保険法施行令（平

成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規

定する病床により構成される病棟をいう。以

下同じ。）において指定短期入所療養介護を

提供するものとする。 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第２０３条 指定短期入所療養介護事業者は，

次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同

時に指定短期入所療養介護を行ってはならな

い。ただし，災害，虐待その他のやむを得な

い事情がある場合は，この限りでない。 

第２０３条 指定短期入所療養介護事業者は，

次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同

時に指定短期入所療養介護を行ってはならな

い。ただし，災害，虐待その他のやむを得な

い事情がある場合は，この限りでない。 

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略） 

（新設） (4) 介護医療院である指定短期入所療養介護

事業所にあっては，利用者を当該介護医療

院の入所者とみなした場合において入所定

員及び療養室の定員を超えることとなる利

用者数 

第２０８条 ユニット型指定短期入所療養介護

の事業を行う者（以下「ユニット型指定短期

入所療養介護事業者」という。）が当該事業

第２０８条 ユニット型指定短期入所療養介護

の事業を行う者（以下「ユニット型指定短期

入所療養介護事業者」という。）が当該事業



を行う事業所（以下「ユニット型指定短期入

所療養介護事業所」という。）の設備に関す

る基準は，次のとおりとする。 

を行う事業所（以下「ユニット型指定短期入

所療養介護事業所」という。）の設備に関す

る基準は，次のとおりとする。 

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略） 

（新設） (5) 介護医療院であるユニット型指定短期入

所療養介護事業所にあっては，法に規定す

る介護医療院として必要とされる施設及び

設備（ユニット型介護医療院に関するもの

に限る。）を有することとする。 

２ （略） ２ （略） 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第２１６条 ユニット型指定短期入所療養介護

事業者は，次に掲げる利用者（当該ユニット

型指定短期入所療養介護事業者がユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定

を併せて受け，かつ，ユニット型指定短期入

所療養介護の事業とユニット型指定介護予防

短期入所療養介護の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合にあって

は，当該事業所におけるユニット型指定短期

入所療養介護又はユニット型指定介護予防短

期入所療養介護の利用者。以下この条におい

て同じ。）数以上の利用者に対して同時に指

定短期入所療養介護を行ってはならない。た

だし，災害，虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は，この限りでない。 

第２１６条 ユニット型指定短期入所療養介護

事業者は，次に掲げる利用者（当該ユニット

型指定短期入所療養介護事業者がユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定

を併せて受け，かつ，ユニット型指定短期入

所療養介護の事業とユニット型指定介護予防

短期入所療養介護の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合にあって

は，当該事業所におけるユニット型指定短期

入所療養介護又はユニット型指定介護予防短

期入所療養介護の利用者。以下この条におい

て同じ。）数以上の利用者に対して同時に指

定短期入所療養介護を行ってはならない。た

だし，災害，虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は，この限りでない。 

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略） 

 （新設） (3) ユニット型介護医療院であるユニット型

指定短期入所療養介護事業所にあっては，

利用者を当該ユニット型介護医療院の入居

者とみなした場合において入居定員及び療

養室の定員を超えることとなる利用者 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第２１９条 （略） 第２１９条 （略） 

２～７ （略）  ２～７ （略）  

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は，

主として指定特定施設入居者生活介護及び指

定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に

当たるものとし，看護職員のうち一人以上及

び介護職員のうち一人以上は，常勤の者でな

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は，

主として指定特定施設入居者生活介護及び指

定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に

当たるものとし，看護職員及び介護職員のう

ちそれぞれ   一人以上は，常勤の者でな



ければならない。ただし，指定介護予防特定

施設入居者生活介護のみを提供する場合は，

介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が

常勤であれば足りるものとする。 

ければならない。ただし，指定介護予防特定

施設入居者生活介護のみを提供する場合は，

介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が

常勤であれば足りるものとする。 

（指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） （指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第２２６条 （略） 第２２６条 （略） 

２～５ （略）  ２～５ （略）  

 （新設） ６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，身

体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる

措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

６ （略） ７ （略） 

（準用） （準用） 

第２３７条 第１２条，第１３条，第２２条，

第２７条，第３４条から            

     第４１条まで，第５５条，第５６

条，第１１０条，第１１１条及び第１６０条

の規定は，指定特定施設入居者生活介護の事

業について準用する。この場合において，第

３４条中「訪問介護員等」とあるのは「特定

施設従業者」と，第５５条中「訪問入浴介護

従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読

み替えるものとする。 

第２３７条 第１２条，第１３条，第２２条，

第２７条，第３４条から第３６条まで，第３

７条から第４１条まで，第５５条，第５６

条，第１１０条，第１１１条及び第１６０条

の規定は，指定特定施設入居者生活介護の事

業について準用する。この場合において，第

３４条中「訪問介護員等」とあるのは「特定

施設従業者」と，第５５条中「訪問入浴介護

従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読

み替えるものとする。 

第５節 外部サービス利用型指定特定

施設入居者生活介護の事業の

基本方針，人員並びに設備及

び運営に関する基準 

第５節 外部サービス利用型指定特定

施設入居者生活介護の事業の

基本方針，人員並びに設備及

び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） （この節の趣旨） 

第２３８条 第１節から前節までの規定にかか

わらず，外部サービス利用型指定特定施設入

居者生活介護（指定特定施設入居者生活介護

第２３８条 第１節から前節までの規定にかか

わらず，外部サービス利用型指定特定施設入

居者生活介護（指定特定施設入居者生活介護



であって，当該指定特定施設の従業者により

行われる特定施設サービス計画の作成，利用

者の安否の確認，利用者の生活相談等（以下

「基本サービス」という。）及び当該指定特

定施設の事業者が委託する指定居宅サービス

事業者（以下「受託居宅サービス事業者」と

いう。）により，当該特定施設サービス計画

に基づき行われる入浴，排せつ，食事等の介

護その他の日常生活上の世話，機能訓練及び

療養上の世話（以下「受託居宅サービス」と

いう。）をいう。     ）の事業を行う

ものの基本方針，人員並びに設備及び運営に

関する基準については，この節に定めるとこ

ろによる。 

であって，当該指定特定施設の従業者により

行われる特定施設サービス計画の作成，利用

者の安否の確認，利用者の生活相談等（以下

「基本サービス」という。）及び当該指定特

定施設の事業者が委託する指定居宅サービス

事業者（以下「受託居宅サービス事業者」と

いう。）により，当該特定施設サービス計画

に基づき行われる入浴，排せつ，食事等の介

護その他の日常生活上の世話，機能訓練及び

療養上の世話（以下「受託居宅サービス」と

いう。）をいう。以下同じ。）の事業を行う

ものの基本方針，人員並びに設備及び運営に

関する基準については，この節に定めるとこ

ろによる。 

（準用） （準用） 

第２４８条 第１２条，第１３条，第２２条，

第２７条，第３４条から            

     第４１条まで，第５５条，第５６

条，第１１０条，第１１１条，第２２３条，

第２２４条から第２２７条まで，第２３０

条，第２３１条及び第２３３条から第２３５

条までの規定は，外部サービス利用型指定特

定施設入居者生活介護の事業について準用す

る。この場合において，第３４条中「訪問介

護員等」とあるのは「外部サービス利用型特

定施設従業者」と，第３５条中「指定訪問介

護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受

託居宅サービス事業所」と，第５５条中「訪

問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施

設の従業者」と，第２２４条第２項中「指定

特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基

本サービスを」と，第２２７条中「他の特定

施設従業者」とあるのは「他の外部サービス

利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス

事業者」と，第２３３条中「指定特定施設入

居者生活介護」とあるのは「基本サービス」

と読み替えるものとする。 

第２４８条 第１２条，第１３条，第２２条，

第２７条，第３４条から第３６条まで，第３

７条から第４１条まで，第５５条，第５６

条，第１１０条，第１１１条，第２２３条，

第２２４条から第２２７条まで，第２３０

条，第２３１条及び第２３３条から第２３５

条までの規定は，外部サービス利用型指定特

定施設入居者生活介護の事業について準用す

る。この場合において，第３４条中「訪問介

護員等」とあるのは「外部サービス利用型特

定施設従業者」と，第３５条中「指定訪問介

護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受

託居宅サービス事業所」と，第５５条中「訪

問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施

設の従業者」と，第２２４条第２項中「指定

特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基

本サービスを」と，第２２７条中「他の特定

施設従業者」とあるのは「他の外部サービス

利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス

事業者」と，第２３３条中「指定特定施設入

居者生活介護」とあるのは「基本サービス」

と読み替えるものとする。 

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） （指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第２５５条 福祉用具専門相談員の行う指定福

祉用具貸与の方針は，次に掲げるところによ

第２５５条 福祉用具専門相談員の行う指定福

祉用具貸与の方針は，次に掲げるところによ



るものとする。 るものとする。 

(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，

次条第１項に規定する福祉用具貸与計画に

基づき，福祉用具が適切に選定され，か

つ，使用されるよう，専門的知識に基づき

相談に応じるとともに，目録等の文書を示

して福祉用具の機能，使用方法，利用料    

         等に関する情報を提供

し，個別の福祉用具の貸与に係る同意を得

るものとする。 

(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，

次条第１項に規定する福祉用具貸与計画に

基づき，福祉用具が適切に選定され，か

つ，使用されるよう，専門的知識に基づき

相談に応じるとともに，目録等の文書を示

して福祉用具の機能，使用方法，利用料，

全国平均貸与価格等に関する情報を提供

し，個別の福祉用具の貸与に係る同意を得

るものとする。 

(2) ～(5) （略） (2) ～(5) （略） 

 （新設） (6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，

同一種目における機能又は価格帯の異なる

複数の福祉用具に関する情報を利用者に提

供するものとする。 

（福祉用具貸与計画の作成） （福祉用具貸与計画の作成） 

第２５６条 （略） 第２５６条 （略） 

２・３ （略）  ２・３ （略）  

４ 福祉用具専門相談員は，福祉用具貸与計画

を作成した際には，当該福祉用具貸与計画を

利用者                   

に交付しなければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は，福祉用具貸与計画

を作成した際には，当該福祉用具貸与計画を

利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員

に交付しなければならない。 

５・６ （略）  ５・６ （略）  

（準用） （準用） 

第２６３条 第９条から第２０条まで，第２２

条，第２７条，第３５条           

 から第４１条まで，第５６条並びに第１０

８条第１項及び第２項の規定は，指定福祉用

具貸与の事業について準用する。この場合に

おいて，第９条中「第３０条」とあるのは

「第２５７条」と，「訪問介護員等」とある

のは「福祉用具専門相談員」と，第１１条中

「 以 下 同 じ 。 ） 」 と あ る の は 「 以 下 同

じ。），取り扱う福祉用具の種目」と，第１

５条第２項中「適切な指導」とあるのは「適

切な相談又は助言」と，第１９条中「訪問介

護員等」とあるのは「従業者」と，「初回訪

問時及び利用者」とあるのは「利用者」と，

第２０条中「提供日及び内容」とあるのは

「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品

第２６３条 第９条から第２０条まで，第２２

条，第２７条，第３５条，第３６条，第３７

条から第４１条まで，第５６条並びに第１０

８条第１項及び第２項の規定は，指定福祉用

具貸与の事業について準用する。この場合に

おいて，第９条中「第３０条」とあるのは

「第２５７条」と，「訪問介護員等」とある

のは「福祉用具専門相談員」と，第１１条中

「 以 下 同 じ 。 ） 」 と あ る の は 「 以 下 同

じ。），取り扱う福祉用具の種目」と，第１

５条第２項中「適切な指導」とあるのは「適

切な相談又は助言」と，第１９条中「訪問介

護員等」とあるのは「従業者」と，「初回訪

問時及び利用者」とあるのは「利用者」と，

第２０条中「提供日及び内容」とあるのは

「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品



名」と，第２２条中「内容」とあるのは「種

目，品名」と，第１０８条第２項中「処遇」

とあるのは「サービス利用」と読み替えるも

のとする。 

名」と，第２２条中「内容」とあるのは「種

目，品名」と，第１０８条第２項中「処遇」

とあるのは「サービス利用」と読み替えるも

のとする。 

（準用） （準用） 

第２６５条 第９条から第１５条まで，第１７

条から第２０条まで，第２２条，第２７条，

第３５条から第３７条まで   ，第３８条

（第５項及び第６項を除く。），第３９条か

ら第４１条まで，第５６条，第１０８条第１

項及び第２項，第２４９条，第２５１条，第

２５２条並びに第４節（第２５３条第１項及

び第２６３条を除く。）の規定は，基準該当

福祉用具貸与の事業に準用する。この場合に

おいて，第９条中「第３０条」とあるのは

「第２５７条」と，「訪問介護員等」とある

のは「福祉用具専門相談員」と，第１１条中

「実施地域」とあるのは「実施地域，取り扱

う福祉用具の種目」と，第１５条第２項中

「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は

助言」と，第１９条中「訪問介護員等」とあ

るのは「従業者」と，第２０条中「提供日及

び内容，当該指定訪問介護について法第４１

条第６項の規定により利用者に代わって支払

を受ける居宅介護サービス費の額」とあるの

は「提供の開始日及び終了日，種目，品名」

と，第２２条中「法定代理受領サービスに該

当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該

当福祉用具貸与」と，第１０８条第２項中

「処遇」とあるのは「サービスの利用」と，

第２５３条第２項中「法定代理受領サービス

に該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは

「基準該当福祉用具貸与」と，同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と読み替える

ものとする。 

第２６５条 第９条から第１５条まで，第１７

条から第２０条まで，第２２条，第２７条，

第３５条，第３６条，第３７条，第３８条

（第５項及び第６項を除く。），第３９条か

ら第４１条まで，第５６条，第１０８条第１

項及び第２項，第２４９条，第２５１条，第

２５２条並びに第４節（第２５３条第１項及

び第２６３条を除く。）の規定は，基準該当

福祉用具貸与の事業に準用する。この場合に

おいて，第９条中「第３０条」とあるのは

「第２５７条」と，「訪問介護員等」とある

のは「福祉用具専門相談員」と，第１１条中

「実施地域」とあるのは「実施地域，取り扱

う福祉用具の種目」と，第１５条第２項中

「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は

助言」と，第１９条中「訪問介護員等」とあ

るのは「従業者」と，第２０条中「提供日及

び内容，当該指定訪問介護について法第４１

条第６項の規定により利用者に代わって支払

を受ける居宅介護サービス費の額」とあるの

は「提供の開始日及び終了日，種目，品名」

と，第２２条中「法定代理受領サービスに該

当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該

当福祉用具貸与」と，第１０８条第２項中

「処遇」とあるのは「サービスの利用」と，

第２５３条第２項中「法定代理受領サービス

に該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは

「基準該当福祉用具貸与」と，同条第３項中

「前２項」とあるのは「前項」と読み替える

ものとする。 

（準用） （準用） 

第２７６条 第９条から第１５条まで，第１７

条から第１９条まで，第２７条，第３３条，

第３５条           から第４１条

まで，第５６条，第１０８条第１項及び第２

第２７６条 第９条から第１５条まで，第１７

条から第１９条まで，第２７条，第３３条，

第３５条，第３６条，第３７条から第４１条

まで，第５６条，第１０８条第１項及び第２



項，第２５４条，第２５７条から第２５９条

まで並びに第２６１条の規定は，指定特定福

祉用具販売の事業について準用する。この場

合において，第９条中「第３０条」とあるの

は「第２７６条において準用する第２５７

条」と，「訪問介護員等」とあるのは「福祉

用具専門相談員」と，第１１条中「以下同

じ。）」とあるのは「以下同じ。），取り扱

う特定福祉用具の種目」と，第１５条第２項

中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又

は助言」と，第１９条中「訪問介護員等」と

あるのは「従業者」と，「初回訪問時及び利

用者」とあるのは「利用者」と             

                    ， 

第１０８条第２項中「処遇」とあるのは「サ

ービス利用」と，第２５４条中「福祉用具」

とあるのは「特定福祉用具」と，「貸与」と

あるのは「販売」と，第２５７条中「利用

料」とあるのは「販売費用の額」と，第２５

８条及び第２５９条中「福祉用具」とあるの

は「特定福祉用具」と読み替えるものとす

る。 

項，第２５４条，第２５７条から第２５９条

まで並びに第２６１条の規定は，指定特定福

祉用具販売の事業について準用する。この場

合において，第９条中「第３０条」とあるの

は「第２７６条において準用する第２５７

条」と，「訪問介護員等」とあるのは「福祉

用具専門相談員」と，第１１条中「以下同

じ。）」とあるのは「以下同じ。），取り扱

う特定福祉用具の種目」と，第１５条第２項

中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又

は助言」と，第１９条中「訪問介護員等」と

あるのは「従業者」と，「初回訪問時及び利

用者」とあるのは「利用者」と，第３３条中

「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と，

第１０８条第２項中「処遇」とあるのは「サ

ービス利用」と，第２５４条中「福祉用具」

とあるのは「特定福祉用具」と，「貸与」と

あるのは「販売」と，第２５７条中「利用

料」とあるのは「販売費用の額」と，第２５

８条及び第２５９条中「福祉用具」とあるの

は「特定福祉用具」と読み替えるものとす

る。 

付 則    付 則 

第１０条  平成１１年３月３１日前において既

に存していた有料老人ホームであって，次の

各号のいずれにも該当するものとして知事が

定めるものについては，第２２１条第３項又

は第２４２条第３項の規定にかかわらず，浴

室及び食堂を設けないことができるものとす

る。 

第１０条  平成１１年３月３１日前において既

に存していた有料老人ホームであって，次の

各号のいずれにも該当するものとして知事が

定めるものについては，第２２１条第３項又

は第２４２条第３項の規定にかかわらず，浴

室及び食堂を設けないことができるものとす

る。 

(1) 養護老人ホーム，特別養護老人ホーム又

は軽費老人ホーム（以下                

                       

                     

「養護老人ホーム等」という。）を併設し

ており，入所者が当該養護老人ホーム等の

浴室及び食堂を利用することができるもの

であること。 

(1) 養護老人ホーム，特別養護老人ホーム又

は軽費老人ホーム（老人福祉法第２０条の

６に規定する軽費老人ホームをいう。次条

において同じ。）（以下この号において

「養護老人ホーム等」という。）を併設し

ており，入所者が当該養護老人ホーム等の

浴室及び食堂を利用することができるもの

であること。 

(2) ～(4) （略） (2) ～(4) （略） 

 （新設） 第１３条 第２１９条の規定にかかわらず，療 



 養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床を平成３６年３月３１日まで

の間に転換（当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床の病床数を減少させるととも

に，当該病院等の施設を介護医療院，軽費老

人ホームその他の要介護者，要支援者その他

の者を入所又は入居させるための施設の用に

供することをいう。次条及び付則第１５条に

おいて同じ。）を行って指定特定施設入居者

生活介護（外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護を除く。）の事業を行う医療

機関併設型指定特定施設（介護老人保健施

設，介護医療院又は病院若しくは診療所に併

設される指定特定施設をいう。以下同じ。）

の生活相談員，機能訓練指導員及び計画作成

担当者の員数の基準は，次のとおりとする。 

 (1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保

健施設，介護医療院又は病院若しくは診療

所の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚

士により当該医療機関併設型指定特定施設

の利用者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは，置かないことができること。 

  (2) 生活相談員又は計画作成担当者  当該医

療機関併設型指定特定施設の実情に応じた

適当数 

 （新設） 第１４条  第２４０条の規定にかかわらず，療

養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床を平成３６年３月３１日まで

の間に転換を行って外部サービス利用型指定

特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機

関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画

作成担当者の員数の基準は，当該医療機関併

設型指定特定施設の実情に応じた適当数とす

る。 

 （新設） 第１５条  第２２１条及び２４２条の規定にか

かわらず，療養病床等を有する病院又は病床

を有する診療所の開設者が，当該病院の療養

病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３



月３１日までの間に転換を行って指定特定施

設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機 

 関併設型指定特定施設においては，併設され

る介護老人保健施設，介護医療院又は病院若

しくは診療所の施設を利用することにより，

当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の

処遇が適切に行われると認められるときは，

当該医療機関併設型指定特定施設に浴室，便

所及び食堂を置かないことができる。 

 

(2) 呉市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例（議第３５号関係） 

現行 改正案 

目次 目次 

第１章～第７章 （略） 第１章～第７章 （略） 

第８章 介護予防短期入所生活介護 第８章 介護予防短期入所生活介護 

 第１節～第６節 （略）  第１節～第６節 （略） 

（新設）  第６節の２ 共生型介護予防サービスに関

する基準（第１３１条の２・

第１３１条の３） 

 第７節 （略）  第７節 （略） 

第９章～第１３章 （略） 第９章～第１３章 （略） 

付則 付則 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる

用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる

用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略） 

（新設） (7) 共生型介護予防サービス  法第１１５条

の２の２第１項の申請に係る法第５３条第

１項本文の指定を受けた者による指定介護

予防サービスをいう。 

(7) （略） (8) （略） 

２ （略） ２ （略） 

第６０条  指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの事業を行う者（以下「指定介護予防訪問

リハビリテーション事業者」という。）は，

当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防

訪問リハビリテーション事業所」という。）

第６０条 指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの事業を行う者（以下「指定介護予防訪問

リハビリテーション事業者」という。）が，

当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防

訪問リハビリテーション事業所」という。）



ごとに，指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの提供に当たる理学療法士，作業療法士又

は言語聴覚士（以下この章において「理学療

法士等」という。）を置かなければならな

い。 

ごとに置くべき従業者の員数は，次のとおり

とする。                       

                       

                       

    

 （新設） (1) 医師 指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョンの提供に当たらせるために必要な１以

上の数  

 （新設） (2) 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士  

 １以上 

 （新設） ２ 前項第１号の医師は，常勤でなければなら

ない。 

２  指定介護予防訪問リハビリテーション事業

者が指定訪問リハビリテーション事業者（指

定居宅サービス等基準第７６条第１項に規定

する指定訪問リハビリテーション事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け，か

つ，指定介護予防訪問リハビリテーションの

事業と指定訪問リハビリテーション（指定居

宅サービス等基準第７５条に規定する指定訪

問リハビリテーションをいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については，指定居宅サー

ビス等基準条例第８１条第１項に規定する人

員に関する基準を満たすことをもって，前項  

 に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業

者が指定訪問リハビリテーション事業者（指

定居宅サービス等基準第７６条第１項に規定

する指定訪問リハビリテーション事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け，か

つ，指定介護予防訪問リハビリテーションの

事業と指定訪問リハビリテーション（指定居

宅サービス等基準第７５条に規定する指定訪

問リハビリテーションをいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については，指定居宅サー

ビス等基準条例第８１条第１項に規定する人

員に関する基準を満たすことをもって，第１

項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

第３節 設備に関する基準 第３節 設備に関する基準 

第６１条  指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業所は，病院，診療所又は介護老人保健

施設        であって，事業の運営を

行うために必要な広さを有する専用の区画を

設けるとともに，指定介護予防訪問リハビリ

テーションの提供に必要な設備及び備品等を

備えなければならない。 

第６１条 指定介護予防訪問リハビリテーショ

ン事業所は，病院，診療所，  介護老人保健

施設又は介護医療院であって，事業の運営を

行うために必要な広さを有する専用の区画を

設けるとともに，指定介護予防訪問リハビリ

テーションの提供に必要な設備及び備品等を

備えなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

第６８条  指定介護予防サービスに該当する介

護予防居宅療養管理指導（以下「指定介護予

防居宅療養管理指導」という。）の事業は，

その利用者が可能な限りその居宅において，

第６８条 指定介護予防サービスに該当する介

護予防居宅療養管理指導（以下「指定介護予

防居宅療養管理指導」という。）の事業は，

その利用者が可能な限りその居宅において，



自立した日常生活を営むことができるよう，

医師，歯科医師，薬剤師，看護職員（歯科衛

生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当

するものを行う保健師，看護師及び准看護師

を除いた保健師，看護師又は准看護師をい

う。以下この章において同じ。），歯科衛生

士（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理

指導に相当するものを行う保健師，看護師及

び准看護師を含む。以下この章において同

じ。）又は管理栄養士が，通院が困難な利用

者に対して，その居宅を訪問して，その心身

の状況，置かれている環境等を把握し，それ

らを踏まえて療養上の管理及び指導を行うこ

とにより，利用者の心身機能の維持回復を図

り，もって利用者の生活機能の維持又は向上

を目指すものでなければならない。 

自立した日常生活を営むことができるよう，

医師，歯科医師，薬剤師               

                      

                      

                      

               ，歯科衛生

士（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理

指導に相当するものを行う保健師，看護師及

び准看護師を含む。以下この章において同

じ。）又は管理栄養士が，通院が困難な利用

者に対して，その居宅を訪問して，その心身

の状況，置かれている環境等を把握し，それ

らを踏まえて療養上の管理及び指導を行うこ

とにより，利用者の心身機能の維持回復を図

り，もって利用者の生活機能の維持又は向上

を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 第２節 人員に関する基準 

第６９条  指定介護予防居宅療養管理指導の事

業を行う者（以下「指定介護予防居宅療養管

理指導事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定介護予防居宅療養管理指

導事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」

という。）の員数は，次に掲げる指定介護予

防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応

じ，次に定めるとおりとする。 

第６９条 指定介護予防居宅療養管理指導の事

業を行う者（以下「指定介護予防居宅療養管

理指導事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「指定介護予防居宅療養管理指

導事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（以下「介護予防居宅療養管理指導従業者」

という。）の員数は，次に掲げる指定介護予

防居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応

じ，次に定めるとおりとする。 

(1) 病院又は診療所である指定介護予防居宅

療養管理指導事業所 

(1) 病院又は診療所である指定介護予防居宅

療養管理指導事業所 

ア （略） ア （略） 

イ  薬剤師，看護職員，歯科衛生士又は管

理栄養士  その提供する指定介護予防居

宅療養管理指導の内容に応じた適当数 

イ  薬剤師      ，歯科衛生士又は管

理栄養士  その提供する指定介護予防居

宅療養管理指導の内容に応じた適当数 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 指定訪問看護ステーション等（指定訪問

看護ステーション（指定居宅サービス等基

準第６０条第１項にいう指定訪問看護ステ

ーションをいう。）及び指定介護予防訪問

看護ステーションをいう。以下この章にお

いて同じ。）である指定介護予防居宅療養

管理指導事業所 看護職員 

（削除） 



２ （略） ２ （略） 

第３節 設備に関する基準 第３節 設備に関する基準 

第７０条  指定介護予防居宅療養管理指導事業

所は，病院，診療所，薬局又は指定訪問看護

ステーション等であって，指定介護予防居宅

療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有

しているほか，指定介護予防居宅療養管理指

導の提供に必要な設備及び備品等を備えてい

るものでなければならない。 

第７０条 指定介護予防居宅療養管理指導事業

所は，病院，診療所又は薬局         

       であって，指定介護予防居宅

療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有

しているほか，指定介護予防居宅療養管理指

導の提供に必要な設備及び備品等を備えてい

るものでなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（運営規程） （運営規程） 

第７２条  指定介護予防居宅療養管理指導事業

者は，指定介護予防居宅療養管理指導事業所

ごとに，次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければな

らない。 

第７２条 指定介護予防居宅療養管理指導事業

者は，指定介護予防居宅療養管理指導事業所

ごとに，次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程を定めておかなければな

らない。 

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略） 

 （新設） (5) 通常事業の実施地域 

(5) その他運営に関する重要事項 (6) その他運営に関する重要事項 

（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取

扱方針） 

（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取

扱方針） 

第７６条 （略） 第７６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３  看護職員の行う指定介護予防居宅療養管理

指導の方針は，次に掲げるところによるもの

とする。 

（削除） 

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に

当たっては，介護予防支援事業者等に対す

る介護予防サービス計画の作成等に必要な

情報提供並びに利用者に対する療養上の相

談及び支援を行うこと。 

 

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に

当たっては，懇切丁寧に行うことを旨と

し，利用者又はその家族に対し，療養上必

要な事項について，理解しやすいように指

導又は助言を行うこと。 

 

(3) それぞれの利用者について，提供した指

定介護予防居宅療養管理指導の内容につい

て，速やかに記録を作成するとともに，医

師又は介護予防支援事業者等に報告するこ

 



と。 

第７９条  指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所は，指定介護予防通所リハビリテー

ションを行うにふさわしい専用の部屋等であ

って，３平方メートルに利用定員（当該指定

介護予防通所リハビリテーション事業所にお

いて同時に指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンの提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。以下この節及び次節において

同じ。）を乗じた面積以上のものを有しなけ

ればならない。ただし，当該指定介護予防通

所リハビリテーション事業所が介護老人保健

施設        である場合にあっては，

当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保さ

れている食堂（リハビリテーションに供用さ

れるものに限る。）の面積を加えるものとす

る。 

第７９条 指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所は，指定介護予防通所リハビリテー

ションを行うにふさわしい専用の部屋等であ

って，３平方メートルに利用定員（当該指定

介護予防通所リハビリテーション事業所にお

いて同時に指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンの提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。以下この節及び次節において

同じ。）を乗じた面積以上のものを有しなけ

ればならない。ただし，当該指定介護予防通

所リハビリテーション事業所が介護老人保健

施設又は介護医療院である場合にあっては，

当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保さ

れている食堂（リハビリテーションに供用さ

れるものに限る。）の面積を加えるものとす

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第９５条 （略） 第９５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４  特別養護老人ホーム，養護老人ホーム（老

人福祉法第２０条の４に規定する養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。），病院，診療所，

介護老人保健施設      ，特定施設入

居者生活介護，地域密着型特定施設入居者生

活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護

の指定を受けている施設（以下「特別養護老

人ホーム等」という。）に併設される指定介

護予防短期入所生活介護事業所であって，当

該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行

われるもの（以下              

「併設事業所」という。）については，老人

福祉法，医療法（昭和２３年法律第２０５

号）又は法に規定する特別養護老人ホーム等

として必要とされる数の従業者に加えて，第

１項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護

従業者を確保するものとする。 

４ 特別養護老人ホーム，養護老人ホーム（老

人福祉法第２０条の４に規定する養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。），病院，診療所，

介護老人保健施設，介護医療院，特定施設入

居者生活介護，地域密着型特定施設入居者生

活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護

の指定を受けている施設（以下「特別養護老

人ホーム等」という。）に併設される指定介

護予防短期入所生活介護事業所であって，当

該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行

われるもの（以下この節及び次節において

「併設事業所」という。）については，老人

福祉法，医療法（昭和２３年法律第２０５

号）又は法に規定する特別養護老人ホーム等

として必要とされる数の従業者に加えて，第

１項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護

従業者を確保するものとする。 

５～９ （略） ５～９ （略） 

 （新設） 第６節の２ 共生型介護予防サービス 



 に関する基準 

  （共生型介護予防短期入所生活介護の基準） 

 （新設） 第１３１条の２  介護予防短期入所生活介護に

係る共生型介護予防サービス（以下この条及

び次条において「共生型介護予防短期入所生

活介護」という。）の事業を行う指定短期入

所事業者（障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運

営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

１７１号。以下この条において「指定障害福

祉サービス等基準」という。）第１１８条第

１項に規定する指定短期入所事業者をいい，

指定障害者支援施設（障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第２９条第１項に

規定する指定障害者支援施設をいう。以下こ

の条において同じ。）が指定短期入所（指定

障害福祉サービス等基準第１１４条に規定す

る指定短期入所をいう。以下この条において

同じ。）の事業を行う事業所として当該施設

と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者

支援施設がその施設の全部又は一部が利用者

に利用されていない居室を利用して指定短期

入所の事業を行う場合において，当該事業を

行う事業所（以下この条において「指定短期

入所事業所」という。）において指定短期入

所を提供する事業者に限る。）が当該事業に

関して満たすべき基準は，次のとおりとす

る。 

 (1) 指定短期入所事業所の居室の面積を，指

定短期入所の利用者の数と共生型介護予防

短期入所生活介護の利用者の数の合計数で

除して得た面積が９．９平方メートル以上

であること。 

 (2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が，

当該指定短期入所事業所が提供する指定短

期入所の利用者の数を指定短期入所の利用

者及び共生型介護予防短期入所生活介護の

利用者の数の合計数であるとした場合にお



ける当該指定短期入所事業所として必要と

される数以上であること。 

 (3) 共生型介護予防短期入所生活介護の利用

者に対して適切なサービスを提供するた

め，指定介護予防短期入所生活介護事業所

その他の関係施設から必要な技術的支援を

受けていること。 

  （準用） 

 （新設） 第１３１条の３  第１０条から第１４条まで，

第１６条，第１７条，第２０条，第２２条，

第２３条，第２５条，第２９条から第３６条

まで，第８４条及び第８６条，第９４条及び

第 ９ ６ 条 並 び に 第 ４ 節 （ 第 １ ０ ９ 条 を 除

く。）及び第５節の規定は，共生型介護予防

短期入所生活介護の事業について準用する。

この場合において，第２９条中「第２６条」

とあるのは「第１０４条」と，「介護予防訪

問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護

予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者

（以下「共生型介護予防短期入所生活介護従

業者」という。）」と，第８４条第３項中

「介護予防通所リハビリテーション従業者」

とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介

護従業者」と，第９９条第１項及び第１０３

条中「介護予防短期入所生活介護従業者」と

あるのは「共生型介護予防短期入所生活介護

従業者」と，第１０８条第２項第２号中「次

条において準用する第２０条第２項」とある

のは「第２０条第２項」と，同項第４号中

「次条において準用する第２３条」とあるの

は「第２３条」と，同項第５号中「次条にお

いて準用する第３３条第２項」とあるのは

「第３３条第２項」と，同項第６号中「次条

において準用する第３５条第２項」とあるの

は「第３５条第２項」と読み替えるものとす

る。 

第１４０条 指定介護予防短期入所療養介護の

事業を行う者（以下「指定介護予防短期入所

療養介護事業者」という。）が当該事業を行 

第１４０条 指定介護予防短期入所療養介護の

事業を行う者（以下「指定介護予防短期入所

療養介護事業者」という。）が当該事業を行 

う事業所（以下「指定介護予防短期入所療養 う事業所（以下「指定介護予防短期入所療養



介護事業所」という。）ごとに置くべき指定

介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従

業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業

者」という。）の員数は，次のとおりとす

る。 

介護事業所」という。）ごとに置くべき指定

介護予防短期入所療養介護の提供に当たる従

業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業

者」という。）の員数は，次のとおりとす

る。 

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略） 

 （新設） (5) 介護医療院である指定介護予防短期入所

療養介護事業所にあっては，当該指定介護

予防短期入所療養介護事業所に置くべき医

師，薬剤師，看護職員，介護職員，理学療

法士又は作業療法士及び栄養士の員数は，

それぞれ，利用者を当該介護医療院の入所

者とみなした場合における法に規定する介

護医療院として必要とされる数が確保され

るために必要な数以上とする。 

２ （略） ２ （略） 

    第３節 設備に関する基準     第３節 設備に関する基準 

第１４１条 指定介護予防短期入所療養介護事

業所の設備に関する基準は，次のとおりとす

る。 

第１４１条 指定介護予防短期入所療養介護事

業所の設備に関する基準は，次のとおりとす

る。 

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略） 

(4) 診 療 所 （ 療 養 病 床 を 有 す る も の を 除

く。）である指定介護予防短期入所療養介

護事業所にあっては，次に掲げる要件に適

合すること。 

(4) 診 療 所 （ 療 養 病 床 を 有 す る も の を 除

く。）である指定介護予防短期入所療養介

護事業所にあっては，次に掲げる要件に適

合すること。 

ア （略） ア （略） 

イ 食堂及び浴室を有すること。 イ     浴室を有すること。 

ウ （略） ウ （略） 

 （新設） (5) 介護医療院である指定介護予防短期入所

療養介護事業所にあっては，法に規定する

介護医療院として必要とされる施設及び設

備（ユニット型介護医療院（介護医療院の

人員，施設及び設備並びに運営に関する基

準（平成３０年厚生労働省令第５号）第４

３条に規定するユニット型介護医療院をい

う。第１５８条及び第１６２条において同

じ。）に関するものを除く。）を有するこ

ととする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第４節 運営に関する基準 第４節 運営に関する基準 



（対象者） （対象者） 

第１４２条 指定介護予防短期入所療養介護事

業者は，利用者の心身の状況若しくは病状に

より，若しくはその家族の疾病，冠婚葬祭，

出張等の理由により，一時的に入所して看

護，医学的管理の下における介護及び機能訓

練その他必要な医療等を受ける必要がある者

を対象に，介護老人保健施設          

  の療養室，病院の療養病床に係る病室，

診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提

供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養

病棟（健康保険法等の一部を改正する法律の

一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政

令（平成２３年政令第３７５号）第１条の規

定による改正前の介護保険法施行令（平成１

０年政令第４１２号）第４条第２項に規定す

る病床により構成される病棟をいう。以下同

じ。）において指定介護予防短期入所療養介

護を提供するものとする。 

第１４２条 指定介護予防短期入所療養介護事

業者は，利用者の心身の状況若しくは病状に

より，若しくはその家族の疾病，冠婚葬祭，

出張等の理由により，一時的に入所して看

護，医学的管理の下における介護及び機能訓

練その他必要な医療等を受ける必要がある者

を対象に，介護老人保健施設若しくは介護医

療院の療養室，病院の療養病床に係る病室，

診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提

供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養

病棟（健康保険法等の一部を改正する法律の

一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政

令（平成２３年政令第３７５号）第１条の規

定による改正前の介護保険法施行令（平成１

０年政令第４１２号）第４条第２項に規定す

る病床により構成される病棟をいう。以下同

じ。）において指定介護予防短期入所療養介

護を提供するものとする。 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第１４６条 指定介護予防短期入所療養介護事

業者は，次に掲げる利用者数以上の利用者に

対して同時に指定介護予防短期入所療養介護

を行ってはならない。ただし，災害，虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は，この

限りでない。 

第１４６条 指定介護予防短期入所療養介護事

業者は，次に掲げる利用者数以上の利用者に

対して同時に指定介護予防短期入所療養介護

を行ってはならない。ただし，災害，虐待そ

の他のやむを得ない事情がある場合は，この

限りでない。 

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略） 

（新設） (4) 介護医療院である指定介護予防短期入所

療養介護事業所にあっては，利用者を当該

介護医療院の入所者とみなした場合におい

て入所定員及び療養室の定員を超えること

となる利用者数 

第１５８条 ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニ

ット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所」という。）の設備に関する基準は，次の

とおりとする。 

第１５８条 ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニ

ット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所」という。）の設備に関する基準は，次の

とおりとする。 

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略） 



 （新設） (5) 介護医療院であるユニット型指定介護予

防短期入所療養介護事業所にあっては，法

に規定する介護医療院として必要とされる

施設及び設備（ユニット型介護医療院に関

するものに限る。）を有することとする。 

２ （略） ２ （略） 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第１６２条 ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業者は，次に掲げる利用者（当該

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業者がユニット型指定短期入所療養介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，ユニット型指

定介護予防短期入所療養介護の事業とユニッ

ト型指定短期入所療養介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合

にあっては，当該事業所におけるユニット型

指定介護予防短期入所療養介護又はユニット

型指定短期入所療養介護の利用者。以下この

条において同じ。）数以上の利用者に対して

同時に指定介護予防短期入所療養介護を行っ

てはならない。ただし，災害，虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は，この限りで

ない。 

第１６２条 ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護事業者は，次に掲げる利用者（当該

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業者がユニット型指定短期入所療養介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，ユニット型指

定介護予防短期入所療養介護の事業とユニッ

ト型指定短期入所療養介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合

にあっては，当該事業所におけるユニット型

指定介護予防短期入所療養介護又はユニット

型指定短期入所療養介護の利用者。以下この

条において同じ。）数以上の利用者に対して

同時に指定介護予防短期入所療養介護を行っ

てはならない。ただし，災害，虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は，この限りで

ない。 

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略） 

 （新設） (3) ユニット型介護医療院であるユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業所にあ

っては，利用者を当該ユニット型介護医療

院の入居者とみなした場合において入居定

員及び療養室の定員を超えることとなる利

用者数 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第１７０条 （略） 第１７０条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８  第２項第２号の看護職員及び介護職員は，

主として指定介護予防特定施設入居者生活介

護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に

当たるものとし，看護職員のうち一人以上，

及び介護職員のうち一人以上は常勤の者でな

ければならない。ただし，指定介護予防特定

施設入居者生活介護のみを提供する場合は，

８ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は，

主として指定介護予防特定施設入居者生活介

護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に

当たるものとし，看護職員及び介護職員のう

ちそれぞれ    一人以上は常勤の者でな

ければならない。ただし，指定介護予防特定

施設入居者生活介護のみを提供する場合は，



介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が

常勤であれば足りるものとする。 

介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が

常勤であれば足りるものとする 

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第１７７条 （略） 第１７７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （新設） ３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。  

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方

針） 

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方

針） 

第２１６条 福祉用具専門相談員の行う指定介

護予防福祉用具貸与の方針は，第２０３条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本取

扱方針に基づき，次に掲げるところによるも

のとする。 

第２１６条 福祉用具専門相談員の行う指定介

護予防福祉用具貸与の方針は，第２０３条に

規定する基本方針及び前条に規定する基本取

扱方針に基づき，次に掲げるところによるも

のとする。 

(1) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当た

っては，主治の医師又は歯科医師からの情

報伝達やサービス担当者会議を通じる等の

適切な方法により，利用者の心身の状況，

希望及びその置かれている環境等利用者の

日常生活全般の状況の的確な把握を行い，

福祉用具が適切に選定され，かつ，使用さ

れるよう，専門的知識に基づき相談に応じ

るとともに，目録等の文書を示して福祉用

具の機能，使用方法，利用料        

   等に関する情報を提供し，個別の福

祉用具の貸与に係る同意を得るものとす

る。 

(1) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当た

っては，主治の医師又は歯科医師からの情

報伝達やサービス担当者会議を通じる等の

適切な方法により，利用者の心身の状況，

希望及びその置かれている環境等利用者の

日常生活全般の状況の的確な把握を行い，

福祉用具が適切に選定され，かつ，使用さ

れるよう，専門的知識に基づき相談に応じ

るとともに，目録等の文書を示して福祉用

具の機能，使用方法，利用料，全国平均貸

与価格等に関する情報を提供し，個別の福

祉用具の貸与に係る同意を得るものとす

る。 

(2) ～(6) （略） (2) ～(6) （略） 

 （新設） (7) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当た

っては，同一種目における機能又は価格帯



の異なる複数の福祉用具に関する情報を利

用者に提供するものとする。 

（介護予防福祉用具貸与計画の作成） （介護予防福祉用具貸与計画の作成） 

第２１７条 （略） 第２１７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４  福祉用具専門相談員は，介護予防福祉用具

貸与計画を作成した際には，当該介護予防福

祉用具貸与計画を利用者             

         に交付しなければならな

い。 

４ 福祉用具専門相談員は，介護予防福祉用具

貸与計画を作成した際には，当該介護予防福

祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係

る介護支援専門員に交付しなければならな

い。 

５～８ （略） ５～８ （略） 

付 則 付 則 

 （療養病床等から医療機関併設型指定介護予

防特定施設へ転換する場合の特例） 

 （新設） 第１６条 第１７０条の規定にかかわらず，療

養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床を平成３６年３月３１日まで

の間に転換（当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床の病床数を減少させるととも

に，当該病院等の施設を介護医療院，軽費老

人ホーム（老人福祉法第２０条の６に規定す

る軽費老人ホームをいう。）その他の要介護

者，要支援者その他の者を入所又は入居させ

るための施設の用に供することをいう。次条

及び付則第１８条において同じ。）を行って

指定介護予防特定施設入居者生活介護（外部

サービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護を除く。）の事業を行う医療機関併

設型指定介護予防特定施設（介護老人保健施

設，介護医療院又は病院若しくは診療所に併

設される指定介護予防特定施設をいう。以下

同じ。）の生活相談員，機能訓練指導員及び

計画作成担当者の員数の基準は，次のとおり

とする。  

 (1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保

健施設，介護医療院又は病院若しくは診療

所の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚

士により当該医療機関併設型指定介護予防

特定施設の利用者の処遇が適切に行われる



と認められるときは，置かないことができ

ること。 

 (2) 生活相談員又は計画作成担当者  当該医

療機関併設型指定介護予防特定施設の実情

に応じた適当数 

 （新設） 第１７条 第１９３条の規定にかかわらず，療

養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が，当該病院の療養病床等又は当

該診療所の病床を平成３６年３月３１日まで

の間に転換を行って外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行

う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生

活相談員及び計画作成担当者の員数の基準

は，当該医療機関併設型指定介護予防特定施

設の実情に応じた適当数とする。 

 （新設） 第１８条 第１７２条及び第１９５条の規定に

かかわらず，療養病床等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が，当該病院の療

養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年

３月３１日までの間に転換を行って医療機関

併設型指定介護予防特定施設入居者生活介護

の事業を行う場合の医療機関併設型指定介護

予防特定施設においては，併設される介護老

人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診

療所の施設を利用することにより，当該医療

機関併設型指定介護予防特定施設の利用者の

処遇が適切に行われると認められるときは，

当該医療機関併設型指定介護予防特定施設に

浴室，便所及び食堂を設けないことができ

る。 

 

(3) 呉市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を

定める条例（議第３６号関係） 

現行 改正案 

目次 目次 

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略） 

第４章の２ （略） 第４章の２ （略） 

第１節～第４節 （略） 第１節～第４節 （略） 

 （新設） 第４節の２ 共生型地域密着型サービスに

関する基準（第６１条の２０



の２・第６１条の２０の３） 

第５節 （略） 第５節 （略） 

 第１款～第４款 （略） 第１款～第４款 （略） 

第５章～第１０章 （略） 第５章～第１０章 （略） 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる

用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる

用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略） 

 （新設） (6) 共生型地域密着型サービス 法第７８条の

２の２第１項の申請に係る法第４２条の２

第１項本文の指定を受けた者による指定地 

域密着型サービスをいう。 

(6) （略） (7) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の員数等） 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の員数等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その

他市長が定める者（以下この章において「看

護師，介護福祉士等」という。）をもって充

てなければならない。ただし，利用者の処遇

に支障がない場合であって，提供時間帯を通

じて，看護師，介護福祉士等又は看護職員と

の連携を確保しているときは，サービス提供

責任者（指定居宅サービス等の事業の人員，

設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基

準」という。）第５条第２項のサービス提供

責任者をいう。以下同じ。）の業務に３年以

上                     

                         

    従事した経験を有する者をもって充て

ることができる。 

２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その

他市長が定める者（以下この章において「看

護師，介護福祉士等」という。）をもって充

てなければならない。ただし，利用者の処遇

に支障がない場合であって，提供時間帯を通

じて，看護師，介護福祉士等又は看護職員と

の連携を確保しているときは，サービス提供

責任者（指定居宅サービス等の事業の人員，

設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生

省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基

準」という。）第５条第２項のサービス提供

責任者をいう。以下同じ。）の業務に１年以

上（特に業務に従事した経験が必要な者とし

て厚生労働大臣が定める者にあっては，３年

以上）従事した経験を有する者をもって充て

ることができる。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の同一敷地内に次の各号に掲げる施設等

のいずれかがある場合において，当該施設等

の入所者等の処遇に支障がない場合は，前項

本文の規定にかかわらず，午後６時から午前

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の同一敷地内に次   に掲げる施設等

のいずれかがある場合において，当該施設等

の入所者等の処遇に支障がない場合は，前項

本文の規定にかかわらず              



８時までの間において，当該施設等の職員を

オペレーターとして充てることができる。 

          ，当該施設等の職員を

オペレーターとして充てることができる。 

(1) ～(11)（略） (1) ～(11)（略）  

 （新設）  (12)介護医療院 

６ （略） ６ （略） 

７ 午後６時から午前８時までの間は，当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の利用者に対する随時対応サービスの提供に

支障がない場合は，第４項本文及び前項の規

定にかかわらず，オペレーターは，随時訪問

サービスに従事することができる。 

７                 当該指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の利用者に対する随時対応サービスの提供に

支障がない場合は，第４項本文及び前項の規

定にかかわらず，オペレーターは，随時訪問

サービスに従事することができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問

サービスに従事している場合において，当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の利用者に対する随時訪問サービスの提供

に支障がないときは，第１項の規定にかかわ

らず，午後６時から午前８時までの間は，随

時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かな

いことができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問

サービスに従事している場合において，当該

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の利用者に対する随時訪問サービスの提供

に支障がないときは，第１項の規定にかかわ

らず                 ，随

時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かな

いことができる。 

９～１１ （略） ９～１１ （略） 

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サー

ビス等基準第６０条第１項に規定する指定訪

問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け，かつ，指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定

居宅サービス等基準第５９条に規定する指定

訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている

場合に，指定居宅サービス等基準第６０条第

４項に規定する人員に関する基準を満たすと

き（同条第５項の規定により同条第１項第１

号イ及び第２号に規定する基準を満たしてい

るものとみなされているとき及び第１９３条

第１０項の規定により指定居宅サービス等基

準第６０条第４項に規定する基準を満たして

いるものとみなされているときを除く。）

は，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は，第１項第４号アに規定する基

準を満たしているものとみなすことができ

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サー

ビス等基準第６０条第１項に規定する指定訪

問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け，かつ，指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の事業と指定訪問看護（指定

居宅サービス等基準第５９条に規定する指定

訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている

場合に，指定居宅サービス等基準第６０条第

４項に規定する人員に関する基準を満たすと

き（同条第５項の規定により同条第１項第１

号イ及び第２号に規定する基準を満たしてい

るものとみなされているとき及び第１９３条

第１４項の規定により指定居宅サービス等基

準第６０条第４項に規定する基準を満たして

いるものとみなされているときを除く。）

は，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は，第１項第４号アに規定する基

準を満たしているものとみなすことができ



る。 る。 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第３４条 （略） 第３４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項本文の規定にかかわらず，午後６時か

ら午前８時までの間に行われる随時対応サー

ビスについては，市長が地域の実情を勘案し

て適切と認める範囲内において，複数の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

間の契約に基づき，当該複数の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な

連携を図ることにより，一体的に利用者又は

その家族等からの通報を受けることができ

る。 

３ 前項本文の規定にかかわらず，         

              随時対応サー

ビスについては，市長が地域の実情を勘案し

て適切と認める範囲内において，複数の指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

間の契約に基づき，当該複数の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な

連携を図ることにより，一体的に利用者又は

その家族等からの通報を受けることができ

る。 

４ （略） ４ （略） 

（地域との連携等） （地域との連携等） 

第４１条  指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たっては，利用者及び

その家族，地域住民の代表者，地域の医療関

係者，市の職員又は当該指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を

管轄する地域包括支援センターの職員，定期

巡回・随時対応型訪問介護看護について知見

を有する者等により構成される協議会（以下

「介護・医療連携推進会議」という。）を設

置し，おおむね３月に１回以上，介護・医療

連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供状況等の報告をし，

介護・医療連携推進会議による評価を受ける

とともに，介護・医療連携推進会議から必要

な要望，助言等を聴く機会を設けなければな

らない。 

第４１条  指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供に当たっては，利用者及び

その家族，地域住民の代表者，地域の医療関

係者，市の職員又は当該指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を

管轄する地域包括支援センターの職員，定期

巡回・随時対応型訪問介護看護について知見

を有する者等により構成される協議会（以下

「介護・医療連携推進会議」という。）を設

置し，おおむね６月に１回以上，介護・医療

連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の提供状況等の報告をし，

介護・医療連携推進会議による評価を受ける

とともに，介護・医療連携推進会議から必要

な要望，助言等を聴く機会を設けなければな

らない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は，指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の所在する建物と同一の建物に居

住する利用者に対して指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を提供する場合には    

           ，当該建物に居住す

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者は，指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の所在する建物と同一の建物に居

住する利用者に対して指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を提供する場合には，正当

な理由があるときを除き，当該建物に居住す



る者以外の者に対しても，指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供を行うよう努め

なければならない。 

る者以外の者に対しても，指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供を行わなければ  

    ならない。 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第４９条 （略） 第４９条 （略） 

２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その

他市長が定める者をもって充てなければなら

ない。ただし，利用者の処遇に支障がない場

合であって，指定夜間対応型訪問介護を提供

する時間帯を通じて，これらの者との連携を

確保しているときは，３年以上            

                        

                サービス

提供責任者の業務に従事した経験を有する者

をもって充てることができる。 

２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その

他市長が定める者をもって充てなければなら

ない。ただし，利用者の処遇に支障がない場

合であって，指定夜間対応型訪問介護を提供

する時間帯を通じて，これらの者との連携を

確保しているときは，１年以上（特に業務に

従事した経験が必要な者として厚生労働大臣

が定める者にあっては，３年以上）サービス

提供責任者の業務に従事した経験を有する者

をもって充てることができる。 

 （新設） 第４節の２ 共生型地域密着型サービス

に関する基準 

  （共生型地域密着型通所介護の基準） 

 （新設） 第６１条の２０の２  地域密着型通所介護に係

る共生型地域密着型サービス（以下この条及

び次条において「共生型地域密着型通所介

護」という。）の事業を行う指定生活介護事

業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７

１号。以下この条において「指定障害福祉サ

ービス等基準」という。）第７８条第１項に

規定する指定生活介護事業者をいう。），指

定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福

祉サービス等基準第１５６条第１項に規定す

る 指 定 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 事 業 者 を い

う。），指定自立訓練（生活訓練）事業者

（指定障害福祉サービス等基準第１６６条第

１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事

業者をいう。），指定児童発達支援事業者

（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等

の人員，設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１５号。以下この条にお

いて「指定通所支援基準」という。）第５条



第１項に規定する指定児童発達支援事業者を

いい，主として重症心身障害児（児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項

に規定する重症心身障害児をいう。以下この

条において同じ。）を通わせる事業所におい

て指定児童発達支援（指定通所支援基準第４

条に規定する指定児童発達支援をいう。第１

号において同じ。）を提供する事業者を除

く。）及び指定放課後等デイサービス事業者

（指定通所支援基準第６６条第１項に規定す

る指定放課後等デイサービス事業者をいい，

主として重症心身障害児を通わせる事業所に

おいて指定放課後等デイサービス（指定通所

支援基準第６５条に規定する指定放課後等デ

イサービスをいう。）を提供する事業者を除

く。）が当該事業に関して満たすべき基準

は，次のとおりとする。 

 (1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サー

ビス等基準第７８条第１項に規定する指定

生活介護事業所をいう。），指定自立訓練

（機能訓練）事業所（指定障害福祉サービ

ス等基準第１５６条第１項に規定する指定

自立訓練（機能訓練）事業所をいう。），

指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定障

害福祉サービス等基準第１６６条第１項に

規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所

をいう。），指定児童発達支援事業所（指

定通所支援基準第５条第１項に規定する指

定児童発達支援事業所をいう。）又は指定

放課後等デイサービス事業所（指定通所支

援基準第６６条第１項に規定する指定放課

後等デイサービス事業所をいう。）（以下

この号において「指定生活介護事業所等」

という。）の従業者の員数が，当該指定生

活介護事業所等が提供する指定生活介護

（指定障害福祉サービス等基準第７７条に

規定する指定生活介護をいう。），指定自

立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービ

ス等基準第１５５条に規定する指定自立訓

練（機能訓練）をいう。），指定自立訓練



（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基

準第１６５条に規定する指定自立訓練（生

活訓練）をいう。），指定児童発達支援又

は指定放課後等デイサービス（以下この号

において「指定生活介護等」という。）の

利用者の数を指定生活介護等の利用者及び

共生型地域密着型通所介護の利用者の数の

合計数であるとした場合における当該指定

生活介護事業所等として必要とされる数以

上であること。 

 (2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対

して適切なサービスを提供するため，指定

地域密着型通所介護事業所その他の関係施

設から必要な技術的支援を受けているこ

と。 

  （準用） 

 （新設） 第６１条の２０の３  第１１条から第１５条ま

で，第１７条から第２０条まで，第２２条，

第２４条，第３０条，第３６条から第４０条

まで，第４３条，第５５条及び第６１条の

２，第６１条の４，第６１条の５第４項並び

に前節（第６１条の２０を除く。）の規定

は，共生型地域密着型通所介護の事業につい

て準用する。この場合において，第１１条第

１項中「第３３条に規定する運営規程」とあ

るのは「運営規程（第６１条の１２に規定す

る 運 営 規 程 を い う 。 第 ３ ６ 条 に お い て 同

じ。）」と，「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着

型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共

生 型 地 域 密 着 型 通 所 介 護 従 業 者 」 と い

う。）」と，第３６条中「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生

型地域密着型通所介護従業者」と，第６１条

の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地

域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設

備を利用し，夜間及び深夜に指定地域密着型

通所介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）」とあるのは「共生型地域密着型通所

介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業



所の設備を利用し，夜間及び深夜に共生型地

域密着型通所介護以外のサービスを提供する

場合」と，第６１条の９第４号，第６１条の

１０第５項及び第６１条の１３第３項中「指

定地域密着型通所介護従業者」とあるのは

「共生型地域密着型通所介護従業者」と，第

６１条の１９第２項第２号中「次条において

準用する第２２条第２項」とあるのは「第２

２条第２項」と，同項第３号中「次条におい

て準用する第３０条」とあるのは「第３０

条」と，同項第４号中「次条において準用す

る第４０条第２項」とあるのは「第４０条第

２項」と読み替えるものとする。 

（利用定員） （利用定員） 

第６１条の２５  指定療養通所介護事業所は，

その利用定員（当該指定療養通所介護事業所

において同時に指定療養通所介護の提供を受

けることができる利用者の数の上限をいう。

以下この節において同じ。）を９人  以下と

する。 

第６１条の２５  指定療養通所介護事業所は，

その利用定員（当該指定療養通所介護事業所

において同時に指定療養通所介護の提供を受

けることができる利用者の数の上限をいう。

以下この節において同じ。）を１８人以下と

する。 

（準用） 

第６１条の３８  第１２条から第１５条まで，

第１８条から第２０条まで，第２２条，第２

４条，第３０条，第３６条から第４０条ま

で，第４３条，第６１条の７（第３項第２号

を除く。），第６１条の８及び第６１条の１

３から第６１条の１８までの規定は，指定療

養通所介護の事業について準用する。この場

合において               

                    

        ，第６１条の１７第１項中

「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「療養通所介護について知見

を有する者」と，「６月」とあるのは「１２

月」と，同条第３項中「当たっては」とある

のは「当たっては，利用者の状態に応じて」

と，第６１条の１８第４項中「第６１条の５

第４項」とあるのは「第６１条の２６第４

項」と読み替えるものとする。 

 （準用） 

第６１条の３８  第１２条から第１５条まで，

第１８条から第２０条まで，第２２条，第２

４条，第３０条，第３６条から第４０条ま

で，第４３条，第６１条の７（第３項第２号

を除く。），第６１条の８及び第６１条の１

３から第６１条の１８までの規定は，指定療

養通所介護の事業について準用する。この場

合において，第３６条中「運営規程」とある

のは「第６１条の３４に規定する重要事項に

関する規程」と，第６１条の１７第１項中

「地域密着型通所介護について知見を有する

者」とあるのは「療養通所介護について知見

を有する者」と，「６月」とあるのは「１２

月」と，同条第３項中「当たっては」とある

のは「当たっては，利用者の状態に応じて」

と，第６１条の１８第４項中「第６１条の５

第４項」とあるのは「第６１条の２６第４

項」と読み替えるものとする。 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 



第６３条  単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。），同法第２０条の

４に規定する養護老人ホーム，病院，診療

所，介護老人保健施設       ，社会福

祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。）に

併設されていない事業所において行われる指

定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を い う 。 以 下 同

じ。）の事業を行う者及び併設型指定認知症

対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併

設されている事業所において行われる指定認

知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の

事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業者」という。）が当

該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型

指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 」 と い

う。）ごとに置くべき従業者の員数は，次の

各号に掲げる職種に応じ，当該各号に定める

とおりとする。 

第６３条  単独型指定認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。），同法第２０条の

４に規定する養護老人ホーム，病院，診療

所，介護老人保健施設，介護医療院，社会福

祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。）に

併設されていない事業所において行われる指

定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を い う 。 以 下 同

じ。）の事業を行う者及び併設型指定認知症

対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併

設されている事業所において行われる指定認

知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の

事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業者」という。）が当

該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型

指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 」 と い

う。）ごとに置くべき従業者の員数は，次の

各号に掲げる職種に応じ，当該各号に定める

とおりとする。 

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

（利用定員等） （利用定員等） 

第６７条  共用型指定認知症対応型通所介護事

業所の利用定員（当該共用型指定認知症対応

型通所介護事業所において同時に共用型指定

認知症対応型通所介護の提供を受けることが

できる利用者の数の上限をいう。）は，指定

認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所にお

いては共同生活住居（法第８条第２０項又は

法第８条の２第１５項に規定する共同生活を

営むべき住居をいう。）ごとに，指定地域密

着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福

祉施設                   

                         

                         

                  におい

ては施設ごとに１日当たり３人以下                     

第６７条  共用型指定認知症対応型通所介護事

業所の利用定員（当該共用型指定認知症対応

型通所介護事業所において同時に共用型指定

認知症対応型通所介護の提供を受けることが

できる利用者の数の上限をいう。）は，指定

認知症対応型共同生活介護事業所又は指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所にお

いては共同生活住居（法第８条第２０項又は

法第８条の２第１５項に規定する共同生活を

営むべき住居をいう。）ごとに，指定地域密

着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福

祉施設（ユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設（第１８０条に規定するユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以

下この項において同じ。）を除く。）におい

ては施設ごとに１日当たり３人以下とし，ユ



                         

                         

                          

                       

                        

  とする。 

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に

おいてはユニットごとに当該ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と

当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用

者の数の合計が１日当たり１２人以下となる

数とする。 

２  共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は，指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。），指定地域密着型サービス，指定居宅

介護支援（法第４６条第１項に規定する指定

居宅介護支援をいう。），指定介護予防サー

ビス（法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスをいう。以下同じ。），指定地

域密着型介護予防サービス（法第５４条の２

第１項に規定する指定地域密着型介護予防サ

ービスをいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定する指

定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保

険施設（法第８条第２５項に規定する介護保

険施設をいう。以下同じ。）若しくは指定介

護療養型医療施設の運営（第８４条第７項       

          において「指定居宅サー

ビス事業等」という。）について３年以上の

経験を有する者でなければならない。 

２  共用型指定認知症対応型通所介護事業者

は，指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。以下同

じ。），指定地域密着型サービス，指定居宅

介護支援（法第４６条第１項に規定する指定

居宅介護支援をいう。），指定介護予防サー

ビス（法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービスをいう。以下同じ。），指定地

域密着型介護予防サービス（法第５４条の２

第１項に規定する指定地域密着型介護予防サ

ービスをいう。以下同じ。）若しくは指定介

護予防支援（法第５８条第１項に規定する指

定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保

険施設（法第８条第２５項に規定する介護保

険施設をいう。以下同じ。）若しくは指定介

護療養型医療施設の運営（第８４条第７項及

び第１９３条第８項において「指定居宅サー

ビス事業等」という。）について３年以上の

経験を有する者でなければならない。 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第８４条  指定小規模多機能型居宅介護の事業

を行う者（以下「指定小規模多機能型居宅介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定小規模多

機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下

「 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 」 と い

う。）の員数は，夜間及び深夜の時間帯以外

の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提

供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては，常勤換算方法で，通いサービス

（登録者（指定小規模多機能型居宅介護を利

用するために指定小規模多機能型居宅介護事

業所に登録を受けた者をいう。以下この章に

第８４条  指定小規模多機能型居宅介護の事業

を行う者（以下「指定小規模多機能型居宅介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「指定小規模多機能型居宅介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定小規模多

機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下

「 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 従 業 者 」 と い

う。）の員数は，夜間及び深夜の時間帯以外

の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提

供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては，常勤換算方法で，通いサービス

（登録者（指定小規模多機能型居宅介護を利

用するために指定小規模多機能型居宅介護事

業所に登録を受けた者をいう。以下この章に



おいて同じ。）を指定小規模多機能型居宅介

護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅

介護をいう。以下この章において同じ。）の

提供に当たる者をその利用者（当該指定小規

模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着

型介護予防サービス基準第４４条第１項に規

定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。以下この章において同じ。）

の指定を併せて受け，かつ，指定小規模多機

能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多

機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サ

ービス基準第４３条に規定する指定介護予防

小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章

において同じ。）の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合にあって

は，当該事業所における指定小規模多機能型

居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の利用者。以下この節及び次節におい

て同じ。）の数が３又はその端数を増すごと

に１以上及び訪問サービス（小規模多機能型

居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し，当

該居宅において行う小規模多機能型居宅介護

（第７項に規定する本体事業所である指定小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該

本体事業所に係る同項に規定するサテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録

者の居宅において行う指定小規模多機能型居

宅介護を，同項に規定するサテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当

該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所に係る同項に規定する本体事業所及び  

 当該本体事業所に係る他の同項に規定する

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所                    

                      

 の登録者の居宅において行う指定小規模多

機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この

章において同じ。）の提供に当たる者を１以

上とし，夜間及び深夜の時間帯を通じて指定

おいて同じ。）を指定小規模多機能型居宅介

護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅

介護をいう。以下この章において同じ。）の

提供に当たる者をその利用者（当該指定小規

模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着

型介護予防サービス基準第４４条第１項に規

定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者をいう。以下この章において同じ。）

の指定を併せて受け，かつ，指定小規模多機

能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多

機能型居宅介護（指定地域密着型介護予防サ

ービス基準第４３条に規定する指定介護予防

小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章

において同じ。）の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合にあって

は，当該事業所における指定小規模多機能型

居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の利用者。以下この節及び次節におい

て同じ。）の数が３又はその端数を増すごと

に１以上及び訪問サービス（小規模多機能型

居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し，当

該居宅において行う小規模多機能型居宅介護

（第７項に規定する本体事業所である指定小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該

本体事業所に係る同項に規定するサテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録

者の居宅において行う指定小規模多機能型居

宅介護を，同項に規定するサテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当

該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所に係る同項に規定する本体事業所並び

に当該本体事業所に係る他の同項に規定する

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所及び第１９３条第８項に規定するサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の居宅において行う指定小規模多

機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この

章において同じ。）の提供に当たる者を１以

上とし，夜間及び深夜の時間帯を通じて指定



小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規

模多機能型居宅介護従業者については，夜間

及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行

われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第

５項において同じ。）に当たる者を１以上及

び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要

な数以上とする。 

小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規

模多機能型居宅介護従業者については，夜間

及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行

われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第

５項において同じ。）に当たる者を１以上及

び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要

な数以上とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各

項に定める人員に関する基準を満たす小規模

多機能型居宅介護従業者を置くほか，同表の

中欄に掲げる当該施設等の人員に関する基準

を満たす従業者を置いているときは，同表の

右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従

業者は，同表の中欄に掲げる当該施設等の職

務に従事することができる。 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各

項に定める人員に関する基準を満たす小規模

多機能型居宅介護従業者を置くほか，同表の

中欄に掲げる当該施設等の人員に関する基準

を満たす従業者を置いているときは，同表の

右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従

業者は，同表の中欄に掲げる当該施設等の職

務に従事することができる。 

 当該指定

小規模多

機能型居

宅介護事

業所に中

欄に掲げ

る施設等

のいずれ

かが併設

されてい

る場合 

指定認知症対応型共同

生活介護事業所，指定

地域密着型特定施設，

指定地域密着型介護老

人福祉施設又は指定介

護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第

２項第４号に規定する

療養病床を有する診療

所であるものに限る。

第１９３条第７項第４

号において同じ。）  

       

介護職

員 

  当該指定

小規模多

機能型居

宅介護事

業所に中

欄に掲げ

る施設等

のいずれ

かが併設

されてい

る場合 

指定認知症対応型共同

生活介護事業所，指定

地域密着型特定施設，

指定地域密着型介護老

人福祉施設， 指定介

護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第

２項第４号に規定する

療養病床を有する診療

所であるものに限る。

第１９３条第７項第４

号において同じ。）又

は介護医療院 

介護職

員 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

７ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定小

規模多機能型居宅介護事業所であって，指定

居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について３年以上の経験を有

する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は

第１９３条第１項に規定する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者により設置される当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の

７ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定小

規模多機能型居宅介護事業所であって，指定

居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について３年以上の経験を有

する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は

第１９３条第１項に規定する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者により設置される当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の



指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所であって

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対

して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係

る支援を行うもの（以下        「本

体事業所」という。）との密接な連携の下に

運営されるものをいう。以下同じ。）に置く

べき訪問サービスの提供に当たる小規模多機

能型居宅介護従業者については，本体事業所

の職員により当該サテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切

に行われると認められるときは，１人以上と

することができる。 

指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所であって

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対

して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係

る支援を行うもの（以下この章において「本

体事業所」という。）との密接な連携の下に

運営されるものをいう。以下同じ。）に置く

べき訪問サービスの提供に当たる小規模多機

能型居宅介護従業者については，本体事業所

の職員により当該サテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切

に行われると認められるときは，１人以上と

することができる。 

８～１３ （略）  ８～１３ （略）  

（管理者） （管理者） 

第８５条 （略） 第８５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。），介護老人保健

施設       ，指定小規模多機能型居宅

介護事業所，指定認知症対応型共同生活介護

事業所，指定複合型サービス事業所（第１９

４条に規定する指定複合型サービス事業所を

いう。次条において同じ。）等の従業者又は

訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２

項に規定する政令で定める者をいう。以下同

じ。）として３年以上認知症である者の介護

の業務に従事した経験を有する者であって，

別に市長が定める研修を修了しているもので

なければならない。 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，

老人デイサービスセンター（老人福祉法第２

０条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターをいう。以下同じ。），介護老人保健

施設，介護医療院，指定小規模多機能型居宅

介護事業所，指定認知症対応型共同生活介護

事業所，指定複合型サービス事業所（第１９

４条に規定する指定複合型サービス事業所を

いう。次条において同じ。）等の従業者又は

訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２

項に規定する政令で定める者をいう。以下同

じ。）として３年以上認知症である者の介護

の業務に従事した経験を有する者であって，

別に市長が定める研修を修了しているもので

なければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表

者） 

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表

者） 

第８６条  指定小規模多機能型居宅介護事業者

の代表者は，特別養護老人ホーム，老人デイ

サービスセンター，介護老人保健施設     

   ，指定小規模多機能型居宅介護事業

所，指定認知症対応型共同生活介護事業所，

指定複合型サービス事業所等の従業者，訪問

第８６条  指定小規模多機能型居宅介護事業者

の代表者は，特別養護老人ホーム，老人デイ

サービスセンター，介護老人保健施設，介護

医療院，指定小規模多機能型居宅介護事業

所，指定認知症対応型共同生活介護事業所，

指定複合型サービス事業所等の従業者，訪問



介護員等として認知症である者の介護の業務

に従事した経験を有する者又は保健医療サー

ビス若しくは福祉サービスの経営に携わった

経験を有する者であって，別に市長が定める

研修を修了しているものでなければならな

い。  

介護員等として認知症である者の介護の業務

に従事した経験を有する者又は保健医療サー

ビス若しくは福祉サービスの経営に携わった

経験を有する者であって，別に市長が定める

研修を修了しているものでなければならな

い。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第１０５条 （略） 第１０５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，サ

ービスの提供体制の確保，夜間における緊急

時の対応等のため，介護老人福祉施設，介護

老人保健施設       ，病院等との間の

連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，サ

ービスの提供体制の確保，夜間における緊急

時の対応等のため，介護老人福祉施設，介護

老人保健施設，介護医療院，病院等との間の

連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

（管理者） （管理者） 

第１１３条 （略） 第１１３条 （略） 

２ 共同生活住居の管理者は，適切な指定認知

症対応型共同生活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有し，特別養護老人ホー

ム，老人デイサービスセンター，介護老人保

健施設      ，指定認知症対応型共同

生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等

として，３年以上認知症である者の介護に従

事した経験を有する者であって，別に市長が

定める研修を修了しているものでなければな

らない。 

２ 共同生活住居の管理者は，適切な指定認知

症対応型共同生活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有し，特別養護老人ホー

ム，老人デイサービスセンター，介護老人保

健施設，介護医療院，指定認知症対応型共同

生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等

として，３年以上認知症である者の介護に従

事した経験を有する者であって，別に市長が

定める研修を修了しているものでなければな

らない。 

（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代

表者） 

（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代

表者） 

第１１４条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者の代表者は，特別養護老人ホーム，老人

デイサービスセンター，介護老人保健施設   

    ，指定認知症対応型共同生活介護

事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て，認知症である者の介護の業務に従事した

経験を有する者又は保健医療サービス若しく

は福祉サービスの提供を行う事業の経営に携

わった経験を有する者であって，別に市長が

定める研修を修了しているものでなければな 

第１１４条 指定認知症対応型共同生活介護事

業者の代表者は，特別養護老人ホーム，老人

デイサービスセンター，介護老人保健施設，

介護医療院，指定認知症対応型共同生活介護

事業所等の従業者若しくは訪問介護員等とし

て，認知症である者の介護の業務に従事した

経験を有する者又は保健医療サービス若しく

は福祉サービスの提供を行う事業の経営に携

わった経験を有する者であって，別に市長が

定める研修を修了しているものでなければな 

らない。 らない。 



（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方

針） 

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方

針） 

第１１９条 （略） 第１１９条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

 （新設） ７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，

身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げ

る措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。  

 (3) 介護従業者その他の従業者に対し，身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

７ （略） ８ （略） 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第１２７条 （略） 第１２７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，

サービスの提供体制の確保，夜間における緊

急時の対応等のため，介護老人福祉施設，介

護老人保健施設       ，病院等との間

の連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，

サービスの提供体制の確保，夜間における緊

急時の対応等のため，介護老人福祉施設，介

護老人保健施設，介護医療院，病院等との間

の連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第１３２条 （略） 第１３２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 看護職員及び第１項第２号の介護職員（以

下この章において「介護職員」という。）

は，主として指定地域密着型特定施設入居者

生活介護の提供に当たるものとし，看護職員

及び介護職員のうちそれぞれ１人以上は，常

勤の者でなければならない。ただし，サテラ

イト型特定施設（当該施設を設置しようとす

る者により設置される当該施設以外の介護老

人保健施設      又は病院若しくは診

療所であって当該施設に対する支援機能を有

するもの（以下この章において「本体施設」

４ 看護職員及び第１項第２号の介護職員（以

下この章において「介護職員」という。）

は，主として指定地域密着型特定施設入居者

生活介護の提供に当たるものとし，看護職員

及び介護職員のうちそれぞれ１人以上は，常

勤の者でなければならない。ただし，サテラ

イト型特定施設（当該施設を設置しようとす

る者により設置される当該施設以外の介護老

人保健施設，介護医療院又は病院若しくは診

療所であって当該施設に対する支援機能を有

するもの（以下この章において「本体施設」



という。）との密接な連携を確保しつつ，本

体施設とは別の場所で運営される指定地域密

着型特定施設をいう。以下同じ。）にあって

は，それぞれ常勤換算方法で１以上とする。 

という。）との密接な連携を確保しつつ，本

体施設とは別の場所で運営される指定地域密

着型特定施設をいう。以下同じ。）にあって

は，それぞれ常勤換算方法で１以上とする。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

７ 第１項第１号，第３号及び第４号並びに前

項の規定にかかわらず，サテライト型特定施

設の生活相談員，機能訓練指導員又は計画作

成担当者については，次の各号に掲げる施設

が本体施設の場合には，当該区分に応じ，当

該各号に定める本体施設の地域密着型特定施

設従業者により当該サテライト型特定施設の

入居者の処遇が適切に行われると認められる

ときは，これらを置かないことができる。 

７ 第１項第１号，第３号及び第４号並びに前

項の規定にかかわらず，サテライト型特定施

設の生活相談員，機能訓練指導員又は計画作

成担当者については，次の各号に掲げる施設

が本体施設の場合には，当該区分に応じ，当

該各号に定める本体施設の地域密着型特定施

設従業者により当該サテライト型特定施設の

入居者の処遇が適切に行われると認められる

ときは，これらを置かないことができる。 

(1) 介護老人保健施設 支援相談員，理学療

法士若しくは作業療法士          

 又は介護支援専門員 

(1) 介護老人保健施設 支援相談員，理学療

法士，   作業療法士若しくは言語聴覚

士又は介護支援専門員 

(2) （略） (2) （略） 

 （新設） (3) 介護医療院 介護支援専門員 

８～１０ （略） ８～１０ （略） 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

取扱方針） 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

取扱方針） 

第１４０条 （略） 第１４０条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 （新設） ６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業

者は，身体的拘束等の適正化を図るため，次

に掲げる措置を講じなければならない。  

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。  

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。  

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

６ （略） ７ （略） 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第１５３条 （略） 第１５３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 



３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者

は，専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の職務に従事する者でなければならない。

ただし，指定地域密着型介護老人福祉施設

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設（第１８０条に規定するユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この

項において同じ。）を除く。以下この条にお

いて同じ。）及びユニット型指定介護老人福

祉施設（指定介護老人福祉施設の人員，設備

及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第３９号                  

       ）第３８条に規定するユニット

型指定介護老人福祉施設をいう。）      

        を併設する場合                     

                         

                        

                       

                       

    又は指定地域密着型介護老人福祉施設

及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設を併設する場合             

                         

       の第１項第３号の介護職員

（ 以 下 こ の 章 に おいて 「 介 護 職 員 」 と い

う。）及び看護職員（第１８９条第２項第１

号又は第２号の規定により配置される看護職

員に限る。）を除き，入所者の処遇に支障が

ない場合は，この限りでない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者

は，専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の職務に従事する者でなければならない。

ただし，指定地域密着型介護老人福祉施設

（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設（第１８０条に規定するユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この

項において同じ。）を除く。以下この項にお

いて同じ。）に  ユニット型指定介護老人福

祉施設（指定介護老人福祉施設の人員，設備

及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令

第３９号。以下「指定介護老人福祉施設基

準」という。）第３８条に規定するユニット

型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項

において同じ。）を併設する場合の指定地域

密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定

介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員

（指定介護老人福祉施設基準第４７条第２項

の 規 定 に 基 づ き 配 置 さ れ る 看 護 職 員 に 限

る。）又は指定地域密着型介護老人福祉施設

に  ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設を併設する場合の指定地域密着型介護老

人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設の第１項第３号の介護職員

（ 以 下 こ の 章 に お い て 「 介 護 職 員 」 と い

う。）及び看護職員（第１８９条第２項第１

号又は第２号の規定により配置される看護職

員に限る。）を除き，入所者の処遇に支障が

ない場合は，この限りでない。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず，サテラ

イト型居住施設（当該施設を設置しようとす

る者により設置される当該施設以外の指定介

護老人福祉施設，指定地域密着型介護老人福

祉施設（サテライト型居住施設である指定地

域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第

１号及び第１６項，第１５４条第１項第６号

並びに第１８２条第１項第３号において同

じ。），介護老人保健施設       又は

病院若しくは診療所であって当該施設に対す

る支援機能を有するもの（以下この章におい

４ 第１項第１号の規定にかかわらず，サテラ

イト型居住施設（当該施設を設置しようとす

る者により設置される当該施設以外の指定介

護老人福祉施設，指定地域密着型介護老人福

祉施設（サテライト型居住施設である指定地

域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第

１号及び第１６項，第１５４条第１項第６号

並びに第１８２条第１項第３号において同

じ。），介護老人保健施設，介護医療院又は

病院若しくは診療所であって当該施設に対す

る支援機能を有するもの（以下この章におい



て「本体施設」という。）との密接な連携を

確保しつつ，本体施設とは別の場所で運営さ

れる指定地域密着型介護老人福祉施設をい

う。以下同じ。）の医師については，本体施

設の医師により当該サテライト型居住施設の

入所者の健康管理が適切に行われると認めら

れるときは，これを置かないことができる。 

て「本体施設」という。）との密接な連携を

確保しつつ，本体施設とは別の場所で運営さ

れる指定地域密着型介護老人福祉施設をい

う。以下同じ。）の医師については，本体施

設の医師により当該サテライト型居住施設の

入所者の健康管理が適切に行われると認めら

れるときは，これを置かないことができる。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの

規定にかかわらず，サテライト型居住施設の

当該各号に掲げる生活相談員，栄養士，機能

訓練指導員又は介護支援専門員については，

次の各号に掲げる施設が本体施設の場合に

は，当該区分に応じ，当該各号に定める本体

施設の従業者により当該サテライト型居住施

設の入所者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは，これらを置かないことができ

る。 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの

規定にかかわらず，サテライト型居住施設の

当該各号に掲げる生活相談員，栄養士，機能

訓練指導員又は介護支援専門員については，

次の各号に掲げる施設が本体施設の場合に

は，当該区分に応じ，当該各号に定める本体

施設の従業者により当該サテライト型居住施

設の入所者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは，これらを置かないことができ

る。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 介護老人保健施設  支援相談員，栄養

士，理学療法士若しくは作業療法士     

     又は介護支援専門員 

(2) 介護老人保健施設  支援相談員，栄養

士，理学療法士，   作業療法士若しく

は言語聴覚士又は介護支援専門員 

(3) （略） (3) （略） 

 （新設） (4) 介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

９～１６ （略） ９～１６ （略） 

（サービス提供困難時の対応） （サービス提供困難時の対応） 

第１５５条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は，入所申込者が入院治療を必要とする場合

その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提

供することが困難である場合は，適切な病院

若しくは診療所又は介護老人保健施設     

      を紹介する等の適切な措置を速

やかに講じなければならない。 

第１５５条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は，入所申込者が入院治療を必要とする場合

その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提

供することが困難である場合は，適切な病院

若しくは診療所又は介護老人保健施設若しく

は介護医療院を紹介する等の適切な措置を速

やかに講じなければならない。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の取扱方針） 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の取扱方針） 

第１５９条 （略） 第１５９条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 （新設） ６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体

的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措

置を講じなければならない。 



 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

６ （略） ７ （略） 

  （緊急時等の対応） 

 （新設） 第１６７条の２ 指定地域密着型介護老人福祉

施設は，現に指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供を行っているときに

入所者の病状の急変が生じた場合その他必要

な場合のため，あらかじめ，第１５３条第１

項第１号に掲げる医師との連携方法その他の

緊急時等における対応方法を定めておかなけ

ればならない。 

（運営規程） （運営規程） 

第１７０条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は，次に掲げる施設の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

第１７０条 指定地域密着型介護老人福祉施設

は，次に掲げる施設の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略） 

 （新設）  (6) 緊急時等における対応方法 

(6) ・(7) （略） (7) ・(8) （略） 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の取扱方針） 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の取扱方針） 

第１８４条 （略） 第１８４条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

 （新設） ８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施

設は，身体的拘束等の適正化を図るため，次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 



 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

８ （略） ９ （略） 

（運営規程） （運営規程） 

第１８８条 ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設は，次に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

第１８８条 ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設は，次に掲げる施設の運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略） 

 （新設） (7) 緊急時等における対応方法 

(7) ・(8) （略） (8) ・(9) （略） 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第１９３条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の事業を行う者（以下「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべ

き指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

当たる従業者（以下「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」という。）の員数は，夜間及

び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規

模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規

模多機能型居宅介護従業者については，常勤

換算方法で，通いサービス（登録者（指定看

護小規模多機能型居宅介護を利用するために

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登

録を受けた者をいう。以下同じ。）を指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて

行う指定看護小規模多機能型居宅介護をい

う。以下同じ。）の提供に当たる者をその利

用者の数が３又はその端数を増すごとに１以

上及び訪問サービス（看護小規模多機能型居

宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し，当該

居宅において行う指定看護小規模多機能型居

宅介護（             本体事業

所である指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては当該本体事業所に係るサテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又

はサテライト型指定介護予防小規模多機能型

第１９３条 指定看護小規模多機能型居宅介護

の事業を行う者（以下「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべ

き指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に

当たる従業者（以下「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」という。）の員数は，夜間及

び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規

模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規

模多機能型居宅介護従業者については，常勤

換算方法で，通いサービス（登録者（指定看

護小規模多機能型居宅介護を利用するために

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登

録を受けた者をいう。以下同じ。）を指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて

行う指定看護小規模多機能型居宅介護をい

う。以下同じ。）の提供に当たる者をその利

用者の数が３又はその端数を増すごとに１以

上及び訪問サービス（看護小規模多機能型居

宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し，当該

居宅において行う指定看護小規模多機能型居

宅介護（第８４条第７項に規定する本体事業

所である指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては当該本体事業所に係るサテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及

び指定地域密着型介護予防サービス基準第４



居宅介護事業所                      

                         

                         

                         

                        

                        

                         

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                      

                  の登

録者の居宅において行う指定看護小規模多機

能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章

において同じ。）の提供に当たる者を２以上

とし，夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看

護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看

護小規模多機能型居宅介護従業者について

は，夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時

間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）を

いう。第６項において同じ。）に当たる者を

１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤

務に必要な数以上とする。 

４条第７項に規定するサテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所（第６項

において「サテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所」という。）の登録

者，第８項に規定する本体事業所である指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は，当該本体事業所に係る同項に規定するサ

テライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者並びに同項に規定するサテラ

イト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては，当該サテライト型指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規

定する本体事業所，当該本体事業所に係る他

の同項に規定するサテライト型指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業

所に係る第８４条第７項に規定するサテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者の居宅において行う指定看護小規模多機

能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章

において同じ。）の提供に当たる者を２以上

とし，夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看

護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看

護小規模多機能型居宅介護従業者について

は，夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時

間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）を

いう。第６項において同じ。）に当たる者を

１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤

務に必要な数以上とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定

看護小規模多機能型居宅介護（        

      本体事業所である指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては，当該

本体事業所に係るサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者の心身の状況を勘案し，                        

                         

                        

６ 宿泊サービス（登録者を指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定

看護小規模多機能型居宅介護（第８４条第７

項に規定する本体事業所である指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては，当該

本体事業所に係るサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者の心身の状況を勘案し，その処遇に支障

がない場合に，当該登録者を当該本体事業所

に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居



                        

                         

                        

                        

                        

  その処遇に支障がない場合に，当該登録

者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看

護小規模多機能型居宅介護を含む。）をい

う。以下同じ。）の利用者がいない場合であ

って，夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者

に対して訪問サービスを提供するために必要

な連絡体制を整備しているときは，第１項の

規定にかかわらず，夜間及び深夜の時間帯を

通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に

当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を

置かないことができる。 

宅介護及び第８項に規定する本体事業所であ

る指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては，当該本体事業所に係る同項に規定

するサテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案

し，その処遇に支障がない場合に，当該登録

者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看

護小規模多機能型居宅介護を含む。）をい

う。以下同じ。）の利用者がいない場合であ

って，夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者

に対して訪問サービスを提供するために必要

な連絡体制を整備しているときは，第１項の

規定にかかわらず，夜間及び深夜の時間帯を

通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に

当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を

置かないことができる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設さ

れている場合において，前各項に定める人員

に関する基準を満たす看護小規模多機能型居

宅介護従業者を置くほか，当該施設等の人員

に関する基準を満たす従業者を置いていると

きは，当該看護小規模多機能型居宅介護従業

者は，当該施設等の職務に従事することがで

きる。 

７ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設さ

れている場合において，前各項に定める人員

に関する基準を満たす看護小規模多機能型居

宅介護従業者を置くほか，当該施設等の人員

に関する基準を満たす従業者を置いていると

きは，当該看護小規模多機能型居宅介護従業

者は，当該施設等の職務に従事することがで

きる。 

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略） 

 （新設）  (5) 介護医療院 

 （新設） ８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（利

用者又はその家族等から電話等により看護に

関する意見を求められた場合に常時対応し，

利用者に対し適切な看護サービスを提供でき

る体制にある指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所であって，指定居宅サービス事業等

その他の保健医療又は福祉に関する事業につ

いて３年以上の経験を有する指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者により設置される当

該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以

外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

であって，当該指定看護小規模多機能型居宅



介護事業所に対して指定看護小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下

この章において「本体事業所」という。）と

の密接な連携の下に運営され，利用者に対し

適切な看護サービスを提供できる体制にある

ものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サ

ービスの提供に当たる看護小規模多機能型居

宅介護従業者については，本体事業所の職員

により当該サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に

行われると認められるときは，２人以上とす

ることができる。 

 （新設） ９ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所につ

いては，夜間及び深夜の時間帯を通じて本体

事業所において宿直勤務を行う看護小規模多

機能型居宅介護従業者により当該サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

登録者の処遇が適切に行われると認められる

ときは，夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直

勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業

者を置かないことができる。 

 （新設） １０ 第４項の規定にかかわらず，サテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

ついては，看護職員の員数は常勤換算方法で

１以上とする。 

８・９ （略） １１・１２ （略） 

 （新設） １３ 第１１項の規定にかかわらず，サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

については，本体事業所の介護支援専門員に

より当該サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サー

ビス計画の作成が適切に行われるときは，介

護支援専門員に代えて，看護小規模多機能型

居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別

に市長が定める研修を修了している者（第２

０１条第１項において「研修修了者」とい

う。）を置くことができる。 

１０ （略） １４ （略） 

（管理者） （管理者） 



第１９４条 （略） 第１９４条 （略） 

 （新設） ２ 前項本文の規定にかかわらず，指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がな

い場合は，サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の管理者は，本体事業所

の管理者をもって充てることができる。 

２ 前項  の管理者は，特別養護老人ホーム，

老人デイサービスセンター，介護老人保健施

設       ，指定小規模多機能型居宅介

護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事

業所，指定複合型サービス事業所（指定複合

型サービスの事業を行う事業所をいう。次条

において同じ。）等の従業者若しくは訪問介

護員等として３年以上認知症である者の介護

に従事した経験を有する者であって別に市長

が定める研修を修了しているもの又は保健師

若しくは看護師でなければならない。 

３ 第１項の管理者は，特別養護老人ホーム，

老人デイサービスセンター，介護老人保健施

設，介護医療院，指定小規模多機能型居宅介

護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事

業所，指定複合型サービス事業所（指定複合

型サービスの事業を行う事業所をいう。次条

において同じ。）等の従業者若しくは訪問介

護員等として３年以上認知症である者の介護

に従事した経験を有する者であって別に市長

が定める研修を修了しているもの又は保健師

若しくは看護師でなければならない。 

（指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

（指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の

代表者） 

第１９５条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者の代表者は，特別養護老人ホーム，老

人デイサービスセンター，介護老人保健施

設       ，指定小規模多機能型居宅介

護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事

業所，指定複合型サービス事業所等の従業

者，訪問介護員等として認知症である者の介

護に従事した経験を有する者若しくは保健医

療サービス若しくは福祉サービスの経営に携

わった経験を有する者であって別に市長が定

める研修を修了しているもの又は保健師若し

くは看護師でなければならない。 

第１９５条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者の代表者は，特別養護老人ホーム，老

人デイサービスセンター，介護老人保健施

設，介護医療院，指定小規模多機能型居宅介

護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事

業所，指定複合型サービス事業所等の従業

者，訪問介護員等として認知症である者の介

護に従事した経験を有する者若しくは保健医

療サービス若しくは福祉サービスの経営に携

わった経験を有する者であって別に市長が定

める研修を修了しているもの又は保健師若し

くは看護師でなければならない。 

第３節 設備等に関する基準 第３節 設備等に関する基準 

（登録定員及び利用定員） （登録定員及び利用定員） 

第１９６条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所は，その登録定員（登録者の数の上限

をいう。以下この章において同じ。）を２９

人                                      

                以下とす

る。 

第１９６条 指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所は，その登録定員（登録者の数の上限

をいう。以下この章において同じ。）を２９

人（サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては，１８人）以下とす

る。 

２  指定看護小規模多機能型居宅介護事業所２  指定看護小規模多機能型居宅介護事業所



は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号

に定める範囲内において，通いサービス及び

宿泊サービスの利用定員（当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所におけるサービス

ごとの１日当たりの利用者の数の上限をい

う。以下この章において同じ。）を定めるも

のとする。 

は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号

に定める範囲内において，通いサービス及び

宿泊サービスの利用定員（当該指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所におけるサービス

ごとの１日当たりの利用者の数の上限をい

う。以下この章において同じ。）を定めるも

のとする。 

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から

１５人（登録定員が２５人を超える指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は，登録定員に応じて，次の表に定める利

用定員                      

                 ）ま     

 で 

(1) 通いサービス  登録定員の２分の１から

１５人（登録定員が２５人を超える指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は  登録定員に応じて，次の表に定める利

用定員，サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては１２人）ま

で 

 登録定員 利用定員   登録定員 利用定員  

 ２６人又は２７人 １６人   ２６人又は２７人 １６人  

 ２８人 １７人   ２８人 １７人  

 ２９人 １８人   ２９人 １８人  

(2) 宿泊サービス  通いサービスの利用定員

の３分の１から９人            

                      

      まで 

(2) 宿泊サービス  通いサービスの利用定員

の３分の１から９人（サテライト型指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は，６人）まで 

（設備及び備品等） （設備及び備品等） 

第１９７条 （略） 第１９７条 （略） 

２ 前項の居間及び食堂並びに宿泊室に関する

基準は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該

各号に定めるとおりとする。 

２ 前項の居間及び食堂並びに宿泊室に関する

基準は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該

各号に定めるとおりとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 宿泊室 次に掲げる基準 (2) 宿泊室 次に掲げる基準 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

 （新設） オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所が診療所である場合であって，当該指

定看護小規模多機能型居宅介護の利用者

へのサービスの提供に支障がない場合に

は，当該診療所が有する病床について

は，宿泊室を兼用することができる。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護

小規模多機能型居宅介護報告書の作成） 

（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護

小規模多機能型居宅介護報告書の作成） 

第２０１条 指定看護小規模多機能型居宅介護第２０１条 指定看護小規模多機能型居宅介護



事業所の管理者は，介護支援専門員          

                        

                        

                        

                 に第４項

に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画

の作成に関する業務を，看護師等（准看護師

を除く。第９項において同じ。）に同項に規

定する看護小規模多機能型居宅介護報告書の

作成に関する業務を担当させるものとする。 

事業所の管理者は，介護支援専門員（第１９

３条第１３項の規定により介護支援専門員を

配置していないサテライト型指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては，研修修

了者。以下この条において同じ。）に第４項

に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画

の作成に関する業務を，看護師等（准看護師

を除く。第９項において同じ。）に同項に規

定する看護小規模多機能型居宅介護報告書の

作成に関する業務を担当させるものとする。 

２～１０ （略） ２～１０ （略） 

（準用） （準用） 

第２０４条 第１１条から第１５条まで，第２

２条，第２４条，第３０条，第３６条から第

４０条まで，第４２条，第４３条，第６１条

の１１,第６１条の１３,第６１条の１６,第６

１条の１７,第８９条から第９２条まで，第９

５条から第９７条まで，第９９条，第１００

条，第１０２条から第１０６条まで及び第１

０８条の規定は，指定看護小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。この場合に

おいて，第１１条第１項中「第３３条に規定

する運営規程」とあるのは「第２０４条にお

いて準用する第１０２条に規定する重要事項

に関する規程」と，第６１条の１１第２項中

「この節」とあるのは「第１０章第４節」

と，第６１条の１７第１項中「地域密着型通

所介護について知見を有する者」とあるのは

「看護小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」と，「６月」とあるのは「２

月」と，「活動状況」とあるのは「通いサー

ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」と                   

                 ，第１０

８条中「第８４条第６項の表中欄」とあるの

は「第１９３条第７項各号」と読み替えるも

のとする。 

第２０４条 第１１条から第１５条まで，第２

２条，第２４条，第３０条，第３６条から第

４０条まで，第４２条，第４３条，第６１条

の１１,第６１条の１３,第６１条の１６,第６

１条の１７,第８９条から第９２条まで，第９

５条から第９７条まで，第９９条，第１００

条，第１０２条から第１０６条まで及び第１

０８条の規定は，指定看護小規模多機能型居

宅介護の事業について準用する。この場合に

おいて，第１１条第１項中「第３３条に規定

する運営規程」とあるのは「第２０４条にお

いて準用する第１０２条に規定する重要事項

に関する規程」と，第６１条の１１第２項中

「この節」とあるのは「第１０章第４節」

と，第６１条の１７第１項中「地域密着型通

所介護について知見を有する者」とあるのは

「看護小規模多機能型居宅介護について知見

を有する者」と，「６月」とあるのは「２

月」と，「活動状況」とあるのは「通いサー

ビス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状

況」と，第８９条中「第８４条第１２項」と

あるのは「第１９３条第１３項」と，第１０

８条中「第８４条第６項の表中欄」とあるの

は「第１９３条第７項各号」と読み替えるも

のとする。 

付 則 付 則 

第４条 一般病床，精神病床（健康保険法等の

一部を改正する法律（平成１８年法律第８３

第４条 一般病床，精神病床（健康保険法等の

一部を改正する法律（平成１８年法律第８３



号）附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた改正前の

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号）第４条第２項に規定する病床に係るもの

に限る。以下この条及び附則第６条において

同じ。）又は療養病床を有する病院の一般病

床，精神病床又は療養病床を平成３０年３月

３１日までの間に転換（当該病院の一般病

床，精神病床又は療養病床の病床数を減少さ

せるとともに，当該病院の施設を介護老人保

健施設，軽費老人ホーム（老人福祉法第２０

条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以

下同じ。）その他の要介護者，要支援者その

他の者を入所させ，又は入居させるための施

設の用に供することをいう。）をし，指定地

域密着型介護老人福祉施設を開設しようとす

る場合において，当該転換に係る食堂及び機

能訓練室については，第１５４条第１項第７

号アの規定にかかわらず，食堂は，１平方メ

ートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有

し，機能訓練室は，４０平方メートル以上の

面積を有しなければならない。ただし，食事

の提供又は機能訓練を行う場合において，当

該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さ

を確保することができるときは，同一の場所

とすることができるものとする。 

号）附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた改正前の

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号）第４条第２項に規定する病床に係るもの

に限る。以下この条及び附則第６条において

同じ。）又は療養病床を有する病院の一般病

床，精神病床又は療養病床を平成３６年３月

３１日までの間に転換（当該病院の一般病

床，精神病床又は療養病床の病床数を減少さ

せるとともに，当該病院の施設を介護老人保

健施設，軽費老人ホーム（老人福祉法第２０

条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以

下同じ。）その他の要介護者，要支援者その

他の者を入所させ，又は入居させるための施

設の用に供することをいう。）をし，指定地

域密着型介護老人福祉施設を開設しようとす

る場合において，当該転換に係る食堂及び機

能訓練室については，第１５４条第１項第７

号アの規定にかかわらず，食堂は，１平方メ

ートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有

し，機能訓練室は，４０平方メートル以上の

面積を有しなければならない。ただし，食事

の提供又は機能訓練を行う場合において，当

該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さ

を確保することができるときは，同一の場所

とすることができるものとする。 

第５条 一般病床又は療養病床を有する診療所

の一般病床又は療養病床を平成３０年３月３

１日までの間に転換（当該診療所の一般病床

又は療養病床の病床数を減少させるととも

に，当該診療所の施設を介護老人保健施設，

軽費老人ホームその他の要介護者，要支援者

その他の者を入所させ，又は入居させるため

の施設の用に供することをいう。）をし，指

定地域密着型介護老人福祉施設を開設しよう

とする場合において，当該転換に係る食堂及

び機能訓練室については，第１５４条第１項

第７号アの規定にかかわらず，次の各号に掲

げる基準のいずれかに適合するものとする。 

第５条 一般病床又は療養病床を有する診療所

の一般病床又は療養病床を平成３６年３月３

１日までの間に転換（当該診療所の一般病床

又は療養病床の病床数を減少させるととも

に，当該診療所の施設を介護老人保健施設，

軽費老人ホームその他の要介護者，要支援者

その他の者を入所させ，又は入居させるため

の施設の用に供することをいう。）をし，指

定地域密着型介護老人福祉施設を開設しよう

とする場合において，当該転換に係る食堂及

び機能訓練室については，第１５４条第１項

第７号アの規定にかかわらず，次の各号に掲

げる基準のいずれかに適合するものとする。 

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略） 



第６条 一般病床，精神病床若しくは療養病床

を有する病院の一般病床，精神病床若しくは

療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有

する診療所の一般病床若しくは療養病床を平

成３０年３月３１日までの間に転換（当該病

院の一般病床，精神病床若しくは療養病床又

は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の

病床数を減少させるとともに，当該病院又は

診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人

ホームその他の要介護者，要支援者その他の

者を入所させ，又は入居させるための施設の

用に供することをいう。）をし，指定地域密

着型介護老人福祉施設を開設しようとする場

合において，第１５４条第１項第８号及び第

１８２条第１項第４号の規定にかかわらず，

当該転換に係る廊下の幅については１．２メ

ートル以上とし，中廊下の幅は１．６メート

ル以上とする。 

第６条 一般病床，精神病床若しくは療養病床

を有する病院の一般病床，精神病床若しくは

療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有

する診療所の一般病床若しくは療養病床を平

成３６年３月３１日までの間に転換（当該病

院の一般病床，精神病床若しくは療養病床又

は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の

病床数を減少させるとともに，当該病院又は

診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人

ホームその他の要介護者，要支援者その他の

者を入所させ，又は入居させるための施設の

用に供することをいう。）をし，指定地域密

着型介護老人福祉施設を開設しようとする場

合において，第１５４条第１項第８号及び第

１８２条第１項第４号の規定にかかわらず，

当該転換に係る廊下の幅については１．２メ

ートル以上とし，中廊下の幅は１．６メート

ル以上とする。 

 （新設） 第７条 第１３２条の規定にかかわらず，療養

病床等を有する病院又は病床を有する診療所

の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を平成３６年３月３１日までの

間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床の病床数を減少させるとともに，

当該病院等の施設を介護医療院，軽費老人ホ

ームその他の要介護者，要支援者その他の者

を入所させ，又は入居させるための施設の用

に供することをいう。次条において同じ。）

を行って指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密

着型特定施設（介護老人保健施設，介護医療

院又は病院若しくは診療所に併設される指定

地域密着型特定施設をいう。以下この条及び

次条において同じ。）の生活相談員，機能訓

練指導員及び計画作成担当者の員数の基準

は，次のとおりとする。 

 (1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保

健施設，介護医療院又は病院若しくは診療

所の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚

士により当該医療機関併設型指定地域密着



型特定施設の利用者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは，置かないことがで

きること。 

 (2) 生活相談員又は計画作成担当者  当該医

療機関併設型指定地域密着型特定施設の実

情に応じた適当数 

 （新設） 第８条 第１３４条の規定にかかわらず，療養

病床等を有する病院又は病床を有する診療所

の開設者が，当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を平成３６年３月３１日までの

間に転換を行って指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併

設型指定地域密着型特定施設においては，併

設される介護老人保健施設，介護医療院又は

病院若しくは診療所の施設を利用することに

より，当該医療機関併設型指定地域密着型特

定施設の利用者の処遇が適切に行われると認

められるときは，当該医療機関併設型指定地

域密着型特定施設に浴室，便所及び食堂を設

けないことができる。 

 

(4) 呉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準等を定める条例（議第３７号関係） 

現行 改正案 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第６条 単独型指定介護予防認知症対応型通所

介護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人

ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３

３号）第２０条の５に規定する特別養護老人

ホームをいう。以下同じ。），同法第２０条

の４に規定する養護老人ホーム，病院，診療

所，介護老人保健施設       ，社会福

祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。）に

併設されていない事業所において行われる指

定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以

下同じ。）の事業を行う者及び併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人

ホーム等に併設されている事業所において行

われる指定介護予防認知症対応型通所介護を

第６条 単独型指定介護予防認知症対応型通所

介護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人

ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３

３号）第２０条の５に規定する特別養護老人

ホームをいう。以下同じ。），同法第２０条

の４に規定する養護老人ホーム，病院，診療

所，介護老人保健施設，介護医療院，社会福

祉施設又は特定施設をいう。以下同じ。）に

併設されていない事業所において行われる指

定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以

下同じ。）の事業を行う者及び併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人

ホーム等に併設されている事業所において行

われる指定介護予防認知症対応型通所介護を



いう。以下同じ。）の事業を行う者（以下

「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者の員数は，次の各号に

掲げる職種に応じ，当該各号に定めるとおり

とする。 

いう。以下同じ。）の事業を行う者（以下

「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者の員数は，次の各号に

掲げる職種に応じ，当該各号に定めるとおり

とする。 

(1) ～(3) (略) (1) ～(3) (略) 

２～８ (略) ２～８ (略) 

（利用定員等） （利用定員等） 

第１０条  共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の利用定員（当該共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所において

同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。）は，指定認知症対応型共同

生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所においては共同生活住

居（法第８条第２０項又は法第８条の２第１

５項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。）ごとに，指定地域密着型特定施設又は

指定地域密着型介護老人福祉施設            

                      

                        

                      

                      

   においては施設ごとに１日当たり３人

以下                   

                      

                      

                      

                      

           とする。 

第１０条  共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の利用定員（当該共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所において

同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。）は，指定認知症対応型共同

生活介護事業所又は指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所においては共同生活住

居（法第８条第２０項又は法第８条の２第１

５項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う。）ごとに，指定地域密着型特定施設又は

指定地域密着型介護老人福祉施設（ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地

域密着型サービス基準第１５８条に規定する

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

をいう。以下この項において同じ。）を除

く。）においては施設ごとに１日当たり３人

以下とし，ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設においてはユニットごとに当該ユ

ニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の

入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護の利用者の数の合計が一日当

たり１２人以下となる数とする。 

２ （略） ２ （略） 

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各

項に定める人員に関する基準を満たす介護予

６ 次の表の左欄に掲げる場合において，前各

項に定める人員に関する基準を満たす介護予



防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か，同表の中欄に掲げる当該施設等の人員に

関する基準を満たす従業者を置いているとき

は，同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者は，同表の中欄に掲

げる当該施設等の職務に従事することができ

る。 

防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほ

か，同表の中欄に掲げる当該施設等の人員に

関する基準を満たす従業者を置いているとき

は，同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者は，同表の中欄に掲

げる当該施設等の職務に従事することができ

る。 

 当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症対応型共同

生活介護事業所，指定

地域密着型特定施設，

指定地域密着型介護老

人福祉施設又は指定介

護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第

２項第４号に規定する

療養病床を有する診療

所 で あ る も の に 限 

る。）        

介護職

員 

  当該指定介

護予防小規

模多機能型

居宅介護事

業所に中欄

に掲げる施

設等のいず

れかが併設

されている

場合 

指定認知症対応型共同

生活介護事業所，指定

地域密着型特定施設，

指定地域密着型介護老

人福祉施設， 指定介

護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第

２項第４号に規定する

療養病床を有する診療

所 で あ る も の に 限 

る。）又は介護医療院 

介護職

員 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

７～１３ （略） ７～１３ （略） 

（管理者） （管理者） 

第４６条 （略） 第４６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，

老人デイサービスセンター（老人福祉法第 20

条の２の２に規定する老人デイサービスセン

ターをいう。以下同じ。），介護老人保健施

設       ，指定認知症対応型共同生活

介護事業所，指定複合型サービス事業所（指

定地域密着型サービス基準第１７３条に規定

する指定複合型サービス事業所をいう。次条

において同じ。）等の従業者若しくは介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者又は訪問介

護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規

定する政令で定める者をいう。以下同じ。）

として３年以上認知症である者の介護の業務

に従事した経験を有する者であって，別に市

長が定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，

老人デイサービスセンター（老人福祉法第 20

条の２の２に規定する老人デイサービスセン

ターをいう。以下同じ。），介護老人保健施

設，介護医療院，指定認知症対応型共同生活

介護事業所，指定複合型サービス事業所（指

定地域密着型サービス基準第１７３条に規定

する指定複合型サービス事業所をいう。次条

において同じ。）等の従業者若しくは介護予

防小規模多機能型居宅介護従業者又は訪問介

護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規

定する政令で定める者をいう。以下同じ。）

として３年以上認知症である者の介護の業務

に従事した経験を有する者であって，別に市

長が定める研修を修了しているものでなけれ

ばならない。 



（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者） 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者の代表者） 

第４７条  指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者の代表者は，特別養護老人ホーム，

老人デイサービスセンター，介護老人保健施

設       ，指定認知症対応型共同生活

介護事業所，指定複合型サービス事業所等の

従業者，介護予防小規模多機能型居宅介護従

業者若しくは訪問介護員等として認知症であ

る者の介護の業務に従事した経験を有する者

又は保健医療サービス若しくは福祉サービス

の経営に携わった経験を有する者であって，

別に市長が定める研修を修了しているもので

なければならない。 

第４７条  指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者の代表者は，特別養護老人ホーム，

老人デイサービスセンター，介護老人保健施

設，介護医療院，指定認知症対応型共同生活

介護事業所，指定複合型サービス事業所等の

従業者，介護予防小規模多機能型居宅介護従

業者若しくは訪問介護員等として認知症であ

る者の介護の業務に従事した経験を有する者

又は保健医療サービス若しくは福祉サービス

の経営に携わった経験を有する者であって，

別に市長が定める研修を修了しているもので

なければならない。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第６１条 （略） 第６１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は，サービスの提供体制の確保，夜間にお

ける緊急時の対応等のため，介護老人福祉施

設，介護老人保健施設       ，病院等

との間の連携及び支援の体制を整えなければ

ならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者は，サービスの提供体制の確保，夜間にお

ける緊急時の対応等のため，介護老人福祉施

設，介護老人保健施設，介護医療院，病院等

との間の連携及び支援の体制を整えなければ

ならない。 

（管理者） （管理者） 

第７３条 （略） 第７３条 （略） 

２ 共同生活住居の管理者は，適切な指定介護

予防認知症対応型共同生活介護を提供するた

めに必要な知識及び経験を有し，特別養護老

人ホーム，老人デイサービスセンター，介護

老人保健施設       ，指定認知症対応

型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介

護員等として，３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって，別に

市長が定める研修を修了しているものでなけ

ればならない。 

２ 共同生活住居の管理者は，適切な指定介護

予防認知症対応型共同生活介護を提供するた

めに必要な知識及び経験を有し，特別養護老

人ホーム，老人デイサービスセンター，介護

老人保健施設，介護医療院，指定認知症対応

型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介

護員等として，３年以上認知症である者の介

護に従事した経験を有する者であって，別に

市長が定める研修を修了しているものでなけ

ればならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者の代表者） 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者の代表者） 

第７４条  指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者の代表者は，特別養護老人ホー

ム，老人デイサービスセンター，介護老人保

第７４条  指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業者の代表者は，特別養護老人ホー

ム，老人デイサービスセンター，介護老人保



健施設      ，指定認知症対応型共同

生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護

員等として，認知症である者の介護の業務に

従事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の

経営に携わった経験を有する者であって，別

に市長が定める研修を修了しているものでな

ければならない。 

健施設，介護医療院，指定認知症対応型共同

生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護

員等として，認知症である者の介護の業務に

従事した経験を有する者又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の

経営に携わった経験を有する者であって，別

に市長が定める研修を修了しているものでな

ければならない。 

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第７９条 （略） 第７９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （新設） ３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は，身体的拘束等の適正化を図るため，

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護従業者そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護従業者その他の従業者に対し，身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第８４条 （略） 第８４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は，サービスの提供体制の確保，夜間に

おける緊急時の対応等のため，介護老人福祉

施設，介護老人保健施設       ，病院

等との間の連携及び支援の体制を整えなけれ

ばならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者は，サービスの提供体制の確保，夜間に

おける緊急時の対応等のため，介護老人福祉

施設，介護老人保健施設，介護医療院，病院

等との間の連携及び支援の体制を整えなけれ

ばならない。 

 

(5) 呉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

（議第３８号関係） 

現行 改正案 

第４条  (略) 第４条  (略) 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護

支援の提供に当たっては，利用者の意思及び

３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護

支援の提供に当たっては，利用者の意思及び



人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，

利用者に提供される指定居宅サービス等（法

第８条第２４項に規定する指定居宅サービス

等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特

定の居宅サービス事業者                 

                        

         に不当に偏することのな

いよう，公正中立に行わなければならない。 

人格を尊重し，常に利用者の立場に立って，

利用者に提供される指定居宅サービス等（法

第８条第２４項に規定する指定居宅サービス

等をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特

定の指定居宅サービス事業者（法第４１条第

１項に規定する指定居宅サービス事業者をい

う。以下同じ。）等に不当に偏することのな

いよう，公正中立に行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営に

当たっては，市町村（特別区を含む。以下同

じ。），法第１１５条の４６第１項に規定す

る地域包括支援センター，老人福祉法（昭和

３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に

規定する老人介護支援センター，他の指定居

宅介護支援事業者，指定介護予防支援事業者

（法第５８条第１項に規定する指定介護予防

支援事業者をいう。以下同じ。），介護保険

施設                       

                         

                        

              等との連携に

努めなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者は，事業の運営に

当たっては，市町村             

   ，法第１１５条の４６第１項に規定す

る地域包括支援センター，老人福祉法（昭和

３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に

規定する老人介護支援センター，他の指定居

宅介護支援事業者，指定介護予防支援事業者

（法第５８条第１項に規定する指定介護予防

支援事業者をいう。以下同じ。），介護保険

施設，障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規

定する指定特定相談支援事業者等との連携に

努めなければならない。 

第３章 人員に関する基準    第３章 人員に関する基準 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 指定居宅介護支援事業者は，当該指定

に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業

所」という。）ごとに１以上の員数の指定居

宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員で

あって常勤であるもの（次条第２項を除き，

以下単に「介護支援専門員」という。）を置

かなければならない。 

第５条 指定居宅介護支援事業者は，当該指定

に係る事業所（以下「指定居宅介護支援事業

所」という。）ごとに１以上の員数の指定居

宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員で

あって常勤であるもの               

                   を置

かなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（管理者） （管理者） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 前項に規定する管理者は，介護支援専門員    

                        

                      

     でなければならない。 

２ 前項に規定する管理者は，介護保険法施行

規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４

０条の６６第１号イ (3) に規定する主任介護

支援専門員でなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

第４章 運営に関する基準 第４章 運営に関する基準 



（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護

支援の提供の開始に際し，あらかじめ，居宅

サービス計画が第４条に規定する基本方針及

び利用者の希望に基づき作成されるものであ

る                       

                 こと等

について説明を行い，理解を得なければなら

ない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護

支援の提供の開始に際し，あらかじめ，居宅

サービス計画が第４条に規定する基本方針及

び利用者の希望に基づき作成されるものであ

り，利用者は複数の指定居宅サービス事業者

等を紹介するよう求めることができること等

について説明を行い，理解を得なければなら

ない。 

 （新設） ３ 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護

支援の提供の開始に際し，あらかじめ，利用

者又はその家族に対し，利用者について，病

院又は診療所に入院する必要が生じた場合に

は，当該利用者に係る介護支援専門員の氏名

及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよ

う求めなければならない。 

３・４ （略） ４・５ （略） 

５ 第３項第１号の電子情報処理組織とは，指

定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算

機と，利用申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織をいう。 

６ 第４項第１号の電子情報処理組織とは，指

定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算

機と，利用申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織をいう。 

６ 指定居宅介護支援事業者は，第３項の規定

により第１項に規定する重要事項を提供しよ

うとするときは，あらかじめ，当該利用申込

者又はその家族に対し，その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又

は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

７ 指定居宅介護支援事業者は，第４項の規定

により第１項に規定する重要事項を提供しよ

うとするときは，あらかじめ，当該利用申込

者又はその家族に対し，その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又

は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

(1) 第３項に掲げる方法のうち指定居宅介護

支援事業者が使用するもの 

(1) 第４項に掲げる方法のうち指定居宅介護

支援事業者が使用するもの 

(2)  （略） (2)  （略） 

７ （略） ８ （略） 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

(1) ～(8) （略） (1) ～(8) （略） 

(9) 介護支援専門員は，サービス担当者会議

（介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために，利用者及びその家族の参加を

(9) 介護支援専門員は，サービス担当者会議

（介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために，利用者及びその家族の参加を



基本とし，居宅サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等の担当者（以下

この条において「担当者」という。）を招

集して行う会議をいう。以下同じ。）の開

催により，利用者の状況等に関する情報を

担当者と共有するとともに，当該居宅サー

ビス計画の原案の内容について，担当者か

ら，専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。ただし，                   

                       

                       

                       

                やむを

得ない理由がある場合については，担当者

に対する照会等により意見を求めることが

できるものとする。 

基本とし，居宅サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等の担当者（以下

この条において「担当者」という。）を招

集して行う会議をいう。以下同じ。）の開

催により，利用者の状況等に関する情報を

担当者と共有するとともに，当該居宅サー

ビス計画の原案の内容について，担当者か

ら，専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。ただし，利用者（末期の悪性腫瘍

の患者に限る。）の心身の状況等により，

主治の医師又は歯科医師（以下この条にお

いて「主治の医師等」という。）の意見を

勘案して必要と認める場合その他のやむを

得ない理由がある場合については，担当者

に対する照会等により意見を求めることが

できるものとする。 

(10)～(13) （略） (10)～(13) （略） 

 （新設）  (13の 2) 介護支援専門員は，指定居宅サービ

ス事業者等から利用者に係る情報の提供を

受けたときその他必要と認めるときは，利

用者の服薬状況，口腔
くう

機能その他の利用者

の心身又は生活の状況に係る情報のうち必

要と認めるものを，利用者の同意を得て主

治の医師等又は薬剤師に提供するものとす

る。 

(14)～（18） （略） (14)～（18） （略） 

 （新設） (18の 2) 介護支援専門員は，居宅サービス計

画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問

介護（厚生労働大臣が定めるものに限る。

以下この号において同じ。）を位置付ける

場合にあっては，その利用の妥当性を検討

し，当該居宅サービス計画に訪問介護が必

要な理由を記載するとともに，当該居宅サ

ービス計画を市町村に届け出なければなら

ない。 

(19)介護支援専門員は，利用者が訪問看護，

通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望している場合その他必要な場

合には，利用者の同意を得て主治の医師又

は歯科医師（以下「主治の医師等」とい

(19)介護支援専門員は，利用者が訪問看護，

通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望している場合その他必要な場

合には，利用者の同意を得て主治の医師等            

                     



う。）の意見を求めなければならない。    の意見を求めなければならない。 

 （新設） (19の 2) 前号の場合において，介護支援専門

員は，居宅サービス計画を作成した際に

は，当該居宅サービス計画を主治の医師等

に交付しなければならない。 

(20)～(27) （略） (20)～(27) （略） 

 

(6) 呉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（議第

３９号関係） 

現行 改正案 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定介護予防支援事業者は，事業の運営に

当たっては，市，地域包括支援センター（法

第１１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターをいう。以下同じ。），老人介

護支援センター（老人福祉法（昭和３８年法

律第１３３号）第２０条の７の２に規定する

老人介護支援センターをいう。），指定居宅

介護支援事業者，他の指定介護予防支援事業

者，介護保険施設                       

                      

                      

                      

 ，住民による自発的な活動によるサービス

を含めた地域における様々な取組を行う者等

との連携に努めなければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は，事業の運営に

当たっては，市，地域包括支援センター（法

第１１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターをいう。以下同じ。），老人介

護支援センター（老人福祉法（昭和３８年法

律第１３３号）第２０条の７の２に規定する

老人介護支援センターをいう。），指定居宅

介護支援事業者，他の指定介護予防支援事業

者，介護保険施設，障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１

項第１号に規定する指定特定相談支援事業

者，住民による自発的な活動によるサービス

を含めた地域における様々な取組を行う者等

との連携に努めなければならない。 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防

支援の提供の開始に際し，あらかじめ，利用

申込者又はその家族に対し介護予防サービス

計画（法第８条の２第１６項に規定する介護

予防サービス計画をいう。以下同じ。）が第

４条に規定する基本方針及び利用者の希望に

基づき作成されるものである          

                      

                      

                      

２ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防

支援の提供の開始に際し，あらかじめ，利用

申込者又はその家族に対し介護予防サービス

計画（法第８条の２第１６項に規定する介護

予防サービス計画をいう。以下同じ。）が第

４条に規定する基本方針及び利用者の希望に

基づき作成されるものであり，利用者は複数

の指定居宅サービス事業者（法第５３条第１

項に規定する指定介護予防サービス事業者を

いう。以下同じ。）等を紹介するよう求める



      こと等について説明を行い，理

解を得なければならない。 

ことができること等について説明を行い，理

解を得なければならない。 

 （新設） ３ 指定介護予防支援事業者は，指定介護予防支

援の提供の開始に際し，あらかじめ，利用者

又はその家族に対し，利用者について，病院

又は診療所に入院する必要が生じた場合に

は，担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又

は診療所に伝えるよう求めなければならな

い。 

３・４ （略） ４・５ （略） 

５  第３項第１号の「電子情報処理組織」と

は，指定介護予防支援事業者の使用に係る電

子計算機と，利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

６  第４項第１号の「電子情報処理組織」と

は，指定介護予防支援事業者の使用に係る電

子計算機と，利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

６ 指定介護予防支援事業者は，第３項各号に

掲げる方法により第１項に規定する重要事項

を提供しようとするときは，あらかじめ，当

該利用申込者又はその家族に対し，その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し，文書又は電磁的方法による承諾を得なけ

ればならない。 

７ 指定介護予防支援事業者は，第４項各号に

掲げる方法により第１項に規定する重要事項

を提供しようとするときは，あらかじめ，当

該利用申込者又はその家族に対し，その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し，文書又は電磁的方法による承諾を得なけ

ればならない。 

(1) 第３項各号に掲げる方法のうち指定介護

予防支援事業者が使用するもの 

(1) 第４項各号に掲げる方法のうち指定介護

予防支援事業者が使用するもの 

 (2) （略）  (2) （略） 

７ （略） ８ （略） 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） （指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３３条  指定介護予防支援の方針は，第４条

に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき，次に掲げるところによる

ものとする。 

第３３条  指定介護予防支援の方針は，第４条

に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき，次に掲げるところによる

ものとする。 

(1) ～(8)  (略) (1) ～(8)  (略) 

(9) 担当職員は，サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のため

に                     

     介護予防サービス計画の原案に位置

付けた指定介護予防サービス等の担当者

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 担 当 者 」 と い

う。）を招集して行う会議をいう。以下同

じ。）の開催により，利用者の状況等に関

(9) 担当職員は，サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のため

に，利用者及びその家族の参加を基本とし

つつ，介護予防サービス計画の原案に位置

付けた指定介護予防サービス等の担当者

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 担 当 者 」 と い

う。）を招集して行う会議をいう。以下同

じ。）の開催により，利用者の状況等に関



する情報を担当者と共有するとともに，当

該介護予防サービス計画の原案の内容につ

いて，担当者から，専門的な見地からの意

見を求めること。ただし，やむを得ない理

由がある場合については，担当者に対する

照会等により意見を求めることができるも

のとする。 

する情報を担当者と共有するとともに，当

該介護予防サービス計画の原案の内容につ

いて，担当者から，専門的な見地からの意

見を求めること。ただし，やむを得ない理

由がある場合については，担当者に対する

照会等により意見を求めることができるも

のとする。 

(10)～(14) （略） (10)～(14) （略） 

 （新設） (14の 2) 担当職員は，指定介護予防サービス

事業者等から利用者に係る情報の提供を受

けたときその他必要と認めるときは，利用

者の服薬状況，口腔
くう

機能その他の利用者の

心身又は生活の状況に係る情報のうち必要

と認めるものを，利用者の同意を得て主治

の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供

するものとする。 

(15)～(20) （略） (15)～(20) （略） 

(21)担当職員は，利用者が介護予防訪問看

護，介護予防通所リハビリテーション等の

医療サービスの利用を希望している場合そ

の他必要な場合には，利用者の同意を得て

主治の医師又は歯科医師（以下       

     「主治の医師等」という。）の

意見を求めること。 

(21)担当職員は，利用者が介護予防訪問看

護，介護予防通所リハビリテーション等の

医療サービスの利用を希望している場合そ

の他必要な場合には，利用者の同意を得て

主治の医師又は歯科医師（次号及び第２２

号において「主治の医師等」という。）の

意見を求めること。 

 （新設） (21の 2) 前号の場合において，担当職員は，

介護予防サービス計画を作成した際には，

当該介護予防サービス計画を主治の医師等

に交付しなければならない。 

(22)～(28) （略） (22)～(28) （略） 

 

 (7) 呉市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例（議第４０号関係） 

現行 改正案 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は，専ら当

該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者

でなければならない。ただし，指定介護老人

福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉施設

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は，専ら当

該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者

でなければならない。ただし，指定介護老人

福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉施設



（第４４条に規定するユニット型指定介護老

人福祉施設をいう。以下この項において同

じ。）を除く。以下この項において同じ。）

及びユニット型指定介護老人福祉施設を併設

する場合                  

                      

                      

            又は指定介護老人

福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設（指定地域密着型サービスの事

業の人員，設備及び運営に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地

域密着型サービス基準」という。）第１５８

条に規定するユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設をいう。            

  ）を併設する場合の           

                      

    介護職員及び看護職員（第５３条第

２項              の規定に

基づき配置される看護職員に限る。）を除

き，入所者の処遇に支障がない場合は，この

限りでない。 

（第４４条に規定するユニット型指定介護老

人福祉施設をいう。以下この項において同

じ。）を除く。以下この項において同じ。）

に  ユニット型指定介護老人福祉施設を併設

する場合の指定介護老人福祉施設及びユニッ

ト型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看

護職員（第５３条第２項の規定に基づき配置

される看護職員に限る。）又は指定介護老人

福祉施設に ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設（指定地域密着型サービスの事

業の人員，設備及び運営に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地

域密着型サービス基準」という。）第１５８

条に規定するユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設をいう。以下この項において同

じ。）を併設する場合の指定介護老人福祉施

設及びユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設の介護職員及び看護職員（指定地域密

着型サービス基準第１６７条第２項の規定に

基づき配置される看護職員に限る。）を除

き，入所者の処遇に支障がない場合は，この

限りでない。 

５～１０ （略） ５～１０ （略） 

（サービス提供困難時の対応） （サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定介護老人福祉施設は，入所申込者

が入院治療を必要とする場合その他入所申込

者に対し自ら適切な便宜を提供することが困

難である場合は，適切な病院若しくは診療所

又は介護老人保健施設          を

紹介する等の適切な措置を速やかに講じなけ

ればならない。 

第９条 指定介護老人福祉施設は，入所申込者

が入院治療を必要とする場合その他入所申込

者に対し自ら適切な便宜を提供することが困

難である場合は，適切な病院若しくは診療所

又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を

紹介する等の適切な措置を速やかに講じなけ

ればならない。 

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） （指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２～５ （略）  ２～５ （略）  

 （新設） ６ 指定介護老人福祉施設は，身体的拘束等の

適正化を図るため，次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その



他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

６ （略） ７ （略） 

  （緊急時等の対応） 

 （新設） 第２５条の２  指定介護老人福祉施設は，現に

指定介護福祉施設サービスの提供を行ってい

るときに入所者の病状の急変が生じた場合そ

の他必要な場合のため，あらかじめ，第５条

第１項第１号に掲げる医師との連携方法その

他の緊急時等における対応方法を定めておか

なければならない。 

（運営規程） （運営規程） 

第２９条  指定介護老人福祉施設は，次に掲げ

る施設の運営についての重要事項に関する規

程（以下「運営規程」という。）を定めてお

かなければならない。 

第２９条  指定介護老人福祉施設は，次に掲げ

る施設の運営についての重要事項に関する規

程（以下「運営規程」という。）を定めてお

かなければならない。 

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略） 

（新設） (6) 緊急時等における対応方法 

 (6) ・(7) （略）  (7) ・(8) （略） 

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） （指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第４８条 （略） 第４８条 （略） 

２～７ （略）  ２～７ （略）  

 （新設） ８ ユニット型指定介護老人福祉施設は，身体

的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措

置を講じなければならない。 

  (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

  (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

  (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

８ （略） ９ （略） 

（運営規程） （運営規程） 



第５２条  ユニット型指定介護老人福祉施設

は，次に掲げる施設の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

第５２条  ユニット型指定介護老人福祉施設

は，次に掲げる施設の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならな

い。 

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略） 

（新設）  (7) 緊急時等における対応方法 

 (7) ・(8) （略）  (8) ・(9) （略） 

付 則 付 則 

第５条 一般病床（医療法第７条第２項第５号

の病床をいう。以下同じ。），精神病床（同

項第１号の病床のうち健康保険法等の一部を

改正する法律（平成１８年法律第８３号）附

則第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた介護保険法施行

令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２

項に規定する病床に係るものに限る。以下同

じ。）又は療養病床（医療法第７条第２項第

４号の病床をいう。以下同じ。）を有する病

院の一般病床，精神病床又は療養病床を平成

３０年３月３１日までの間に転換（当該病院

の一般病床，精神病床又は療養病床の病床数

を減少させるとともに，当該病院の施設を介

護老人保健施設，軽費老人ホーム（老人福祉

法第２０条の６に規定する軽費老人ホームを

いう。以下同じ。）その他の要介護者，要支

援者その他の者を入所させ，又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。）し，

指定介護老人福祉施設を開設しようとする場

合における，当該転換に係る食堂及び機能訓

練室については，第６条第１項第７号アの規

定にかかわらず，食堂は，１平方メートルに

入所定員を乗じて得た面積以上を有し，機能

訓練室は，４０平方メートル以上の面積を有

しなければならない。ただし，食事の提供又

は機能訓練を行う場合において，当該食事の

提供又は機能訓練に支障がない広さを確保す

ることができるときは，同一の場所とするこ

とができるものとする。 

第５条 一般病床（医療法第７条第２項第５号

の病床をいう。以下同じ。），精神病床（同

項第１号の病床のうち健康保険法等の一部を

改正する法律（平成１８年法律第８３号）附

則第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた介護保険法施行

令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２

項に規定する病床に係るものに限る。以下同

じ。）又は療養病床（医療法第７条第２項第

４号の病床をいう。以下同じ。）を有する病

院の一般病床，精神病床又は療養病床を平成

３６年３月３１日までの間に転換（当該病院

の一般病床，精神病床又は療養病床の病床数

を減少させるとともに，当該病院の施設を介

護老人保健施設，軽費老人ホーム（老人福祉

法第２０条の６に規定する軽費老人ホームを

いう。以下同じ。）その他の要介護者，要支

援者その他の者を入所させ，又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。）し，

指定介護老人福祉施設を開設しようとする場

合における，当該転換に係る食堂及び機能訓

練室については，第６条第１項第７号アの規

定にかかわらず，食堂は，１平方メートルに

入所定員を乗じて得た面積以上を有し，機能

訓練室は，４０平方メートル以上の面積を有

しなければならない。ただし，食事の提供又

は機能訓練を行う場合において，当該食事の

提供又は機能訓練に支障がない広さを確保す

ることができるときは，同一の場所とするこ

とができるものとする。 

第６条 一般病床又は療養病床を有する診療所

の一般病床又は療養病床を平成３０年３月３

第６条 一般病床又は療養病床を有する診療所

の一般病床又は療養病床を平成３６年３月３



１日までの間に転換（当該診療所の一般病床

又は療養病床の病床数を減少させるととも

に，当該診療所の施設を介護老人保健施設，

軽費老人ホームその他の要介護者，要支援者

その他の者を入所させ，又は入居させるため

の施設の用に供することをいう。）し，指定

介護老人福祉施設を開設しようとする場合に

おいて，当該転換に係る食堂及び機能訓練室

については，第６条第１項第７号アの規定に

かかわらず，次の各号に掲げる基準のいずれ

かに適合するものとする。 

１日までの間に転換（当該診療所の一般病床

又は療養病床の病床数を減少させるととも

に，当該診療所の施設を介護老人保健施設，

軽費老人ホームその他の要介護者，要支援者

その他の者を入所させ，又は入居させるため

の施設の用に供することをいう。）し，指定

介護老人福祉施設を開設しようとする場合に

おいて，当該転換に係る食堂及び機能訓練室

については，第６条第１項第７号アの規定に

かかわらず，次の各号に掲げる基準のいずれ

かに適合するものとする。 

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略） 

第７条 一般病床，精神病床若しくは療養病床

を有する病院の一般病床，精神病床若しくは

療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有

する診療所の一般病床若しくは療養病床を平

成３０年３月３１日までの間に転換（当該病

院の一般病床，精神病床若しくは療養病床又

は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の

病床数を減少させるとともに，当該病院又は

診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人

ホームその他の要介護者，要支援者その他の

者を入所させ，又は入居させるための施設の

用に供することをいう。）し，指定介護老人

福祉施設を開設しようとする場合において

は，第６条第１項第８号及び第４６条第１項

第４号の規定にかかわらず，当該転換に係る

廊下の幅については，１．２メートル以上

（中廊下にあっては，１．６メートル以上）

とする。 

第７条 一般病床，精神病床若しくは療養病床

を有する病院の一般病床，精神病床若しくは

療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有

する診療所の一般病床若しくは療養病床を平

成３６年３月３１日までの間に転換（当該病

院の一般病床，精神病床若しくは療養病床又

は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の

病床数を減少させるとともに，当該病院又は

診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人

ホームその他の要介護者，要支援者その他の

者を入所させ，又は入居させるための施設の

用に供することをいう。）し，指定介護老人

福祉施設を開設しようとする場合において

は，第６条第１項第８号及び第４６条第１項

第４号の規定にかかわらず，当該転換に係る

廊下の幅については，１．２メートル以上

（中廊下にあっては，１．６メートル以上）

とする。 

 

(8) 呉市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例（議第４１号関係） 

現行 改正案 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第４条 (略) 第４条 (略) 

２・３ （略）  ２・３ （略）  

４ 介護老人保健施設の従業者は，専ら当該介

護老人保健施設の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし，介護老人保健施設（ユ

４ 介護老人保健施設の従業者は，専ら当該介

護老人保健施設の職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし，介護老人保健施設（ユ



ニット型介護老人保健施設（第４４条に規定

するユニット型介護老人保健施設をいう。以

下この項において同じ。）を除く。）及び        

          ユニット型介護老人保

健施設を併設する場合                   

              の介護職員を

除き，入所者の処遇に支障がない場合には，

この限りでない。 

ニット型介護老人保健施設（第４４条に規定

するユニット型介護老人保健施設をいう。以

下この項において同じ。）を除く。以下この

項において同じ。）にユニット型介護老人保

健施設を併設する場合の介護老人保健施設及

びユニット型介護老人保健施設の介護職員を

除き，入所者の処遇に支障がない場合には，

この限りでない。 

５ （略） ５ （略） 

６ 第１項第３号から第６号までの規定にかか

わらず，サテライト型小規模介護老人保健施

設（当該施設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の介護老人保健施設    

        又は病院若しくは診療所

（以下「本体施設」という。）との密接な連

携を確保しつつ，本体施設とは別の場所で運

営され，入所者の在宅への復帰の支援を目的

とする定員２９人以下の介護老人保健施設を

いう。以下同じ。）の支援相談員，理学療法

士，作業療法士若しくは言語聴覚士，栄養士

又は介護支援専門員については，次に掲げる

本体施設の場合には，次の各号に掲げる区分

に応じ，当該各号に定める職員により当該サ

テライト型小規模介護老人保健施設の入所者

の処遇が適切に行われると認められるとき

は，これを置かないことができる。 

６ 第１項第３号から第６号までの規定にかか

わらず，サテライト型小規模介護老人保健施

設（当該施設を設置しようとする者により設

置される当該施設以外の介護老人保健施設若

しくは介護医療院又は病院若しくは診療所

（以下「本体施設」という。）との密接な連

携を確保しつつ，本体施設とは別の場所で運

営され，入所者の在宅への復帰の支援を目的

とする定員２９人以下の介護老人保健施設を

いう。以下同じ。）の支援相談員，理学療法

士，作業療法士若しくは言語聴覚士，栄養士

又は介護支援専門員については，次に掲げる

本体施設の場合には，次の各号に掲げる区分

に応じ，当該各号に定める職員により当該サ

テライト型小規模介護老人保健施設の入所者

の処遇が適切に行われると認められるとき

は，これを置かないことができる。 

(1) （略） (1) （略） 

 （新設） (2) 介護医療院 医師，栄養士又は介護支援

専門員 

(2) （略） (3) （略） 

７ 第１項第３号から第６号までの規定にかか

わらず，医療機関併設型小規模介護老人保健

施設（病院又は診療所          に

併設され，入所者の在宅への復帰の支援を目

的とする定員２９人以下の介護老人保健施設

であって，前項に規定するサテライト型小規

模介護老人保健施設以外のものをいう。以下

同じ。）の支援相談員，理学療法士，作業療

法士若しくは言語聴覚士，栄養士又は介護支

援専門員の員数の基準は，次のとおりとす

７ 第１項第３号から第６号までの規定にかか

わらず，医療機関併設型小規模介護老人保健

施設（介護医療院又は病院若しくは診療所に

併設され，入所者の在宅への復帰の支援を目

的とする定員２９人以下の介護老人保健施設

であって，前項に規定するサテライト型小規

模介護老人保健施設以外のものをいう。以下

同じ。）の支援相談員，理学療法士，作業療

法士若しくは言語聴覚士，栄養士又は介護支

援専門員の員数の基準は，次のとおりとす



る。 る。 

(1) 理学療法士，作業療法士若しくは言語聴

覚士又は栄養士 併設される病院又は    

       診療所の理学療法士，作業

療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士によ

り当該医療機関併設型小規模介護老人保健

施設の入所者の処遇が適切に行われると認

められるときは，置かないことができるこ

と。 

(1) 理学療法士，作業療法士若しくは言語聴

覚士又は栄養士  併設される介護医療院又

は病院若しくは診療所の理学療法士，作業

療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士によ

り当該医療機関併設型小規模介護老人保健

施設の入所者の処遇が適切に行われると認

められるときは，置かないことができるこ

と。 

(2) （略） (2) （略） 

   第４章 施設及び設備に関する基準    第４章 施設及び設備に関する基準 

（条例で定める施設） （条例で定める施設） 

第５条 介護老人保健施設が法第９７条第１項

の規定に基づき有しなければならない施設

は，同項の規定に基づく厚生労働省令で定め

るもののほか，次のとおりとする。ただし，

サテライト型小規模介護老人保健施設の場合

にあっては，本体施設の施設を利用すること

により当該サテライト型小規模介護老人保健

施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切

に行われると認められるときは，調理室，洗

濯室又は洗濯場及び汚物処理室を，医療機関

併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっ

ては，併設される病院又は          

 診療所の施設を利用することにより，当該

医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び

当該病院又は         診療所の入

所者及び入院患者の処遇が適切に行われると

認められるときは，これらの施設を有しない

ことができる。 

第５条 介護老人保健施設が法第９７条第１項

の規定に基づき有しなければならない施設

は，同項の規定に基づく厚生労働省令で定め

るもののほか，次のとおりとする。ただし，

サテライト型小規模介護老人保健施設の場合

にあっては，本体施設の施設を利用すること

により当該サテライト型小規模介護老人保健

施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切

に行われると認められるときは，調理室，洗

濯室又は洗濯場及び汚物処理室を，医療機関

併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっ

ては，併設される介護医療院又は病院若しく

は診療所の施設を利用することにより，当該

医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び

当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入

所者及び入院患者の処遇が適切に行われると

認められるときは，これらの施設を有しない

ことができる。 

(1) ～(10)（略） (1) ～(10)（略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（介護保健施設サービスの取扱方針） （介護保健施設サービスの取扱方針） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２～５ （略）  ２～５ （略）  

 （新設） ６ 介護老人保健施設は，身体的拘束等の適正化

を図るため，次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると



ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

６ （略） ７ （略） 

（条例で定める施設） （条例で定める施設） 

第４５条  ユニット型介護老人保健施設が法第

９７条第１項の規定により有しなければなら

ない施設は，同項に規定する厚生労働省令で

定めるもののほか，次のとおりとする。ただ

し，ユニット型サテライト型小規模介護老人

保健施設（ユニットごとに入居者の日常生活

が営まれ，これに対する支援が行われるサテ

ライト型小規模介護老人保健施設をいう。以

下同じ。）にあっては，本体施設の施設を利

用することにより，当該ユニット型サテライ

ト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施

設の入居者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは，調理室，洗濯室又は洗濯場及び

汚物処理室を，ユニット型医療機関併設型小

規模介護老人保健施設（ユニットごとに入居

者の日常生活が営まれ，これに対する支援が

行われる医療機関併設型小規模介護老人保健

施設をいう。以下同じ。）にあっては，併設

される病院又は          診療所の

施設を利用することにより，当該ユニット型

医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び

当該病院又は          診療所の入

居者又は入院患者の処遇が適切に行われると

認められるときは，これらの施設を有しない

ことができる。 

第４５条  ユニット型介護老人保健施設が法第

９７条第１項の規定により有しなければなら

ない施設は，同項に規定する厚生労働省令で

定めるもののほか，次のとおりとする。ただ

し，ユニット型サテライト型小規模介護老人

保健施設（ユニットごとに入居者の日常生活

が営まれ，これに対する支援が行われるサテ

ライト型小規模介護老人保健施設をいう。以

下同じ。）にあっては，本体施設の施設を利

用することにより，当該ユニット型サテライ

ト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施

設の入居者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは，調理室，洗濯室又は洗濯場及び

汚物処理室を，ユニット型医療機関併設型小

規模介護老人保健施設（ユニットごとに入居

者の日常生活が営まれ，これに対する支援が

行われる医療機関併設型小規模介護老人保健

施設をいう。以下同じ。）にあっては，併設

される介護医療院又は病院若しくは診療所の

施設を利用することにより，当該ユニット型

医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び

当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入

居者又は入院患者の処遇が適切に行われると

認められるときは，これらの施設を有しない

ことができる。 

(1) ～(8) （略） (1) ～(8) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（介護保健施設サービスの取扱方針） （介護保健施設サービスの取扱方針） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

 （新設） ８ ユニット型介護老人保健施設は，身体的拘束



等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講

じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

８ （略） ９ （略） 

付 則 付 則 

第６条 一般病床，精神病床（健康保険法等の

一部を改正する法律（平成１８年法律第８３

号）附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた介護保険

法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４

条第２項に規定する病床に係るものに限る。

以下同じ。）又は療養病床を有する病院の開

設者が，当該病院の一般病床，精神病床又は

療養病床を平成３０年３月３１日までの間に

転換（当該病院の一般病床，精神病床又は療

養病床の病床数を減少させるとともに，当該

病院の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホ

ーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の６に規定する軽費老人ホーム

をいう。以下同じ。）その他の要介護者，要

支援者その他の者を入所又は入居させるため

の施設の用に供することをいう。）を行って

介護老人保健施設を開設する場合における当

該転換に係る食堂については，第５条第２項

第２号中「２平方メートル」とあるのは，

「１平方メートル」とする。 

第６条 一般病床，精神病床（健康保険法等の

一部を改正する法律（平成１８年法律第８３

号）附則第１３０条の２第１項の規定により

なおその効力を有するものとされた介護保険

法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４

条第２項に規定する病床に係るものに限る。

以下同じ。）又は療養病床を有する病院の開

設者が，当該病院の一般病床，精神病床又は

療養病床を平成３６年３月３１日までの間に

転換（当該病院の一般病床，精神病床又は療

養病床の病床数を減少させるとともに，当該

病院の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホ

ーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の６に規定する軽費老人ホーム

をいう。以下同じ。）その他の要介護者，要

支援者その他の者を入所又は入居させるため

の施設の用に供することをいう。）を行って

介護老人保健施設を開設する場合における当

該転換に係る食堂については，第５条第２項

第２号中「２平方メートル」とあるのは，

「１平方メートル」とする。 

第７条 一般病床又は療養病床を有する診療所

の開設者が，当該診療所の一般病床又は療養

病床を平成３０年３月３１日までの間に転換

（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床

数を減少させるとともに，当該診療所の施設

を介護老人保健施設，軽費老人ホームその他

第７条 一般病床又は療養病床を有する診療所

の開設者が，当該診療所の一般病床又は療養

病床を平成３６年３月３１日までの間に転換

（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床

数を減少させるとともに，当該診療所の施設

を介護老人保健施設，軽費老人ホームその他



の要介護者，要支援者その他の者を入所さ

せ，又は入居させるための施設の用に供する

ことをいう。）を行って介護老人保健施設

（ユニット型介護老人保健施設を除く。）を

開設する場合における当該転換に係る食堂に

ついては，第５条第２項第２号の規定にかか

わらず，次の各号に掲げる基準のいずれかに

適合するものとする。 

の要介護者，要支援者その他の者を入所さ

せ，又は入居させるための施設の用に供する

ことをいう。）を行って介護老人保健施設

（ユニット型介護老人保健施設を除く。）を

開設する場合における当該転換に係る食堂に

ついては，第５条第２項第２号の規定にかか

わらず，次の各号に掲げる基準のいずれかに

適合するものとする。 

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略） 

第８条 一般病床，精神病床若しくは療養病床

を有する病院又は一般病床若しくは療養病床

を有する診療所の開設者が，当該病院の一般

病床，精神病床若しくは療養病床又は当該診

療所の一般病床若しくは療養病床を平成３０

年３月３１日までの間に転換（当該病院の一

般病床，精神病床若しくは療養病床又は当該

診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数

を減少させるとともに，当該病院又は診療所

の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホーム

その他の要介護者，要支援者その他の者を入

所させ，又は入居させるための施設の用に供

することをいう。次条及び付則第１０条にお

いて同じ。）を行って介護老人保健施設を開

設する場合における当該転換に係る建物につ

いては，第６条第１項第１号の規定は，適用

しない。 

第８条 一般病床，精神病床若しくは療養病床

を有する病院又は一般病床若しくは療養病床

を有する診療所の開設者が，当該病院の一般

病床，精神病床若しくは療養病床又は当該診

療所の一般病床若しくは療養病床を平成３６

年３月３１日までの間に転換（当該病院の一

般病床，精神病床若しくは療養病床又は当該

診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数

を減少させるとともに，当該病院又は診療所

の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホーム

その他の要介護者，要支援者その他の者を入

所させ，又は入居させるための施設の用に供

することをいう。次条及び付則第１０条にお

いて同じ。）を行って介護老人保健施設を開

設する場合における当該転換に係る建物につ

いては，第６条第１項第１号の規定は，適用

しない。 

第９条 一般病床，精神病床若しくは療養病床

を有する病院又は一般病床若しくは療養病床

を有する診療所の開設者が，当該病院の一般

病床，精神病床若しくは療養病床又は当該診

療所の一般病床若しくは療養病床を平成３０

年３月３１日までの間に転換を行って介護老

人保健施設を開設する場合における当該転換

に係る屋内の直通階段及びエレベーターにつ

いては，第６条第１項第２号中「屋内の直通

階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設け

ること」とあるのは，「屋内の直通階段を２

以上設けること。ただし，エレベーターが設

置されているもの又は２階以上の各階におけ

る療養室の床面積の合計がそれぞれ５０平方

第９条 一般病床，精神病床若しくは療養病床

を有する病院又は一般病床若しくは療養病床

を有する診療所の開設者が，当該病院の一般

病床，精神病床若しくは療養病床又は当該診

療所の一般病床若しくは療養病床を平成３６

年３月３１日までの間に転換を行って介護老

人保健施設を開設する場合における当該転換

に係る屋内の直通階段及びエレベーターにつ

いては，第６条第１項第２号中「屋内の直通

階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設け

ること」とあるのは，「屋内の直通階段を２

以上設けること。ただし，エレベーターが設

置されているもの又は２階以上の各階におけ

る療養室の床面積の合計がそれぞれ５０平方



メートル（主要構造部が耐火構造であるか，

又は不燃材料（建築基準法第２条第９号に規

定する不燃材料をいう。）で造られている建

築物にあっては１００平方メートル）以下の

ものについては，屋内の直通階段を１とする

ことができる」とする。 

メートル（主要構造部が耐火構造であるか，

又は不燃材料（建築基準法第２条第９号に規

定する不燃材料をいう。）で造られている建

築物にあっては１００平方メートル）以下の

ものについては，屋内の直通階段を１とする

ことができる」とする。 

第１０条  一般病床，精神病床若しくは療養病

床を有する病院又は一般病床若しくは療養病

床を有する診療所の開設者が，当該病院の一

般病床，精神病床若しくは療養病床又は当該

診療所の一般病床若しくは療養病床を平成３

０年３月３１日までの間に転換を行って介護

老人保健施設を開設する場合における当該転

換に係る療養室に隣接する廊下については，

第６条第１項第５号ア及び第４５条第４項第

５号アの規定にかかわらず，幅は，１．２メ

ートル以上（中廊下にあっては，１．６メー

トル以上）とする。 

第１０条  一般病床，精神病床若しくは療養病

床を有する病院又は一般病床若しくは療養病

床を有する診療所の開設者が，当該病院の一

般病床，精神病床若しくは療養病床又は当該

診療所の一般病床若しくは療養病床を平成３

６年３月３１日までの間に転換を行って介護

老人保健施設を開設する場合における当該転

換に係る療養室に隣接する廊下については，

第６条第１項第５号ア及び第４５条第４項第

５号アの規定にかかわらず，幅は，１．２メ

ートル以上（中廊下にあっては，１．６メー

トル以上）とする。 

 

(9) 呉市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条

例（議第４２号関係） 

現行 改正案 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 指定介護療養型医療施設の従業者は，専ら

当該指定介護療養型医療施設の職務に従事す

ることができる者をもって充てなければなら

ない。ただし，指定介護療養型医療施設（ユ

ニット型指定介護療養型医療施設（第４２条

に規定するユニット型指定介護療養型医療施

設をいう。以下この項において同じ。）を除

く。）及び           ユニット

型指定介護療養型医療施設を併設する場合の 

                        

          介護職員を除き，入院

患者の処遇に支障がない場合は，この限りで

ない。 

７ 指定介護療養型医療施設の従業者は，専ら

当該指定介護療養型医療施設の職務に従事す

ることができる者をもって充てなければなら

ない。ただし，指定介護療養型医療施設（ユ

ニット型指定介護療養型医療施設（第４２条

に規定するユニット型指定介護療養型医療施

設をいう。以下この項において同じ。）を除

く。以下この項において同じ。）にユニット

型指定介護療養型医療施設を併設する場合の

指定介護療養型医療施設及びユニット型指定

介護療養型医療施設の介護職員を除き，入院

患者の処遇に支障がない場合は，この限りで

ない。 

８～１０ （略） ８～１０ （略） 

（指定介護療養施設サービスの取扱方針） （指定介護療養施設サービスの取扱方針） 



第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 （新設） ６ 指定介護療養型医療施設は，身体的拘束等

の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じ

なければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

６ （略） ７ （略） 

（指定介護療養施設サービスの取扱方針） （指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第４８条 （略） 第４８条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

 （新設） ８ ユニット型指定介護療養型医療施設は，身

体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる

措置を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

８ （略） ９ （略） 

付 則 付 則 

第９条 療養病床を有する病院の開設者が，当

該病院の療養病床の転換（当該療養病床の病

床数を減少させるとともに，当該病院の施設

を介護老人保健施設，軽費老人ホーム（老人

福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０

条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以

下同じ。）その他の要介護者，要支援者その

他の者を入所又は入居させるための施設の用

第９条 療養病床を有する病院の開設者が，当

該病院の療養病床の転換（当該療養病床の病

床数を減少させるとともに，当該病院の施設

を介護老人保健施設，軽費老人ホーム（老人

福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０

条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以

下同じ。）その他の要介護者，要支援者その

他の者を入所又は入居させるための施設の用



に供することをいう。付則第１１条において

同じ。）を行おうとして，その旨を市長に届

け出た病院である指定介護療養型医療施設に

ついては，平成３０年３月３１日までの間

は，第４条第１項第２号中「６」とあるのは

「８」と，同項第３号中「６」とあるのは

「４」とする。 

に供することをいう。付則第１１条において

同じ。）を行おうとして，その旨を市長に届

け出た病院である指定介護療養型医療施設に

ついては，平成３６年３月３１日までの間

は，第４条第１項第２号中「６」とあるのは

「８」と，同項第３号中「６」とあるのは

「４」とする。 

第１０条  老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院の開設者が，当該病院の精神病床（旧令

第４条第２項に規定する病床に係るものに限

る。以下同じ。）の転換（当該精神病床の病

床数を減少させるとともに，当該病院の施設

を介護老人保健施設，軽費老人ホームその他

の要介護者，要支援者その他の者を入所又は

入居させるための施設の用に供することをい

う。付則第１２条において同じ。）を行おう

として，その旨を市長に届け出た病院である

指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の

員数は，平成３０年３月３１日までの間は，

第４条第３項の規定にかかわらず，次の各号

に掲げる従業者の区分に応じて，当該各号に

定めるとおりとする。 

第１０条  老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院の開設者が，当該病院の精神病床（旧令

第４条第２項に規定する病床に係るものに限

る。以下同じ。）の転換（当該精神病床の病

床数を減少させるとともに，当該病院の施設

を介護老人保健施設，軽費老人ホームその他

の要介護者，要支援者その他の者を入所又は

入居させるための施設の用に供することをい

う。付則第１２条において同じ。）を行おう

として，その旨を市長に届け出た病院である

指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の

員数は，平成３６年３月３１日までの間は，

第４条第３項の規定にかかわらず，次の各号

に掲げる従業者の区分に応じて，当該各号に

定めるとおりとする。 

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略） 

第１１条  療養病床を有する病院の開設者が，

当該病院の療養病床の転換を行おうとして，

その旨を市長に届け出た病院である指定介護

療養型医療施設の当該届出に係る病床に係る

病室に隣接する廊下については，平成３０年

３月３１日までの間は，第５条第２項第３号

及び第４４条第２項第２号中「１．８メート

ル 」 と あ る の は 「 １ ． ２ メ ー ト ル 」 と ，

「２．７メートル」とあるのは「１．６メー

トル」とする。 

第１１条  療養病床を有する病院の開設者が，

当該病院の療養病床の転換を行おうとして，

その旨を市長に届け出た病院である指定介護

療養型医療施設の当該届出に係る病床に係る

病室に隣接する廊下については，平成３６年

３月３１日までの間は，第５条第２項第３号

及び第４４条第２項第２号中「１．８メート

ル 」 と あ る の は 「 １ ． ２ メ ー ト ル 」 と ，

「２．７メートル」とあるのは「１．６メー

トル」とする。 

第１２条  老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院の開設者が，当該病院の精神病床の転換

を行おうとして，その旨を市長に届け出た病

院である指定介護療養型医療施設の当該届出

に係る病床に係る病室に隣接する廊下につい

ては，平成３０年３月３１日までの間は，第

７条第２項第４号中「１．８メートル」とあ

第１２条  老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院の開設者が，当該病院の精神病床の転換

を行おうとして，その旨を市長に届け出た病

院である指定介護療養型医療施設の当該届出

に係る病床に係る病室に隣接する廊下につい

ては，平成３６年３月３１日までの間は，第

７条第２項第４号中「１．８メートル」とあ



るのは「１．２メートル」と，「２．７メー

トル以上（医療法施行規則第４３条の２の規 

るのは「１．２メートル」と，「２．７メー

トル以上（医療法施行規則第４３条の２の規 

定の適用を受ける病院の廊下の幅にあって

は ， ２ ． １ メ ー トル以 上 ） 」 と あ る の は

「１．６メートル以上」とする。 

定の適用を受ける病院の廊下の幅にあって

は ， ２ ． １ メ ー トル以 上 ） 」 と あ る の は

「１．６メートル以上」とする。 

 

 (10)呉市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（議第４３

号関係） 

現行 改正案 

（職員配置の基準） （職員配置の基準） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２～１１ （略） ２～１１ （略） 

１２ 第１項第６号の規定にかかわらず，サテ

ライト型軽費老人ホーム（当該施設を設置し

ようとする者により設置される当該施設以外

の介護老人保健施設          又は

診療所（医療法（昭和２３年法律第２０５

号）第１条の５第２項に規定する診療所をい

う。以下同じ。）であって当該施設に対する

支援機能を有するもの（以下この項において

「本体施設」という。）との密接な連携を確

保しつつ，本体施設とは別の場所で運営され

る入所定員が２９人以下の軽費老人ホームを

いう。以下この項において同じ。）の調理員

その他の職員については，次に掲げる本体施

設の場合には，次の各号に掲げる区分に応

じ，当該各号に定める職員により当該サテラ

イト型軽費老人ホームの入所者に提供するサ

ービスが適切に行われていると認められると

きは，これを置かないことができる。 

１２ 第１項第６号の規定にかかわらず，サテ

ライト型軽費老人ホーム（当該施設を設置し

ようとする者により設置される当該施設以外

の介護老人保健施設若しくは介護医療院又は

診療所（医療法（昭和２３年法律第２０５

号）第１条の５第２項に規定する診療所をい

う。以下同じ。）であって当該施設に対する

支援機能を有するもの（以下この項において

「本体施設」という。）との密接な連携を確

保しつつ，本体施設とは別の場所で運営され

る入所定員が２９人以下の軽費老人ホームを

いう。以下この項において同じ。）の調理員

その他の職員については，次に掲げる本体施

設の場合には，次の各号に掲げる区分に応

じ，当該各号に定める職員により当該サテラ

イト型軽費老人ホームの入所者に提供するサ

ービスが適切に行われていると認められると

きは，これを置かないことができる。 

(1) 介護老人保健施設         調理

員又はその他の従業者 

(1) 介護老人保健施設又は介護医療院  調理

員又はその他の従業者 

(2) （略） (2) （略） 

１３ （略） １３ （略） 

（サービス提供の方針） （サービス提供の方針） 

第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 （新設） ５ 軽費老人ホームは，身体的拘束等の適正化

を図るため，次に掲げる措置を講じなければ

ならない。  



 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

 

(11)呉市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（議第４４号

関係） 

現行 改正案 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第１項第２号の規定にかかわらず，サテラ

イト型養護老人ホーム（当該施設を設置しよ

うとする者により設置される当該施設以外の

介護老人保健施設      又は病院若し

くは診療所であって当該施設に対する支援機

能を有するもの（以下この条において「本体

施設」という。）との密接な連携を確保しつ

つ，本体施設とは別の場所で運営される入所

定員が２９人以下の養護老人ホームをいう。

以下この条において同じ。）の医師について

は，本体施設の医師により当該サテライト型

養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に

行われると認められるときは，これを置かな

いことができる。 

６ 第１項第２号の規定にかかわらず，サテラ

イト型養護老人ホーム（当該施設を設置しよ

うとする者により設置される当該施設以外の

介護老人保健施設，介護医療院又は病院若し

くは診療所であって当該施設に対する支援機

能を有するもの（以下この条において「本体

施設」という。）との密接な連携を確保しつ

つ，本体施設とは別の場所で運営される入所

定員が２９人以下の養護老人ホームをいう。

以下この条において同じ。）の医師について

は，本体施設の医師により当該サテライト型

養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に

行われると認められるときは，これを置かな

いことができる。 

７～１１ (略) ７～１１ (略) 

１２ 第１項第３号，第６号及び第７号の規定

にかかわらず，サテライト型養護老人ホーム

の生活相談員，栄養士又は調理員，事務員そ

の他の職員については，次に掲げる本体施設

の場合には，次の各号に掲げる区分に応じ，

当該各号に定める職員により当該サテライト

型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行

われていると認められるときは，これを置か

ないことができる。 

１２ 第１項第３号，第６号及び第７号の規定

にかかわらず，サテライト型養護老人ホーム

の生活相談員，栄養士又は調理員，事務員そ

の他の職員については，次に掲げる本体施設

の場合には，次の各号に掲げる区分に応じ，

当該各号に定める職員により当該サテライト

型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行

われていると認められるときは，これを置か

ないことができる。 



(1) （略） (1) (略） 

 （新設）  (2) 介護医療院 栄養士又は調理員，事務員

その他の従業者 

(2) ・(3) （略） (3) ・(4) （略） 

（処遇の方針） （処遇の方針） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２～５ (略)   ２～５ (略)   

 （新設） ６ 養護老人ホームは，身体的拘束等の適正化

を図るため，次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，支援員その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 支援員その他の従業者に対し，身体的拘

束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。 

 

(12)呉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（議第４

５号関係） 

現行 改正案 

（職員の専従） （職員の専従） 

第７条 特別養護老人ホームの職員は，専ら当

該特別養護老人ホームの職務に従事する者で

なければならない。ただし，特別養護老人ホ

ーム（ユニット型特別養護老人ホーム（第３

３条に規定するユニット型特別養護老人ホー

ムをいう。以下この条において同じ。）を除

く。以下この条において同じ。）及びユニッ

ト型特別養護老人ホームを併設する場合         

                      

                      

                      

                      

                ，特別養

護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別

養護老人ホーム（第５０条に規定するユニッ

ト型地域密着型特別養護老人ホームをいう。

第７条 特別養護老人ホームの職員は，専ら当

該特別養護老人ホームの職務に従事する者で

なければならない。ただし，特別養護老人ホ

ーム（ユニット型特別養護老人ホーム（第３

３条に規定するユニット型特別養護老人ホー

ムをいう。以下この条において同じ。）を除

く。以下この条において同じ。）に  ユニッ

ト型特別養護老人ホームを併設する場合の特

別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老

人ホームの介護職員及び看護職員（第４１条

第２項（第５３条において準用する場合を含

む。）の規定に基づき配置される看護職員に

限る。以下この条において同じ。），特別養

護老人ホームに  ユニット型地域密着型特別

養護老人ホーム（第５０条に規定するユニッ

ト型地域密着型特別養護老人ホームをいう。



以下この条において同じ。）を併設する場合 

                      

                      

  ，地域密着型特別養護老人ホーム（第１

２条第７項に規定する地域密着型特別養護老

人ホームをいい，ユニット型地域密着型特別

養護老人ホームを除く。以下この条において

同じ。）及びユニット型特別養護老人ホーム

を併設する場合               

                      

         又は地域密着型特別養護

老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養

護老人ホームを併設する場合         

                      

         介護職員及び看護職員

（第４１条第２項の規定に基づき配置される

看護職員に限る。）を除き，入所者の処遇に

支障がない場合は，この限りでない。 

以下この条において同じ。）を併設する場合

の特別養護老人ホーム及びユニット型地域密

着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護

職員，地域密着型特別養護老人ホーム（第１

２条第７項に規定する地域密着型特別養護老

人ホームをいい，ユニット型地域密着型特別

養護老人ホームを除く。以下この条において

同じ。）に ユニット型特別養護老人ホーム

を併設する場合の地域密着型特別養護老人ホ

ーム及びユニット型特別養護老人ホームの介

護職員及び看護職員又は地域密着型特別養護

老人ホームに  ユニット型地域密着型特別養

護老人ホームを併設する場合の地域密着型特

別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型

特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員                          

                      

         を除き，入所者の処遇に

支障がない場合は，この限りでない。 

（運営規程） （運営規程） 

第８条 特別養護老人ホームは，次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

第８条 特別養護老人ホームは，次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略） 

 （新設） (6) 緊急時等における対応方法 

(6) ・(7) （略） (7) ・(8) （略） 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理

員，事務員その他の職員の数は，サテライト

型居住施設（当該施設を設置しようとする者

により設置される当該施設以外の特別養護老

人ホーム，介護老人保健施設         

  又は病院若しくは診療所であって当該施

設に対する支援機能を有するもの（以下「本

体施設」という。）と密接な連携を確保しつ

つ，本体施設とは別の場所で運営される地域

密着型特別養護老人ホーム（入所定員が２９

人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同

じ。）をいう。以下同じ。）の本体施設であ

７ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理

員，事務員その他の職員の数は，サテライト

型居住施設（当該施設を設置しようとする者

により設置される当該施設以外の特別養護老

人ホーム，介護老人保健施設若しくは介護医

療院又は病院若しくは診療所であって当該施

設に対する支援機能を有するもの（以下「本

体施設」という。）と密接な連携を確保しつ

つ，本体施設とは別の場所で運営される地域

密着型特別養護老人ホーム（入所定員が２９

人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同

じ。）をいう。以下同じ。）の本体施設であ



る特別養護老人ホームであって，当該サテラ

イト型居住施設に医師又は調理員，事務員そ

の他の職員を置かない場合にあっては，特別

養護老人ホームの入所者の数及び当該サテラ

イト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎

として算出しなければならない。 

る特別養護老人ホームであって，当該サテラ

イト型居住施設に医師又は調理員，事務員そ

の他の職員を置かない場合にあっては，特別

養護老人ホームの入所者の数及び当該サテラ

イト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎

として算出しなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） （サービス提供困難時の対応） 

第１３条  特別養護老人ホームは，入所予定者

が入院治療を必要とする場合その他入所予定

者に対し自ら適切な便宜を提供することが困

難である場合は，適切な病院若しくは診療所

又は介護老人保健施設          を

紹介する等の適切な措置を速やかに講じなけ

ればならない。 

第１３条  特別養護老人ホームは，入所予定者

が入院治療を必要とする場合その他入所予定

者に対し自ら適切な便宜を提供することが困

難である場合は，適切な病院若しくは診療所

又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を

紹介する等の適切な措置を速やかに講じなけ

ればならない。 

（処遇の方針） （処遇の方針） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 （新設） ６ 特別養護老人ホームは，身体的拘束等の適正

化を図るため，次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

６ （略） ７ （略） 

  （緊急時等の対応） 

 （新設） 第２３条の２ 特別養護老人ホームは，現に処遇

を行っているときに入所者の病状の急変が生

じた場合その他必要な場合のため，あらかじ 

め，第１２条第１項第２号に掲げる医師との

連携方法その他の緊急時等における対応方法

を定めておかなければならない。 

（運営規程） （運営規程） 

第３５条  ユニット型特別養護老人ホームは，

次に掲げる施設の運営についての重要事項に

第３５条  ユニット型特別養護老人ホームは，

次に掲げる施設の運営についての重要事項に



関する規程を定めておかなければならない。 関する規程を定めておかなければならない。 

(1) ～(6) （略） (1) ～(6) （略） 

（新設） (7) 緊急時等における対応方法 

(7) ・(8) （略） (8) ・(9) （略） 

（サービスの取扱方針） （サービスの取扱方針） 

第３７条 （略） 第３７条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

 （新設） ８ ユニット型特別養護老人ホームは，身体的

拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置

を講じなければならない。 

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その

他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的

拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

８ （略） ９ （略） 

（職員の配置の基準） （職員の配置の基準） 

第４６条 （略） 第４６条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号までの

規定にかかわらず，サテライト型居住施設の

生活相談員，栄養士，機能訓練指導員又は調

理員，事務員その他の職員については，次に

掲げる本体施設の場合には，次の各号に掲げ

る区分に応じ，当該各号に定める職員により

当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が

適切に行われていると認められるときは，こ

れを置かないことができる。 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号までの

規定にかかわらず，サテライト型居住施設の

生活相談員，栄養士，機能訓練指導員又は調

理員，事務員その他の職員については，次に

掲げる本体施設の場合には，次の各号に掲げ

る区分に応じ，当該各号に定める職員により

当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が

適切に行われていると認められるときは，こ

れを置かないことができる。 

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略） 

（新設） (3) 介護医療院 栄養士又は調理員，事務員

その他の従業者 

(3) ・(4) （略） (4) ・(5) （略） 

１０～１４ （略） １０～１４ （略） 

付 則 付 則 

第５条 一般病床（医療法第７条第２項第５号

の病床をいう。以下同じ。），精神病床（同

第５条 一般病床（医療法第７条第２項第５号

の病床をいう。以下同じ。），精神病床（同



項第１号の病床であって，介護保険法施行令

（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項

に規定する病床に係るものに限る。以下この

条及び付則第７条において同じ。）又は療養

病床（同法第７条第２項第４号の病床をい

う。以下同じ。）を有する病院の一般病床，

精神病床又は療養病床を平成３０年３月３１

日までの間に転換（当該病院の一般病床，精

神病床又は療養病床の病床数を減少させると

ともに，当該病院の施設を介護老人保健施

設，軽費老人ホーム（法第２０条の６に規定

する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）そ

の他の要介護者，要支援者その他の者を入所

又は入居させるための施設の用に供すること

をいう。）し，特別養護老人ホームを開設し

ようとする場合において，当該転換に係る食

堂及び機能訓練室については，第１１条第４

項第９号ア及び第４５条第４項第９号アの規

定にかかわらず，食堂は，１平方メートルに

入所定員を乗じて得た面積以上を有し，機能

訓練室は，４０平方メートル以上の面積を有

しなければならない。ただし，食事の提供又

は機能訓練を行う場合において，当該食事の

提供又は機能訓練に支障がない広さを確保す

ることができるときは，同一の場所とするこ

とができるものとする。 

項第１号の病床であって，介護保険法施行令

（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項

に規定する病床に係るものに限る。以下この

条及び付則第７条において同じ。）又は療養

病床（同法第７条第２項第４号の病床をい

う。以下同じ。）を有する病院の一般病床，

精神病床又は療養病床を平成３６年３月３１

日までの間に転換（当該病院の一般病床，精

神病床又は療養病床の病床数を減少させると

ともに，当該病院の施設を介護老人保健施

設，軽費老人ホーム（法第２０条の６に規定

する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）そ

の他の要介護者，要支援者その他の者を入所

又は入居させるための施設の用に供すること

をいう。）し，特別養護老人ホームを開設し

ようとする場合において，当該転換に係る食

堂及び機能訓練室については，第１１条第４

項第９号ア及び第４５条第４項第９号アの規

定にかかわらず，食堂は，１平方メートルに

入所定員を乗じて得た面積以上を有し，機能

訓練室は，４０平方メートル以上の面積を有

しなければならない。ただし，食事の提供又

は機能訓練を行う場合において，当該食事の

提供又は機能訓練に支障がない広さを確保す

ることができるときは，同一の場所とするこ

とができるものとする。 

第６条 一般病床又は療養病床を有する診療所

の一般病床又は療養病床を平成３０年３月３

１日までの間に転換（当該診療所の一般病床

又は療養病床の病床数を減少させるととも

に，当該診療所の施設を介護老人保健施設，

軽費老人ホームその他の要介護者，要支援者

その他の者を入所又は入居させるための施設

の用に供することをいう。）し，特別養護老

人ホームを開設しようとする場合において，

当該転換に係る食堂及び機能訓練室について

は，第１１条第４項第９号ア及び第４５条第

４項第９号アの規定にかかわらず，食堂は，

１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積

以上を有し，機能訓練室は，４０平方メート

第６条 一般病床又は療養病床を有する診療所

の一般病床又は療養病床を平成３６年３月３

１日までの間に転換（当該診療所の一般病床

又は療養病床の病床数を減少させるととも

に，当該診療所の施設を介護老人保健施設，

軽費老人ホームその他の要介護者，要支援者

その他の者を入所又は入居させるための施設

の用に供することをいう。）し，特別養護老

人ホームを開設しようとする場合において，

当該転換に係る食堂及び機能訓練室について

は，第１１条第４項第９号ア及び第４５条第

４項第９号アの規定にかかわらず，食堂は，

１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積

以上を有し，機能訓練室は，４０平方メート



ル以上の面積を有しなければならない。ただ

し，食事の提供又は機能訓練を行う場合にお

いて，当該食事の提供又は機能訓練に支障が

ない広さを確保することができるときは，同

一の場所とすることができるものとする。 

ル以上の面積を有しなければならない。ただ

し，食事の提供又は機能訓練を行う場合にお

いて，当該食事の提供又は機能訓練に支障が

ない広さを確保することができるときは，同

一の場所とすることができるものとする。 

第７条 一般病床，精神病床若しくは療養病床

を有する病院の一般病床，精神病床若しくは

療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有

する診療所の一般病床若しくは療養病床を平

成３０年３月３１日までの間に転換（当該病

院の一般病床，精神病床若しくは療養病床又

は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の

病床数を減少させるとともに，当該病院又は

診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人

ホームその他の要介護者，要支援者その他の

者を入所又は入居させるための施設の用に供

することをいう。）し，特別養護老人ホーム

を開設しようとする場合において，第１１条

第６項第１号，第３６条第６項第１号，第４

５条第６項第１号及び第５１条第６項第１号

の規定にかかわらず，当該転換に係る廊下の

幅については，１．２メートル以上（中廊下

にあっては，１．６メートル以上）とする。 

第７条 一般病床，精神病床若しくは療養病床

を有する病院の一般病床，精神病床若しくは

療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有

する診療所の一般病床若しくは療養病床を平

成３６年３月３１日までの間に転換（当該病

院の一般病床，精神病床若しくは療養病床又

は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の

病床数を減少させるとともに，当該病院又は

診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人

ホームその他の要介護者，要支援者その他の

者を入所又は入居させるための施設の用に供

することをいう。）し，特別養護老人ホーム

を開設しようとする場合において，第１１条

第６項第１号，第３６条第６項第１号，第４

５条第６項第１号及び第５１条第６項第１号

の規定にかかわらず，当該転換に係る廊下の

幅については，１．２メートル以上（中廊下

にあっては，１．６メートル以上）とする。 

 


